
法令・規制

第
九
章

セ
ン
タ
ー
・
施
設
等

第 l編

東
南
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー

東
南
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
規
程

[六
]

達
示
第
一
号

一九
六
三
(
昭
和
三
八
)
年
一
月
八
日

京
都
大
学
東
南
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
規
程

第
一
条
京
都
大
学
に
東
南
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
(
以
下
「
研
究
セ

ン
タ
!
」
と
い
う
。
)
を
置
く
。

第
二
条
研
究
セ
ン
タ
ー
は
、
東
南
ア
ジ
ア
の
総
合
研
究
を
行
な
い
、

あ
わ
せ
て
東
南
ア
ジ
ア
研
究
に
関
す
る
連
絡
調
整
お
よ
び
研
究
資

料
の
収
集
整
理
を
行
な
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
三
条

研

究

セ

ン
タ
ー
に
総
務
部
お
よ
び
調
査
研
究
部
を
置
く
。

2

総
務
部
に
お
い
て
は
、
研
究
交
流
計
画
・
研
究
者
養
成
計
画
の

立
案
実
施
お
よ
び
連
絡
調
整
な
ら
び
に
研
究
資
料
の
収
集
整
理
お

よ
ぴ
保
管
等
を
行
な
う
。

3

調
査
研
究
部
に
お
い
て
は
、
人
文
・
社
会
・
自
然
科
学
的
調
査

研
究
計
画
の
立
案
実
施
お
よ
び
連
絡
調
整
を
行
な
う
。

第
四
条

研
究
セ
ン
タ
ー
に
所
長
を
置
く
。

2

所
長
は
、
研
究
セ
ン
タ
ー
の
業
務
を
総
括
し
、
か
つ
代
表
す
る
。

3

所
長
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
再
任
を
さ
ま
た
げ

な
い
。

646 

所
長
は
、
東
南
ア
ジ
ア
研
究
セ

ン
タ
ー
管
理
委
員
会
(
以
下
「
管

理
委
員
会
」
と
い
う
。
)
に
お
い
て
選
考
し
、
総
長
が
委
嘱
す
る
。

第
五
条
研
究
セ
ン
タ
ー
の
業
務
に
従
事
す
る
者
は
、
総
長
が
委
嘱

す
る
。

第
六
条
前
各
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
研
究
セ

ン
タ
ー
の
運
営

に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
管
理
委
員
会
の
議
を
経
て
所
長
が
定

め
る
。

4 

開t
。コ
規
程
は則

昭
和
三
十
八
年
一
月
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

〔
注
〕
一
九
六
五
・
四
・
二
七
達
示
第
八
号
で
廃
止
。



東
南
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
管
理
委
員
会
規
程

[
六
]

達
示
第
二
号

一
九
六
三
(
昭
和
三
八
)
年
一
月
八
日

京
都
大
学
東
南
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
管
理
委
員
会
規
程

第
一
条
京
都
大
学
に
東
南
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
管
理
委
員
会
(
以

下
「
管
理
委
員
会
」
と
い
う
。
)
を
置
く
。

第
二
条
管
理
委
員
会
は
、
東
南
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
(
以
下
「
研

究
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
)
に
関
す
る
次
の
事
項
を
審
議
す
る
。

所
長
の
選
考

規
程
の
制
定
改
廃

年
次
研
究
計
画
お
よ
び
事
業
計
画
な
ら
び
に
そ
の
報
告

そ
の
他
委
員
長
が
必
要
と
認
め
た
事
項

管
理
委
員
会
は
、
次
の
各
号
に
か
か
げ
る
委
員
で
組
織
す

学
部
、
教
養
部
お
よ
び
研
究
所
の
う
ち
関
係
す
る
部
局
の
長

ま
た
は
こ
れ
に
代
わ
る
教
授

二
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長

2

前
項
第
一
号
の
委
員
は
、
総
長
が
委
嘱
す
る
。

3

第
一
一
項
第
一
号
の
委
員
の
う
ち
部
局
長
以
外
の
も
の
の
任
期
は
、

二
年
と
す
る
。

第
四
条

第
三
条

zuv
。

センター・施設等第 9主主

四

管
理
委
員
会
は
、
委
員
長
が
招
集
し
、
議
長
と
な
る
。

前
項
の
招
集
は
、
年
一
回
以
上
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
名
以
上
の
委
員
か
ら
審
議
事
項
を
示
し
て
管
理
委
員
会
の
開

催
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
委
員
長
は
、
す
み
や
か
に
管
理
委
員

会
を
招
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条
委
員
長
お
よ
び
副
委
員
長
は
、

め
る
。

2 3 

委
員
の
互
選
に
よ
っ
て
定

委
員
長
お
よ
ぴ
副
委
員
長
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。

委
員
長
に
事
故
あ
る
と
き
は
、
一
副
委
員
長
が
代
行
す
る
。

第
六
条
議
案
は
、
第
四
条
第
三
項
に
定
め
る
場
合
を
除
き
、
委
員

長
が
管
理
委
員
会
に
付
議
す
る
。

第
七
条
管
理
委
員
会
は
、
委
員
の
四
分
の
三
以
上
が
出
席
し
な
け

れ
ば
開
会
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
八
条
管
理
委
員
会
の
議
事
は
、
出
席
者
の
三
分
の
二
以
上
の
多

数
で
決
す
る
。

第
九
条
委
員
長
が
必
要
と
認
め
た
と
き
は
、
委
員
以
外
の
者
の
出

席
を
求
め
、
意
見
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
条
管
理
委
員
会
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
幹
事
若
干
名
を
置

ノ
ζ

、。

2 3 

附

回
国
En

」
の
規
程
は
、
昭
和
三
十
八
年
一
月
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

647 



注

一
九
六
五
・
四
・
二
七
達
示
第
八
号
で
廃
止

法令・規則

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
一
部
改
正
{
抄
〕
{
東
南
ア
ジ
ア
研

究

セ

ン

タ

ー

法

制

化

〕

[

一

]

文
部
省
令
第
一
七
号

一
九
六
五
(
昭
和
四
O
)
年
三
月
三
一
日

第 1編

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
(
昭
和
三
十
九
年
文
部
省
令
第
十
一

号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

〔
中
略
〕

第
一
章
第
三
節
中
第
二
十
粂
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(
東
南
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
及
ぴ
そ
の
所
長
)

第
二
十
条
の
二
京
都
大
学
に
、
東
南
ア
ジ
ア
地
域
に
関
す
る
総
合

研
究
を
推
進
す
る
た
め
の
組
織
と
し
て
、
東
南
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン

タ
ー
を
置
く
。

2

東
南
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
に
所
長
を
置
き
、
教
授
を
も
っ
て

充
て
る
。

第
二
十
九
条
第
一
項
中
「
学
部
附
属
又
は
附
置
研
究
所
附
属
の
教

育
施
設
及
び
研
究
施
設
」
を
「
学
部
附
属
の
教
育
施
設
及
ぴ
研
究
施

設
、
附
置
研
究
所
附
属
の
研
究
施
設
、
京
都
大
学
の
東
南
ア
ジ
ア
研

究
セ

ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。

〔
中
略
〕

附

則

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〔
以
下
略
〕
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1 四

東
南
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
管
理
委
員
会
規
程

[
六
]

達
一
不
第
八
号

一九
六
五
(
昭
和
四
O
)
年
四
月
二
七
日

京
都
大
学
東
南
ア
ジ
ア
研
究
セ

ン
タ
ー
管
理
委
員
会
規
程

第

一
条
京
都
大
学
に
東
南
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
管
理
委
員
会
(
以

下
「
管
理
委
員
会
」
と
い
う
。
)
を
置
く
。

第
二
条
管
理
委
員
会
は
、
東
南
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
(
以
下
「
研

究
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
)
に
関
す
る
次
の
各
号
に
か
か
げ
る
事
項

を
審
議
す
る
。

所
長
の
選
考
お
よ
び
任
期
に
関
す
る
こ
と
。

教
官
の
人
事
に
関
す
る
こ
と
。

規
程
、
内
規
等
の
制
定
お
よ
ぴ
改
廃
に
関
す
る
こ
と
。

年
次
研
究
計
画
お
よ
び
予
算
に
関
す
る
こ
と
。

そ
の
他
研
究
セ
ン
タ
ー
の
管
理
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項

五四三



管
理
委
員
会
は
、
研
究
セ
ン
タ
ー
の
毎
年
度
の
研
究
報
告
お
よ

ぴ
決
算
報
告
書
を
提
出
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

第
三
条
管
理
委
員
会
は
、
次
の
各
号
に
か
か
げ
る
委
員
で
組
織
す

ヲハ
V

。

2 

センタ ・施設等

学
部
長

教
養
部
長

関
係
研
究
所
長

研
究
セ
ン
タ
ー
所
長

前
項
第
三
号
の
委
員
は
、
総
長
が
委
嘱
す
る
。

第
四
条
管
理
委
員
会
に
委
員
長
お
よ
び
副
委
員
長
を
置
く
。

2

委
員
長
お
よ
び
副
委
員
長
は
、
委
員
の
互
選
に
よ
っ
て
定
め
る
。

3

委
員
長
お
よ
び
副
委
員
長
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。

第
五
条
管
理
委
員
会
は
、
委
員
長
が
招
集
し
、
議
長
と
な
る
。

2

前
項
の
招
集
は
、
年
一
回
以
上
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3

二
名
以
上
の
委
員
か
ら
審
議
事
項
を
示
し
て
管
理
委
員
会
の
開

催
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
委
員
長
は
、
す
み
や
か
に
管
理
委
員

会
を
招
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4

副
委
員
長
は
、
委
員
長
を
補
佐
し
、
委
員
長
に
事
故
が
あ
る
と

き
は
、
そ
の
職
務
を
代
行
す
る
。

第
六
条
議
案
は
、
前
条
第
三
項
に
定
め
る
場
合
を
除
き
、
委
員
長

が
管
理
委
員
会
に
付
議
す
る
。

四
2 

第 9章

第
七
条
管
理
委
員
会
は
、
委
員
の
四
分
の
三
以
上
が
出
席
し
な
け

れ
ば
開
会
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
八
条
管
理
委
員
会
の
議
事
は
、
出
席
者
の
三
分
の
二
以
上
の
多

数
で
決
す
る
。

第
九
条
委
員
長
が
必
要
と
認
め
た
と
き
は
、
委
員
以
外
の
者
に
出

席
を
求
め
、
意
見
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
条
管
理
委
員
会
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
幹
事
若
干
名
を
置

き
、
総
長
が
委
嘱
す
る
。

第
十
一
条
前
各
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
議
事
の
運
営
そ
の
他

の
必
要
事
項
は
、
管
理
委
員
会
が
定
め
る
。

附

則

1

こ
の
規
程
は
、
昭
和
四
十
年
四
月
二
十
七
日
か
ら
施
行
し
、
昭

和
四
十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

2

京
都
大
学
東
南
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
規
程
(
昭
和
三
十
八
年
達

示
第
一
号
)
お
よ
ぴ
京
都
大
学
東
南
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
管
理
委

員
会
規
程
(
昭
和
三
十
八
年
達
示
第
二
号
)
は
、
廃
止
す
る
。

〔
注
〕
一
九
六
九
・
三
・
一
八
達
示
第
三
号
で
廃
止
。
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五

東
南
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
協
議
員
会
規
程

[六
}

達
示
第
三
号

一
九
六
九
(
昭
和
四
四
)
年
三
月
一
八
日

法令・規則

京
都
大
学
東
南
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
協
議
員
会
規
程

第
一
条
東
南
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
(
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
)

の
重
要
事
項
を
審
議
す
る
た
め
、
セ
ン
タ
ー
に
、
東
南
ア
ジ
ア
研

究
セ
ン
タ
ー
協
議
員
会
(
以
下
「
協
議
員
会
」
と
い
う
。
)
を
置
く
。

第
一
一
条
協
議
員
会
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
で
組
織
す
る
。

セ
ン
タ
ー
の
所
長
(
以
下
「
所
長
」
と
い
う
。
)

セ
ン
タ
ー
所
属
の
教
授

セ
ン
タ
ー
所
属
の
助
教
授
の
う
ち
か
ら
、
そ
の
互
選
に
よ
る

第 I編

2 

者

一

名

四
各
関
係
部
局
ご
と
に
、
そ
の
長
の
推
薦
す
る
教
授
ま
た
は
助

教

授

各

一

名

前
項
第
三
号
お
よ
び
第
四
号
の
協
議
員
は
所
長
が
委
嘱
す
る
も

の
と
し
、
そ
の
任
期
は
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
欠
員
を
生
じ
た

場
合
に
お
け
る
補
欠
の
協
議
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間

と
す
る
。

第
一
項
第
三
号
お
よ
び
第
四
号
の
協
議
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ

と
が
で
き
る
。

第
三
条
所
長
は
、
協
議
員
会
を
招
集
し
、
議
長
と
な
る
。

3 

所
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
所
長
の
指
名
し
た

協
議
員
が
、
前
項
の
職
務
を
代
行
す
る
。

第
四
条
協
議
員
会
は
、
協
議
員
の
過
半
数
が
出
席
し
な
け
れ
ば
開

会
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
五
条
協
議
員
会
の
議
事
は
、
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く

ほ
か
、
出
席
協
議
員
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、

議
長
が
決
す
る
。

第
六
条
協
議
員
会
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、
協
議
員
会
に
幹
事

を
置
き
、
セ
ン
タ
ー
の
事
務
主
任
を
あ
て
る
。

第
七
条
前
各
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
議
事
の
方
法
そ
の
他
の

必
要
事
項
は
、
協
議
員
会
が
定
め
る
。

附

2 

650 

回
目
丹

、
」
の
規
程
は
、
昭
和
四
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

京
都
大
学
東
南
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
管
理
委
員
会
規
程
(
昭
和

四
十
年
達
示
第
八
号
)
は
廃
止
す
る
。

2 

改
正

昭
四
六
・
四
・
一
三
達
示
九
号



ー』，、

東
南
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
規
程

[
六
]

達
示
第
二
六
号

一
九
八
九
(
平
成
一冗
)
年
一
一
月
一
四
日

京
都
大
学
東
南
ア
ジ
ア
研
究
セ

ン
タ
ー
規
程

第
一
条
こ
の
規
程
は
、
京
都
大
学
東
南
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
(
以

下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
)
の
組
織
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定

め
る
も
の
と
す
る
。

センター・施設等

第
二
条
セ
ン
タ
ー
は
、
東
南
ア
ジ
ア
地
域
に
関
す
る
総
合
研
究
を

行
、7
。

第

三

条

セ

ン
タ
ー
に
、
所
長
を
置
く。

2

所
長
は
、
セ

ン
タ
ー
の
教
授
を
も
っ
て
充
て
る
。

3

所
長
は
、
セ
ン
タ
ー
の
所
務
を
掌
理
す
る
。

第
四
条
セ
ン
タ
ー
に
、
次
の
研
究
部
門
及
ぴ
資
料
部
を
置
く。

生
態
環
境
研
究
部
門

社
会
生
態
研
究
部
門

統
合
環
境
研
究
部
門

地
域
発
展
研
究
部
門

人
間
環
境
研
究
部
門

地
域
研
究
第
一
客
員
研
究
部
門

地
域
研
究
第
二
客
員
研
究
部
門

東
南
ア
ジ
ア
諸
詩
文
献
客
員
研
究
部
門

第 9章

第
五
条
セ
ン
タ
ー
に
、
そ
の
重
要
事
項
を
審
議
す
る
た
め
、
協
議

員
会
を
置
く
。

2

協
議
員
会
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

第
六
条

セ

ン
タ
ー
の
事
務
組
織
に
つ
い
て
は
、
京
都
大
学
分
課
規

程
(
昭
和
四
十
八
年
達
示
第
二
十
二
号
)
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
七
条
こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
セ
ン
タ
ー
の
内
部
組

織
に
つ
い
て
は
、
所
長
が
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
元
年
十
一
月
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

保
健
管
理
セ
ン
タ
ー
・
保
健
診
療
所

学
生
健
康
相
談
所
規
程

[六
]

達
示
第
四
号

一
九
三
七
(
昭
和
一
二
)
年
一
二
月
二
八
日

京
都
帝
国
大
学
学
生
健
康
相
談
所
規
程

第
一
条
本
学
ニ
京
都
帝
国
大
学
学
生
健
康
相
談
所
ヲ
置
ク

第

二

条

本

所

ハ

本
学
学
生
生
徒
ノ
健
康
ノ
増
進
ヲ
図
ル
ヲ
以
テ
目

的
ト
シ
左
ノ
事
項
ヲ
取
扱
フ

健

康

相

談
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法令・規則

身

体

検

査

疾
病
ノ
予
防
並
診
療

第
三
条
本
所
ハ

学
生
課
ノ
所
属
ト
ス

第
四
粂
本
所
ニ
所
長
及
医
員
ヲ
置
キ
総
長
之
ヲ
依
嘱
ス

所
長
ハ
所
務
ヲ
掌
リ
医
員
ハ
医
務
ニ
従
事
ス

第
五
条
本
所
ニ
顧
問
ヲ
置
ク
コ
ト
ヲ
得

第
六
条
本
所
ニ
左
ノ
十
科
ヲ
置
ク

内

科

外

科

眼

科

皮

膚

科

耳

鼻

咽

喉

科

整

形

外

科

精

神

科

レ
ン
ト
ゲ
ン
科

ス
ポ
ー
ツ
医
事
科

歯

科

第
七
条
診
察
ハ
無
料
ト
ス
但
シ
薬
価
、
処
置
料
及
其
ノ
他
ノ
料
金

ハ
別
ニ
定
ム
ル
料
金
表
ニ
拠
リ
之
ヲ
徴
収
ス

第
八
条
本
規
程
施
行
ニ
関
ス
ル
細
則

ハ
総
長
之
ヲ
定
ム

附

則

第 1編

本
規
程
ハ
昭
和
十
三
年
一
月
一
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

料

金

一
、
投
薬
品
料

内
服
薬

外
用
薬

注
射
薬

表

一
日
一
剤
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円

弗l

一O
O

、

O
五
O

一O
O
ヨ
リ

箇

一O
O

但
高
価
薬
ハ
内
服
外
用
共
一
剤
三

O
銭
以
内
ト
ス

二

、

容

器

料

小

一

筒

、

O
五

O

大
一
箇

一
回

三
、
処
置
料

四
、
手
術
料

五
、
手
数
料

ハ
、
レ
ン
ト
ゲ
ン
写
真
料

七
、
歯
科
煉
性
充
填
料

回

一O
O

、

O
五
O
ヨ
リ

、
五

O
O

、
五

O
O
ヨ
リ

五、

0
0
0

0
五
O
ヨ
リ

一0
0

五
O
O
ヨ
リ

二
、
五
0
0

、
五
O
O
ヨ
リ

回枚



八
、
歯
牙
架
工
料

一
0
0
0

二、

O
O
O
ヨ
リ

一五、

0
0
0

改
正

昭
一
四
・
四
・
一
達
示
八
号
、
昭
一
六
・
四

分
課
規
程
〔
保
健
診
療
所
設
置
〕

[
六
]

達
示
第
一
五
号

一
九
四
九
(
昭
和
二
四
)
年
八
月
二
五
日

第

条

〔
本
文
は
二
四
一
頁
参
照
〕

保
健
診
療
所
取
扱
規
程

{一一一一]

逮
示
第
四
号

一
九
五
二
(
昭
和
二
七
)
年
三
月
三
一
日

センター・施設等

保
健
診
療
所
取
扱
規
程

第
一
条
保
健
診
療
所
に
左
の
十
科
を
置
く
。

内
科
、
外
科
、
眼
科
、
皮
膚
科
、
耳
鼻
咽
喉
科
、
整
形
外
科
、

X

線
科
、
ス
ポ
ー
ツ
医
科
、
歯
科
及
ぴ
精
神
科

第
二
条
診
療
料
、
薬
料
及
ぴ
処
置
料
そ
の
他
の
料
金
は
、
前
納
に

第 9章

よ
り
別
表
の
料
金
表
に
基
い
て
徴
収
す
る
。

第
三
条
附
表
の
薬
料
に
つ
い
て
は
学
長
の
認
可
を
得
て
所
長
が
定

め
る
。

阿す

日貝

こ
の
規
則
は
、
昭
和
二
十
七
年
四
月
一
日
よ
り
施
行
す
る
。

〔
別
表
、
附
表
略
〕

改
正

昭
二
七
・一

0
・
一
五
達
示
二
一
号

注

一
九
六
二
・
二
・
二

O
達
示
第
一
号
で
全
部
改
正
。

四

学
生
身
体
検
査
規
程

[六
]

達
示
第
一

六口
一勺

一
九
五
四
(
昭
和
二
九
)
年
一
一
一
月
一
一
一
日

京
都
大
学
学
生
身
体
検
査
規
程

第
一
条
学
生
は
、
本
学
の
行
う
定
期
及
ぴ
臨
時
の
身
体
検
査
を
受

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
条
疾
病
そ
の
他
の
事
由
に
よ
っ
て
前
条
の
身
体
検
査
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
事
由
を
附
し
て
あ
ら
か
じ
め

所
属
学
部
長
(
教
養
部
に
あ
っ
て
は
教
養
部
長
)
に
届
け
出
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
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法令・規則

前
項
の
事
由
の
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
す
み
や
か
に
身
体
検
査

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
条
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
前
条
の
届
出
が
で
き
な
い
場

合
に
お
い
て
は
、
そ
の
事
情
の
な
く
な
っ
た
と
き
、
す
み
や
か
に

所
属
学
部
長
(
教
養
部
に
あ
っ
て
は
教
養
部
長
)
に
届
け
出
で
、
身

体
検
査
依
頼
書
の
交
付
を
受
け
て
、
身
体
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

2 

第 1編

第
四
条
こ
の
規
程
に
よ
る
身
体
検
査
を
受
け
な
か
っ
た
者
は
、
当

該
年
度
に
施
行
す
る
試
験
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

附
円
剛
山
九

こ
の
規
程
は
、
昭
和
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

昭
=
二
・
九
・
二
五
逮
示
二
五
号
、
昭
三
四
・
二
・
二
回
途
示
三
号
、

昭
五
二
・
二
・
二
二
達
示
七
号
、
平
五
・

-F7
九
達
示
}
八
号

〔
注
〕
一
九
五
九
・
二
・
二
四
達
示
第
三
号
で
学
生
健
康
診
断
規
程
に
改
称
。

改
正

五

保
健
診
療
所
業
務
規
程

[
六
]

達
示
第
一
号

一
九
六
二
(
昭
和
三
七
)
年
二
月
二

O
日

京
都
大
学
保
健
診
療
所
業
務
規
程

第
-
粂
保
健
診
療
所
に
お
い
て
は
、
学
生
、
職
員
の
健
康
管
理
お

よ
ぴ
学
生
の
健
康
相
談
を
行
な
い
、
必
要
に
応
じ
職
員
の
診
療
を

行
な
、
7
。

654 

第
二
粂
保
健
診
療
所
に
次
の
十
科
を
お
く
。

内
科
、
外
科
、
眼
科
、
皮
膚
科
、
耳
鼻
咽
喉
科
、
整
形
外
科
、

X

線
科
、
ス
ポ
ー
ツ
医
科
、
歯
科
お
よ
び
精
神
科

第
三
条
学
生
の
健
康
相
談
は
無
料
と
し
、
処
置
を
必
要
と
す
る
場

A
口
は
、
実
費
と
す
る
。

2

職
員
の
診
療
料
は
、
厚
生
省
告
示
診
療
報
酬
点
数
表
(
甲
)
お
よ

ぴ
歯
科
診
療
報
酬
点
数
表
の
基
準
に
よ
る
。

第
四
条
こ
の
規
程
の
施
行
に
関
し
必
要
な
細
則
は
、
総
長
の
認
可

を
得
て
所
長
が
定
め
る
。

関貝

こ
の
改
正
規
程
は
、
昭
和
三
十
七
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

改
正

昭
四
一
・
六
・
二
一
達
示
ご
一
号
、
平
六
・
三
・
2

二
達
示
七
号

〔
注
〕
一
九
九
八
・
三
・
コ
二
達
示
第
一

O
号
で
廃
止
。



...... ，、

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
一
部
改
正
〔
抄
〕

タ
l
設
置
〕

〔
保
健
管
理
セ
ン

[

一

]

文
部
省
令
第
二
二
号

一
九
六
六
(
昭
和
四
二
年
四
月
五
日

センター・施設等

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
(
昭
和
三
十
九
年
文
部
省
令
第
十
一

号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

〔
中
略
〕

第
二
十
九
条
〔
中
略
〕
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(
保
健
管
理
セ
ン
タ
ー
及
ぴ
そ
の
所
長
)

第
二
十
九
条
の
二
次
に
掲
げ
る
国
立
大
学
に
、
学
生
の
保
健
管
理

に
関
す
る
専
門
的
業
務
を
行
な
う
厚
生
補
導
の
た
め
の
施
設
と
し

て
、
保
健
管
理
セ
ン
タ
ー
を
置
く
。

東
京
大
学

京
都
大
学

島
根
大
学

長
崎
大
学

2

保
健
管
理
セ
ン
タ
ー
に
所
長
を
置
き
、
そ
の
大
学
の
教
授
又
は

助
教
授
を
も
っ
て
充
て
る
。

〔
中
略
〕

1

7

3

d

H

H

J

 

刷

刊

自

民

第 9章

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
四
十
一
年
四
月
一

日
か
ら
適
用
す
る
。

七

保
健
管
理
セ
ン
タ
ー
管
理
委
員
会
規
程

[
六
]

達
示
第
一
三
号

一
九
六
六
(
昭
和
四
二
年
七
月
五
日

京
都
大
学
保
健
管
理
セ
ン
タ
ー
管
理
委
員
会
規
程

第
一
条
京
都
大
学
に
保
健
管
理
セ
ン
タ
ー
管
理
委
員
会
(
以
下
「
管

理
委
員
会
」
と
い
う
。
)
を
置
く
。

第
二
条
管
理
委
員
会
は
、
保
健
管
理
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
次
の
各

号
に
掲
げ
る
事
項
を
審
議
す
る
。

一
所
長
の
選
考
お
よ
ぴ
任
期
に
関
す
る
こ
と
。

二
教
官
の
人
事
に
関
す
る
こ
と
。

三
保
健
管
理
の
基
本
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

四
そ
の
他
管
理
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項

第
三
条
管
理
委
員
会
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
委
員
で
組
織
す
る
。

各
学
部
長
お
よ
び
教
養
部
長

研
究
所
長
若
干
名

医
学
部
附
属
病
院
長

関
係
教
授
若
干
名
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法令・規則

五

事

務

局

長

六
学
生
部
長

七
保
健
管
理
セ
ン
タ
ー
の
所
長

2

前
項
第
二
号
お
よ
び
第
四
号
の
委
員
は
、
総
長
が
委
嘱
す
る
。

3

第
一
項
第
五
号
お
よ
び
第
六
号
の
委
員
は
、
前
条
第
二
号
に
掲

げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
そ
の
審
議
に
加
わ
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

第
四
条
管
理
委
員
会
に
委
員
長
お
よ
び
副
委
員
長
を
置
く
。

2

委
員
長
お
よ
び
副
委
員
長
は
、
前
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四

号
ま
で
お
よ
び
第
七
号
の
委
員
の
う
ち
か
ら
、
管
理
委
員
会
に
お

い
て
選
出
す
る
。

3

委
員
長
は
、
委
員
会
を
招
集
し
、
議
長
と
な
る
。

4

副
委
員
長
は
、
委
員
長
を
補
佐
し
、
委
員
長
に
事
故
が
あ
る
と

き
は
、
そ
の
職
務
を
代
行
す
る
。

第
五
条
管
理
委
員
会
は
、
審
議
に
加
わ
る
べ
き
委
員
の
四
分
の
三

以
上
が
出
席
し
な
け
れ
ば
開
会
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

2

管
理
委
員
会
の
議
事
は
、
審
議
に
加
わ
る
べ
き
出
席
委
員
の
三

分
の
二
以
上
の
多
数
で
決
す
る
。

第
六
条
管
理
委
員
会
は
、
必
要
と
認
め
た
と
き
に
は
、
委
員
以
外

の
者
を
出
席
さ
せ
て
意
見
を
き
く
'
」
と
が
で
き
る
。

第
七
条
管
理
委
員
会
に
関
す
る
事
務
は
、
庶
務
部
に
お
い
て
処
理

す
る
。

第 l編

こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
管
理
委
員
会
の
議
事

の
運
営
そ
の
他
必
要
な
事
項
は
、
管
理
委
員
会
が
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
昭
和
四
十
一
年
七
月
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

第
八
条
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〔
注
〕
一
九
七
四
・
五
・
一
四
達
示
第
二
一
号
で
廃
止
。

i¥ 

保
健
診
療
所
規
程

[
六
]

達
示
第
一

O
号

一
九
九
八
(
平
成
一

O
)
年
三
月
三
一
日

京
都
大
学
保
健
診
療
所
規
程

第
一
条
京
都
大
学
医
学
部
附
属
病
院
に
、
学
生
及
ぴ
職
員
の
初
期

診
療
を
行
う
た
め
、
診
療
所
を
置
く
。

2

前
項
の
診
療
所
の
名
称
は
、
京
都
大
学
保
健
診
療
所
(
以
下
「
保

健
診
療
所
」
と
い
う
。
)
と
す
る
。

第
二
条
保
健
診
療
所
に
、
所
長
を
置
く
。

2

所
長
は
、
医
学
部
又
は
医
学
部
附
属
病
院
の
教
官
を
も
っ
て
充

て
、
総
長
が
委
嘱
す
る
。

3

所
長
は
、
医
学
部
附
属
病
院
長
の
命
を
受
け
、
保
健
診
療
所
の

業
務
を
つ
か
さ
ど
る
。



第
三
条
学
生
の
診
療
料
は
、
実
費
と
す
る
。

2

職
員
の
診
療
料
は
、
厚
生
省
告
示
医
科
診
療
報
酬
点
数
表
の
基

準
に
よ
る
。

第
四
条
こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
保
健
診
療
所
の
組
織

及
ぴ
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
医
学
部
附
属
病
院
長
が
定
め

る。

F千I

1 

日貝

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

京
都
大
学
保
健
診
療
所
業
務
規
程
(
昭
和
三
十
七
年
達
示
第
一

号
)
は
、
廃
止
す
る
。

2 

大
型
計
算
機
セ
ン
タ
ー

センター・施設等

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
一
部
改
正
〔
抄
〕
{
大
型
計
算
機
セ

ン

タ

ー

設

置

〕

[

一

]

文
部
省
令
第
一
八
号

一
九
六
九
(
昭
和
四
四
}
年
六
月
一
一
日

第 9章

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
(
昭
和
三
十
九
年
文
部
省
令
第
十
一

号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

〔
中
略
〕

別
表
第
七
の
三
中
「

大
型
計
算
機
セ
ン
タ
ー
」
」
を

九 大
都大Jj'， 

東大学尽
大東北

外大AイU与I 大学阪
学 学

大 大 大 大 大
型

機計算型

型 型
言型十

計機算 機計算 計機算 議
セ セ セ セ セ
ン ン ン ン ン
タ タ タ タ タ

に
改
め
る
。

'-

1 

〔
中
略
〕

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
国
立
学
校

設
置
法
施
行
規
則
の
規
定
及
び
次
項
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国

立
の
学
校
に
お
け
る
授
業
料
そ
の
他
の
費
用
に
関
す
る
省
令
(
昭
和

三
十
六
年
文
部
省
令
第
九
号
)
の
規
定
は
、
昭
和
四
十
四
年
四
月
一

日
か
ら
適
用
す
る
。

〔
以
下
略
〕
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大
型
計
算
機
セ
ン
タ
ー
運
営
委
員
会
規
程

法令・規則

[
+
ハ
]

達
示
第
七
号

一
九
六
九
(
昭
和
四
四
)
年
六
月
一
一
日

第 l編

京
都
大
学
大
型
計
算
機
セ

ン
タ
ー
運
営
委
員
会
規
程

第
一
条
大
型
計
算
機
セ
ン
タ
ー
の
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ

い
て
セ
ン
タ
ー
長
の
諮
問
に
応
ず
る
た
め
、
大
型
計
算
機
セ
ン
タ

ー
に
、
大
型
計
算
機
セ
ン
タ
ー
運
営
委
員
会
(
以
下
「
運
営
委
員
会
」

と
い
う
。
)
を
置
く
。

2 

運
営
委
員
会
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
で
組
織
す
る
。

一
京
都
大
学
専
任
の
教
授
お
よ
び
助
教
授
の
う
ち
か
ら
総
長
の

命
じ
た
者
若
干
名

二
京
都
大
学
併
任
の
教
授
お
よ
ぴ
学
外
の
学
識
経
験
者
の
う
ち

か
ら
総
長
の
委
嘱
し
た
者
若
干
名

三

事

務

局

長

職
務
上
委
員
と
な
る
者
の
ほ
か
、
委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す

る
。
た
だ
し
、
そ
の
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期

第

粂
聞
と
す
る
。

第
三
条

セ
ン
タ
ー
長
は
、
運
営
委
員
会
を
招
集
し
、
議
長
と
な
る
。

セ
ン
タ
ー
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
指
名

す
る
委
員
が
前
項
の
職
務
を
代
行
す
る
。

第
四
条
運
営
委
員
会
は
、
委
員
の
半
数
以
上
が
出
席
し
な
け
れ
ば

2 

聞
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
五
条
運
営
委
員
会
に
、
常
任
委
員
会
を
置
く
。

2

常
任
委
員
会
は
、
運
営
委
員
会
の
職
務
に
属
す
る
経
常
的
な
事

項
で
遂
営
委
員
会
が
指
定
し
た
も
の
お
よ
び
臨
時
的
な
事
項
で
比

較
的
軽
易
な
も
の
を
処
理
す
る
も
の
と
す
る
。

3

常
任
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
処
理
し
た
事
項
に
つ
い

て
、
運
営
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4

常
任
委
員
会
は
、
運
営
委
員
会
の
委
員
の
う
ち
か
ら
、
運
営
委

員
会
の
議
を
経
て
セ
ン
タ
ー
長
の
委
嘱
し
た
若
干
名
の
常
任
委
員

で
組
織
す
る
。

5

前
二
粂
の
規
定
は
、
常
任
委
員
会
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
「
運
営
委
員
会
」
と
あ
る
の
は
「
常
任
委
員
会
」
と
、
「
委

員
」
と
あ
る
の
は
「
常
任
委
員
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
六
条
運
営
委
員
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
委
員
以
外
の
者

の
出
席
を
求
め
て
意
見
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
。

第
七
条
運
営
委
員
会
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、
運
営
委
員
会
に

幹
事
を
置
き
、
事
務
長
を
あ
て
る
。

第
八
条
こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
運
営
委
員
会
の
議
事

の
方
法
そ
の
他
の
必
要
事
項
は
、
運
営
委
員
会
が
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
昭
和
四
十
四
年
六
月
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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2 

運
営
委
員
会
の
事
務
は
、
当
分
の
問
、
第
七
条
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
セ
ン
タ
ー
長
の
命
を
う
け
て
事
務
主
任
が
処
理
す
る
も

の
と
す
る
。

改
正

昭
四
五
・
三
・
二
五
逮
示
六
号
、
昭
四
八
・
三
・
ニ
O
達
示
二
ハ
号
、

昭
六
0
・
五
-
一
二
達
示
一

O
号

大
型
計
算
機
セ
ン
タ
ー
協
議
員
会
規
程

[六一

達
示
第
一
八
号

一
九
六
九
(
昭
和
四
四
)
年
七
月
八
日

センター・施設等

京
都
大
学
大
型
計
算
機
セ
ン
タ
ー
協
議
員
会
規
程

第
一
条
大
型
計
算
機
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
重
要
事
項
を
審
議
す
る

た
め
、
大
型
計
算
機
セ
ン
タ
ー
に
、
大
型
計
算
機
セ
ン
タ
ー
協
議

員
会
(
以
下
「
協
議
員
会
」
と
い
う
。
)
を
置
く
。

第
二
条
協
議
員
会
は
、
関
係
部
局
の
教
授
お
よ
び
助
教
授
の
う
ち

か
ら
セ
ン
タ
ー
長
の
委
嘱
し
た
協
議
員
若
干
名
で
組
織
す
る
。

2

協
議
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
協
議
員

の
任
期
は
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

第
三
条
セ
ン
タ
ー
長
は
、
協
議
員
会
を
招
集
し
、
議
長
と
な
る
。

2

セ
ン
タ
ー
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
指
名

す
る
協
議
員
が
前
項
の
職
務
を
代
行
す
る
。

第 9章

第
四
条
協
議
員
会
は
、
協
議
員
の
半
数
以
上
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、

開
く
こ
と
が
で
き
な
い
@

第
五
条
セ
ン
タ
ー
長
が
、
必
要
と
認
め
た
と
き
は
、
協
議
員
以
外

の
者
の
出
席
を
求
め
、
意
見
を
き
く
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
条
協
議
員
会
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、
協
議
員
会
に
幹
事

を
置
き
、
事
務
長
を
あ
て
る
。

第
七
条
こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
協
議
員
会
の
議
事
の

方
法
そ
の
他
の
必
要
事
項
は
、
協
議
員
会
が
定
め
る
。

附

則

-
こ
の
規
程
は
、
昭
和
四
十
四
年
七
月
八
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和

四
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

2

協
議
員
会
の
事
務
は
、
当
分
の
問
、
第
六
粂
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
セ
ン
タ
ー
長
の
命
を
、
つ
け
て
事
務
主
任
が
処
理
す
る
も
の

と
す
る
。

改
正

昭
四
五
・
三
・
二
五
達
一
不
六
号
、
昭
六
0
・
五
・
二
一
達
一
不
九
号
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四

大
型
計
算
機
セ
ン
タ
ー
利
用
規
程

[
六
]

達
示
第
二
二
号

一
九
六
九
(
昭
和
四
四
)
年
一
一
月
一
一
日

法令・規則

京
都
大
学
大
型
計
算
機
セ
ン
タ
ー
利
用
規
程

第
一
条
京
都
大
学
大
型
計
算
機
セ
ン
タ
ー
(
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と

い
う
。
)
の
利
用
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
程
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

7
9

。

第 1編

第
二
条
セ
ン
タ
ー
は
、
学
術
研
究
の
た
め
に
の
み
利
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
。セ

ン
タ
ー
を
利
用
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

一
大
学
ま
た
は
高
等
専
門
学
校
の
教
員
お
よ
び
こ
れ
に
準
ず
る

者

第

条
文
部
省
所
轄
機
関
(
国
立
学
校
を
除
く
。
)
の
研
究
職
員

学
術
研
究
を
目
的
と
す
る
そ
の
他
の
研
究
機
関
で
セ
ン
タ
ー

の
長
(
以
下
「
セ
ン
タ
ー
長
」
と
い
う
。
)
が
認
め
た
も
の
に
所
属

し
、
も
つ
ば
ら
研
究
に
従
事
す
る
者

四
科
学
研
究
費
補
助
金
の
交
付
を
受
け
て
学
術
研
究
を
行
な
う

者
五
そ
の
他
特
に
セ
ン
タ
ー
長
が
適
当
と
認
め
た
者

第
四
条
セ
ン
タ
ー
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
研
究
課
題
ご
と

2 
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
課
題
承
認
申
請
書
を
セ

ン
タ
ー
長
に
提
出
し
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
申
請
者
の
氏
名

二

研

究

課

題

三
利
用
予
定
期
間
お
よ
び
計
算
機
使
用
見
込
時
間
数

〔

7

7
〕

四
第
十
五
号
の
規
定
に
よ
る
利
用
負
担
金
を
負
担
す
る
者
に
関

す
る
事
項

五
そ
の
他
セ
ン
タ
ー
長
が
必
要
と
認
め
た
事
項

前
項
第
二
号
の
研
究
課
題
は
、
そ
の
成
果
が
公
開
し
得
る
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

セ
ン
タ
ー
長
は
、
当
該
研
究
課
題
に
か
か
る
セ

ン
タ
ー
の
利
用

を
承
認
し
た
と
き
は
、
当
該
利
用
の
た
め
の
課
題
番
号
お
よ
び
登

録
氏
名
を
明
示
し
て
、
そ
の
旨
を
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す

'
G
。

660 

3 第
五
条
セ
ン
タ
ー
の
利
用
を
承
認
さ
れ
た
者
(
以
下
「
利
用
者
」
と

い
う
。
)
が
セ
ン
タ
ー
に
計
算
、
せ
ん
孔
等
を
依
頼
す
る
に
は
、
セ

ン
タ
ー
長
が
別
に
定
め
る
方
法
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
条
利
用
者
は
、
セ
ン
タ
ー
利
用
の
た
め
の
課
題
番
号
を
も
当

該
研
究
課
題
に
か
か
る
計
算
以
外
の
計
算
の
た
め
に
使
用
し
、
ま

た
は
他
人
を
し
て
使
用
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

第
七
条
利
用
者
は
、
第
四
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
利
用
予
定



センター・施設等

期
間
ま
た
は
計
算
機
使
用
見
込
時
間
数
を
こ
え
て
セ
ン
タ
ー
を
利

用
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を
セ
ン
タ
ー

長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
利
用

者
以
外
の
者
が
利
用
負
担
金
を
負
担
す
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
同

意
を
得
て
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

利
用
者
は
、
第
四
条
第
一
項
第
四
号
お
よ
ぴ
第
五
号
に
掲
げ
る

事
項
に
つ
い
て
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
す
み
や
か
に
、
セ
ン
タ

ー
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
条
利
用
者
は
、
当
該
利
用
を
承
認
さ
れ
た
研
究
課
題
に
か
か

る
研
究
が
終
了
し
た
と
き
ま
た
は
そ
の
研
究
に
つ
き
セ
ン
タ
ー
を

利
用
す
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
す
み
や
か
に
そ
の
旨
を

セ
ン
タ
ー
長
に
届
け
出
る
と
と
も
に
、
そ
の
利
用
し
た
結
果
を
セ

ン
タ
ー
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
条
前
条
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
セ
ン
タ
ー
長
は
、
必
要

に
応
じ
て
、
利
用
者
に
対
し
、
セ
ン
タ
ー
の
利
用
に
か
か
る
事
項

に
つ
い
て
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
条
セ
ン
タ
ー
外
端
局
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
セ
ン
タ
ー
外
端
局
承
認
申
請
書
を

セ
ン
タ
ー
長
に
提
出
し
、
そ
の
象
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

申
請
者
の
氏
名

端
局
の
構
成
、
使
用
機
種
お
よ
び
そ
の
設
置
場
所

第 9章

設
置
お
よ
び
使
用
開
始
の
時
期

そ
の
他
セ
ン
タ
ー
長
が
必
要
と
認
め
た
事
項

セ
ン
タ
ー
長
は
、
セ

ン
タ
ー
外
端
局
を
承
認
し
た
と
き
は
、
当

該
セ
ン
タ
ー
外
端
局
に
よ
る
利
用
の
た
め
の
端
局
番
号
を
明
示
し

て
、
そ
の
旨
を
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

3

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
た
者
が
、
当
該
承
認
に
か

か
る
セ
ン
タ
ー
外
端
局
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
ま
た
は
承
認

申
請
書
に
記
載
し
た
事
項
の
変
更
を
行
な
お
う
と
す
る
と
き
は
、

あ
ら
か
じ
め
、
セ
ン
タ
ー
長
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条
セ
ン
タ
ー
外
端
局
の
管
理
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
承
認
を
受
け
た
者
が
行
な
う
も
の
と
す
る
。

第
十
二
条
セ
ン
タ
ー
内
に
フ
ァ
イ
ル
を
開
設
し
よ
う
と
す
る
者
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
フ
ァ
イ
ル
開
設
承
認
申
請

書
を
セ
ン
タ
ー
長
に
提
出
し
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

四三
2 2 

申
請
者
の
氏
名

フ
ァ
イ
ル
の
種
類

開
設
期
間

そ
の
他
セ
ン
タ
ー
長
が
必
要
と
認
め
た
事
項

セ
ン
タ
ー
長
は
、
フ
ァ
イ
ル
の
開
設
を
承
認
し
た
と
き
は
、
当

該
フ
ァ
イ
ル
の
使
用
の
た
め
の
フ
ァ
イ
ル
名
を
明
示
し
て
、
そ
の
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四



法令・規則

旨
を
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

3

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
た
者
が
同
項
第
三
口
す
の
期

閉
経
過
前
に
フ
ァ
イ
ル
の
開
設
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を
セ
ン
タ
ー
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら

t

、。
-
R
d
b
 

第
十
三
条
利
用
者
は
、
セ
ン
タ
ー
を
利
用
し
て
行
な
っ
た
研
究
の

成
果
を
論
文
等
に
よ
り
公
表
す
る
と
き
は
、
当
該
論
文
等
に
、
セ

ン
タ
ー
を
利
用
し
た
旨
を
明
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

利
用
者
は
、
前
項
の
公
表
さ
れ
た
論
文
等
の
写
を
セ
ン
タ
ー
に

寄
贈
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
四
条
こ
の
規
程
ま
た
は
こ
の
規
程
に
基
づ
く
定
め
に
違
反
し

た
者
そ
の
他
セ
ン
タ
ー
の
運
営
に
重
大
な
支
障
を
生
ぜ
し
め
た
者

が
あ
る
と
き
は
、
セ

ン
タ
ー
長
は
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
行
な

っ
た
そ
の
者
に
か
か
る
利
用
の
象
認
を
取
り
消
し
、
ま
た
は
そ
の

者
に
一
定
期
間
セ
ン
タ
ー
を
利
用
さ
せ
な
い
こ
と
が
あ
る
。

第
十
五
条
利
用
者
ま
た
は
こ
れ
に
代
わ
る
者
は
、
当
該
利
用
に
か

か
る
経
費
の
一
部
を
、
利
用
負
担
金
と
し
て
、
負
担
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

2

利
用
負
担
金
の
額
お
よ
び
負
担
方
法
は
、
総
長
が
別
に
定
め
る
。

第
十
六
条
こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
セ
ン
タ
ー
の
利
用

に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
セ
ン
タ
ー
長
が
定
め
る
。

第 l編

再I

1 

ロ貝

こ
の
規
程
は
、
昭
和
四
十
四
年
十
一
月
十
一
日
か
ら
施
行
し
、

第
十
五
条
の
規
定
は
、
昭
和
四
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

京
都
大
学
大
型
計
算
機
セ
ン
タ
ー
の
利
用
に
関
す
る
暫
定
規
程

〔

7

7
〕

(
昭
和
四
十
三
年
十
二
月
十
二
日
総
長
制
定
)
は
、
廃
止
す
る
。

京
都
大
学
大
型
計
算
機
セ
ン
タ
ー
の
利
用
に
関
す
る
暫
定
規
程

の
規
定
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
承
認
、
申
請
そ
の
他
の
行
為
は
、

こ
の
規
程
の
当
該
相
当
規
定
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
も
の
と
み
な

す。

662 

2 3 

改
正

昭
五

一
-一

0
・
一
二
逮
示
三
七
号

五

大
型
計
算
機
セ
ン
タ
ー
規
程

[
六
]

達
一
不
第
二
四
号

一
九
六
九
(
昭
和
四
四
)
年
一
二
月
九
日

京
都
大
学
大
型
計
算
機
セ
ン
タ
ー
規
程

第
一
条
こ
の
規
程
は
、
京
都
大
学
大
型
計
算
機
セ
ン
タ
ー
(
以
下
「
セ

ン
タ

l
」
と
い
う
。
)
の
組
織
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の

と
す
る
。

信
竺
玄
宋

セ
ン
タ
ー
に
、
セ
ン
タ
ー
長
を
置
く
。



セ
ン
タ
ー
長
は
、
京
都
大
学
の
専
任
の
教
授
を
も
っ
て
あ
て
る
。

セ
ン
タ
ー
長
は
、
セ
ン
タ
ー
の
所
務
を
掌
理
す
る
。

第
三
条
セ
ン
タ
ー
に
、
研
究
開
発
部
を
置
く
。

2

研
究
開
発
部
の
業
務
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
計
算
機
シ
ス
テ
ム
の
維
持
向
上
お
よ
び
そ
の
利
用
の
改
善
に

か
か
る
技
術
の
開
発
に
関
す
る
こ
と
。

二
セ
ン
タ
ー
の
利
用
に
伴
う
各
種
基
礎
的
お
よ
び
応
用
的
研
究

に
関
す
る
こ
と
。

2 3 2 

研
究
開
発
部
に
、
部
長
を
置
く
。

部
長
は
、
京
都
大
学
の
専
任
の
教
授
ま
た
は
助
教
授
を
も
っ
て

あ
て
る
。

第
四
条

センター・施設等

部
長
は
、
研
究
開
発
部
の
業
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
五
条
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
重
要
事
項
を
審
議
す
る
た
め
、
別
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
セ
ン
タ
ー
に
協
議
員
会
を
置
く
。

第
六
条
セ
ン
タ
ー
の
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
セ
ン
タ

l
長
の
諮
問
に
応
ず
る
た
め
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
セ

ン
タ
ー
に
運
営
委
員
会
を
置
く
。

第
七
条
セ
ン
タ
ー
の
事
務
組
織
に
つ
い
て
は
、
京
都
大
学
分
課
規

程
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
八
条
こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
セ
ン
タ
ー
の
内
部
組

織
に
つ
い
て
は
、
セ
ン
タ
ー
長
が
定
め
る
。

3 

第 9章

附

則

こ
の
規
程
は
、
昭
和
四
十
四
年
十
二
月
九
日
か
ら
施
行
し
、
第
二

条
お
よ
び
第
五
条
の
規
定
は
同
年
四
月
一
日
か
ら
、
第
七
条
の
規
定

は
同
年
五
月
十
六
日
か
ら
、
第
六
粂
の
規
定
は
同
年
六
月
十
一
日
か

ら
適
用
す
る
。

四

放
射
性
同
位
元
素
総
合
セ
ン
タ
ー

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
一
部
改
正
〔
抄
〕
〔
放
射
性
同
位
元

素

総

合

セ

ン

タ

ー

設

置

〕

[

一

]

文
部
省
令
第
一
三
号

一
九
七
二
昭
和
四
六
)
年
三
月
三
一
日

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
(
昭
和
三
十
九
年
文
部
省
令
第
十
一

号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

〔
中
略
〕

別
表
第
七
の
ニ
中
東
京
芸
術
大
学
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

ヲ
匂
。

京
都
大
学

放
射
性
同
位
元
素
総
合
セ

ン
タ
ー
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〔
中
略
〕

附

1 

同貝

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〔
以
下
略
〕

第 1編

放
射
性
同
位
元
素
総
合
セ
ン
タ
ー
運
営
委
員
会
規
程
[
一
四
]

総
長
裁
定

一
九
七
一
(
昭
和
四
六
)
年
四
月
一
日

京
都
大
学
放
射
性
同
位
元
素
総
合
セ
ン
タ
ー
運
営
委
員
会
規

程

第
一
条

京
都
大
学
放
射
性
同
位
元
素
総
合
セ
ン
タ
ー
(
以
下
「
セ
ン

タ
ー
」
と
い
う
。
)
に
、
放
射
性
同
位
元
素
総
合
セ
ン
タ
ー
運
営
委

員
会
(
以
下
「
運
営
委
員
会
」
と
い
う
。
)
を
置
く
。

2

運
営
委
員
会
は
、
全
学
共
同
利
用
施
設
と
し
て
の
セ
ン
タ
ー
の

運
営
に
関
す
る
事
項
を
審
議
す
る
。

3

運
営
委
員
会
は
、
セ
ン
タ
ー
の
運
営
の
基
本
に
つ
い
て
、
放
射

性
同
位
元
素
等
管
理
委
員
会
と
協
議
す
る
と
と
も
に
、

常
に
緊
密

な
連
繋
を
と
る
も
の
と
す
る
。

第
二
粂
運
営
委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
委
員
で
組
織
す
る
。

一
セ
ン
タ
ー
の
長
(
以
下
「
セ
ン
タ
ー
長
」
と
い
う
。
)

2 

放
射
性
同
位
元
素
等
を
利
用
す
る
部
局
の
教
官
の
う
ち
か
ら

セ
ン
タ
ー
長
が
委
嘱
し
た
者
若
干
名

職
務
上
委
員
と
な
る
者
の
ほ
か
は
、
委
員
の
任
期
は
一
年
と
す

る
。
た
だ
し
、
重
任
を
妨
げ
な
い
。

セ
ン
タ
ー
長
は
、
運
営
委
員
会
を
招
集
し
て
、
議
長
と
な

664 

第
三
条

λ
v

。

2 

運
営
委
員
会
は
、
毎
月
定
例
に
開
会
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ

し
、
議
長
が
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
、
ま
た
は
委
員
か
ら
要

求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
臨
時
に
開
会
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

議
事
の
方
法
は
、
運
営
委
員
会
が
定
め
る
。

議
長
が
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
、
ま
た
は
委
員
か
ら
要
求

が
あ
っ
た
と
き
は
、
委
員
以
外
の
者
の
出
席
を
求
め
て
意
見
を
き

く
こ
と
が
で
き
る
。

3 4 2 

運
営
委
員
会
に
幹
事
を
置
き
、

か
ら
セ
ン
タ
ー
長
が
委
嘱
す
る
。

幹
事
は
、
議
長
の
指
揮
を
う
け
て
、
運
営
委
員
会
の
庶
務
を
つ

か
さ
ど
る
。

第
四
条

セ
ン
タ
ー
の
職
員
の
う
ち

附

回貝

こ
の
規
程
は
、
昭
和
四
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

2

放
射
性
同
位
元
素
総
合
研
究
室
運
営
委
員
会
規
程
(
昭
和
三
十

六
年
四
月
十
一
日
総
長
裁
定
〉
は
、
廃
止
す
る
。

1 



〔
注
〕
一
九
七
六
・
二
了
二
一
達
示
第
四
四
号
で
廃
止
。

放
射
性
同
位
元
素
総
合
セ
ン
タ
ー
規
程

[
六
]

達
示
第
四
一
号

一
九
七
六
(
昭
和
五
二
年
一
二
月
一
一
一
日

センター・施設等

京
都
大
学
放
射
性
同
位
元
素
総
合
セ
ン
タ
ー
規
程

第
一
条
こ
の
規
程
は
、
京
都
大
学
放
射
性
同
位
元
素
総
合
セ
ン
タ

l
(
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
)
の
組
織
等
に
関
し
必
要
な
事
項

を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
二
条
セ
ン
タ
ー
は
、
学
内
共
同
利
用
の
放
射
性
同
位
元
素
関
係

の
施
設
、
設
備
を
管
理
・
運
営
し
、
本
学
の
教
官
そ
の
他
の
者
の

共
用
に
供
す
る
と
と
も
に
、
放
射
性
同
位
元
素
等
取
扱
者
の
教
育
・

訓
練
そ
の
他
必
要
に
応
じ
て
放
射
性
同
位
元
素
等
の
管
理
及
ぴ
利

用
に
つ
い
て
の
助
言
等
を
行
い
、
併
せ
て
放
射
性
同
位
元
素
に
関

す
る
基
礎
的
・
応
用
的
研
究
を
行
う
。

第
三
条
セ
ン
タ
ー
に
セ
ン
タ
ー
長
を
置
く
。

セ
ン
タ
ー
長
は
、
京
都
大
学
の
専
任
の
教
授
を
も
っ
て
充
て
る
。

セ
ン
タ
ー
長
の
任
期
は
、
二
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。

セ
ン
タ
ー
長
は
、
セ
ン
タ
ー
の
所
務
を
掌
理
す
る
。

セ
ン
タ
ー
に
、
そ
の
重
要
事
項
を
審
議
す
る
た
め
、
協
議

2 3 

第 9章

4 第
四
条

員
会
を
置
く
。

2

協
議
員
会
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

第
五
条
セ
ン
タ
ー
に
、
そ
の
運
営
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
セ
ン

タ
l
長
の
諮
問
に
応
ず
る
た
め
、
運
営
委
員
会
を
置
く
。

2

運
営
委
員
会
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

第
六
条
セ
ン
タ
ー
の
事
務
組
織
に
つ
い
て
は
、
京
都
大
学
分
課
規

程
(
昭
和
四
十
八
年
達
示
第
二
十
二
号
)
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
七
条
こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
セ
ン
タ
ー
の
内
部
組

織
に
つ
い
て
は
、
セ
ン
タ
ー
長
が
定
め
る
。

t

t

 

附

円

恥

同

庁

こ
の
規
程
は
、
昭
和
五
十
一
年
十
二
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

四

放
射
性
同
位
元
素
総
合
セ
ン
タ
ー
協
議
員
会
規
程
[
六
]

達
示
第
四
二
号

一
九
七
六
(
昭
和
五
二
年
一
二
月
二
一
日

京
都
大
学
放
射
性
同
位
元
素
総
合
セ
ン
タ
ー
協
議
員
会
規
程

第
一
条
こ
の
規
程
は
、
京
都
大
学
放
射
性
同
位
元
素
総
合
セ
ン
タ

l
規
程
(
昭
和
五
十
一
年
達
示
第
四
十
一
号
)
第
四
条
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
放
射
性
同
位
元
素
総
合
セ
ン
タ
ー
(
以
下
「
セ
ン
タ

ー
」
と
い
う
。
)
の
協
議
員
会
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の

665 
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と
す
る
。

第
二
条

協
議
員
会
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
協
議
員
で
組
織
す
る
。

セ
ン
タ
ー
長

第 l編

放
射
性
同
位
元
素
等
管
理
委
員
会
の
委
員
長

前
二
号
以
外
の
京
都
大
学
の
教
授
の
う
ち
か
ら
、
協
議
員
会

の
議
を
経
て
セ
ン
タ
ー
長
の
委
嘱
し
た
者
若
干
名

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
協
議
員
会
に
、
必
要
に
応
じ
て
、

セ
ン
タ
ー
の
助
教
授
そ
の
他
の
京
都
大
学
の
助
教
授
の
う
ち
か
ら

協
議
員
会
の
議
を
経
て
セ
ン
タ
ー
長
の
命
じ
、
又
は
委
嘱
し
た
者

若
干
名
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

3

第
一
項
第
三
号
及
び
前
項
の
協
議
員
の
任
期
は
、
二
年
と
し
、

再
任
を
妨
げ
な
い
。
た
だ
し
、
補
欠
の
協
議
員
の
任
期
は
、
前
任

者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

第
三
条
セ
ン
タ
ー
長
は
、
協
議
員
会
を
招
集
し
、
議
長
と
な
る
。

2

セ
ン
タ
ー
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
セ
ン
タ
ー

長
が
指
名
し
た
協
議
員
が
前
項
の
職
務
を
代
行
す
る
。

第
四
条
協
議
員
会
は
、
協
議
員
の
過
半
数
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、

聞
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
五
条
協
議
員
会
に
関
す
る
事
務
は
、
セ
ン
タ
ー
の
事
務
室
に
お

い
て
処
理
す
る
。

第
六
条
こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
協
議
員
会
の
運
営
に

2 

関
し
必
要
な
事
項
は
、
協
議
員
会
が
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
昭
和
五
十
一
年
十
二
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

666 

改
正

昭
六
一
・
一
・
二
八
達
示
一
号

五

放
射
性
同
位
元
素
総
合
セ
ン
タ
ー
運
営
委
員
会
規
程
[
六
]

達
示
第
四
四
号

一
九
七
六
(
昭
和
五
ご
年
一
二
月
一
一
一
日

京
都
大
学
放
射
性
同
位
元
素
総
合
セ
ン
タ
ー
運
営
委
員
会
規

程

第
一
条
こ
の
規
程
は
、
京
都
大
学
放
射
性
同
位
元
素
総
合
セ
ン
タ

l
規
程
(
昭
和
五
十
二
ヰ
達
示
第
四
十
一
号
)
第
五
条
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
放
射
性
同
位
元
素
総
合
セ
ン
タ
ー
(
以
下
「
セ
ン
タ

ー
」
と
い
う
。
)
の
運
営
委
員
会
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も

の
と
す
る
。

第
二
条
運
営
委
員
会
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
委
員
で
組
織
す
る
。

一
セ
ン
タ
ー
所
属
の
教
官
の
う
ち
か
ら
セ
ン
タ
ー
長
の
命
じ
た

者

若

干

名

二
放
射
性
同
位
元
素
等
を
利
用
す
る
部
局
の
教
官
の
う
ち
か
ら



2 

セ
ン
タ
ー
長
の
委
嘱
し
た
者
若
干
名

前
項
第
二
号
の
委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な

い
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と

す
る
。

第

条

セ
ン
タ
ー
長
は
、
運
営
委
員
会
を
招
集
し
、
議
長
と
な
る
。

セ
ン
タ
ー
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
セ
ン
タ
ー

長
が
指
名
し
た
委
員
が
前
項
の
職
務
を
代
行
す
る
。

第
四
条
運
営
委
員
会
は
、
委
員
の
過
半
数
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、

聞
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
五
条
運
営
委
員
会
に
必
要
に
応
じ
て
専
門
委
員
会
を
置
く
こ
と

が
で
き
る
。

2 

センター・施設等

専
門
委
員
会
委
員
は
、
運
営
委
員
会
の
議
に
基
づ
き
セ
ン
タ
ー

長
が
委
嘱
す
る
。

第
六
条
運
営
委
員
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
委
員
以
外
の
者

の
出
席
を
求
め
て
意
見
を
き
く
こ
と
が
で
き
る
。

第
七
条
運
営
委
員
会
に
関
す
る
事
務
は
、
セ
ン
タ
ー
の
事
務
室
に

お
い
て
処
理
す
る
。

第
八
条
こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
運
営
委
員
会
の
運
営

に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
運
営
委
員
会
が
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
昭
和
五
十
一
年
十
二
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す

2 
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1 

る
2 

京
都
大
学
放
射
性
同
位
元
素
総
合
セ
ン
タ
ー
運
営
委
員
会
規
程

(
昭
和
四
十
六
年
四
月
一
日
総
長
裁
定
)
は
、
廃
止
す
る
。

~ ，、

放
射
性
同
位
元
素
総
合
セ
ン
タ
ー
利
用
規
程

[
六
]

達
示
第
一
号

一
九
七
九
(
昭
和
五
四
)
年
一
月
一
一
一
ニ
日

京
都
大
学
放
射
性
同
位
元
素
総
合
セ
ン
タ
ー
利
用
規
程

第
一
条
京
都
大
学
放
射
性
同
位
元
素
総
合
セ
ン
タ
ー
(
以
下
「
セ
ン

タ

i
」
と
い
う
。
)
の
利
用
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
程
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
る
。

第
二
条
セ
ン
タ
ー
の
利
用
の
種
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お

り
と
す
る
。

一
放
射
性
同
位
元
素
等
を
使
用
す
る
研
究
教
育
の
た
め
、
実
験

室
及
ぴ
必
要
な
機
器
等
を
利
用
す
る
も
の

二
放
射
性
同
位
元
素
等
を
使
用
す
る
研
究
教
育
の
た
め
、
特
定

の
機
器
等
を
利
用
す
る
も
の

放
射
性
同
位
元
素
等
の
保
管
の
た
め
、
貯
蔵
室
を
利
用
す
る

も
σ〉
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四

放
射
性
廃
棄
物
の
一
時
保
管
の
た
め
、
保
管
室
を
利
用
す
る
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セ
ン
タ
ー
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
施
設
・
設
備
を
利
用

に
供
す
る
ほ
か
、
放
射
性
同
位
元
素
等
の
取
扱
い
の
実
務
に
関
す

る
教
育
訓
練
そ
の
他
放
射
性
同
位
元
素
等
の
管
理
及
ぴ
利
用
に
関

す
る
指
導
助
言
等
を
行
う
e

第
三
条
前
条
第
一
項
の
利
用
を
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
京
都

大
学
欽
射
線
障
害
予
防
規
程
(
昭
和
三
十
五
年
達
一
京
第
十
四
号
。
以

下
「
障
害
予
防
規
程
」
と
い
う
。
)
第
四
条
第
三
項
又
は
第
六
項
の

規
定
に
よ
り
放
射
性
同
位
元
素
等
の
取
扱
者
と
し
て
登
録
さ
れ
た

者
と
す
る
。

2 第
四
条
セ
ン
タ
ー
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
休
館
日
を
除
き
、
毎

日
午
前
九
時
か
ら
午
後
六
時
ま
で
(
土
曜
日
に
あ
っ
て
は
、
午
後
一

時
ま
で
)
開
館
す
る
。

目
隠
日

国
民
の
祝
日
(
国
民
の
祝
日
が
日
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
、
そ

の
翌
日
)

年
末
年
始
(
十
二
月
二
十
九
日
か
ら
翌
年
一
月
三
日
ま
で
)

そ
の
他
セ

ン
タ
ー
長
が
定
め
、
あ
ら
か
じ
め
公
示
す
る
日

第
五
条
第
二
条
第

一
項
第
一
号
の
利
用
は
、
年
度
を
前
期
及
ぴ
後

期
の
二
期
に
区
分
し
て
、
各
期
ご
と
に
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。

第
六
条
第
二
条
第
-
項
の
利
用
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
所
定
の

四

申
込
期
間
内
に
所
定
の
申
込
書
を
申
込
者
の
所
属
部
局
の
放
射
線

取
扱
主
任
者
を
経
て
セ

ン
タ
ー
長
に
提
出
し
、
そ
の
承
認
を
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

前
項
の
利
用
の
承
認
、
不
承
認
の
結
果
は
、
申
込
者
の
所
属
部

局
の
放
射
線
取
扱
主
任
者
を
経
て
申
込
者
に
通
知
す
る
。

3

第
二
条
第
二
項
の
教
育
訓
練
又
は
指
導
助
言
等
を
受
け
る
た
め

の
手
続
等
は
、
セ
ン
タ
ー
長
が
別
に
定
め
る
。

第
七
条
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
セ
ン
タ
ー
の
利
用
を
承
認
さ

れ
た
者
(
以
下
「
利
用
者
」
と
い
う
。
)
は
、
そ
の
承
認
を
受
け
た
日

時
、
場
所
及
ぴ
方
法
に
従
っ
て
セ

ン
タ
ー
を
利
用
す
る
も
の
と
す

?
Q

。
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第
八
条
利
用
者
は
、
セ
ン
タ
ー
が
放
射
線
障
害
の
防
止
の
た
め
に

設
定
す
る
管
理
区
域
に
立
ち
入
る
場
合
に
は
、
障
害
予
防
規
程
を

遵
守
す
る
ほ
か
、
セ
ン
タ
ー
の
放
射
線
取
扱
主
任
者
そ
の
他
関
係

職
員
の
指
示
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
条
利
用
者
は
、
実
験
室
等
の
汚
染
を
生
ぜ
し
め
た
場
合
に
は
、

直
ち
に
セ

ン
タ
ー
の
放
射
線
取
扱
主
任
者
そ
の
他
関
係
職
員
に
連

絡
し
、
そ
の
指
示
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
条
第
二
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
の
利
用
に
係
る
利
用

者
は
、
そ
の
利
用
に
よ
り
行

っ
た
研
究
の
成
果
を
論
文
等
に
よ
り

公
表
す
る
と
き
は
、
当
該
論
文
等
に
セ
ン
タ
ー
を
利
用
し
た
旨
を
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明
記
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
一
条
利
用
者
が
こ
の
規
程
又
は
こ
の
規
程
に
基
づ
く
定
め
に

違
反
し
た
と
き
、
そ
の
他
セ
ン
タ
ー
の
運
営
に
重
大
な
支
障
を
生

ぜ
し
め
た
と
き
は
、
セ
ン
タ
ー
長
は
、
そ
の
者
に
係
る
セ
ン
タ
ー

の
利
用
の
承
認
を
取
り
消
し
、
又
は
セ
ン
タ
ー
の
利
用
を
一
定
期

間
停
止
す
る
こ
と
が
あ
る
。

第
十
二
条
こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
セ
ン
タ
ー
の
利
用

に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
セ
ン
タ
ー
長
が
別
に
定
め
る
。

附

則

1

こ
の
規
程
は
、
昭
和
五
十
四
年
一
月
二
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

2

京
都
大
学
放
射
性
同
位
元
素
総
合
セ
ン
タ
ー
使
用
規
程
(
昭
和
四

十
六
年
四
月
一
日
総
長
裁
定
。
以
下
「
旧
規
程
」
と
い
う
。
)
は
、

廃
止
す
る
。

3

こ
の
規
程
施
行
の
際
現
に
旧
規
程
の
規
定
に
よ
る
セ
ン
タ
ー
使

用
の
承
認
を
受
け
て
い
る
者
は
、
こ
の
規
程
第
六
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
セ
ン
タ
ー
利
用
の
承
認
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

改
正

昭
六
一
・
三
了
九
達
示
二
九
号
、
平
元
・
六
・
二
七
達
示
一
八
号
、

平
五
・
二
・
二
三
達
一
不
一
二
号
、
平
九
・
六
・
二
四
達
示
四
四
号

第 9章

五

体
育
指
導
セ
ン
タ
ー

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
一
部
改
正
〔
抄
〕
〔
体
育
指
導
セ
ン

タ
ー
設
置
〕

[

一

]

文
部
省
令
第
一
九
号

一
九
七
一
一
(
昭
和
四
七
)
年
五
月
一
日

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
(
昭
和
三
十
九
年
文
部
省
令
第
十
一

号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

〔
中
略
〕

第
二
十
九
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(
体
育
指
導
セ
ン
タ
ー
及
び
そ
の
所
長
)

第
二
十
九
条
の
三
次
に
掲
げ
る
国
立
大
学
に
、
学
生
の
体
育
指
導

に
関
す
る
専
門
的
業
務
を
行
な
う
厚
生
補
導
の
た
め
の
施
設
と
し

て
、
体
育
指
導
セ
ン
タ
ー
を
置
く
。

北
海
道
大
学

京
都
大
学

2

体
育
指
導
セ
ン
タ
ー
に
所
長
を
置
き
、
そ
の
大
学
の
教
授
又
は

助
教
授
を
も
っ
て
充
て
る
。

669 
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〔
中
略
〕

附

則

」
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〔
以
下
略
〕

l 

第 1編

体
育
指
導
セ
ン
タ
ー
規
程

[
六
]

達
示
第
一
八
号

一
九
七
二
(
昭
和
四
七
)
年
五
月
一
一
一
二
日

京
都
大
学
体
育
指
導
セ
ン
タ
ー
規
程

第
一
条
こ
の
規
程
は
、
京
都
大
学
体
育
指
導
セ

ン
タ
ー
(
以
下
「
体

育
指
導
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
)
の
組
織
お
よ
び
運
営
に
関
し
必
要

な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
二
条
体
育
指
導
セ
ン
タ
ー
は
、
学
生
の
体
育
活
動
の
指
導
・
助

言
そ
の
他
学
生
の
体
育
指
導
に
関
す
る
専
門
的
業
務
を
行
な
う
。

第
三
条
体
育
指
導
セ
ン
タ
ー
の
所
長
は
、
京
都
大
学
専
任
の
教
授

ま
た
は
助
教
授
を
も
っ
て
あ
て
る
。

2

体
育
指
導
セ
ン
タ
ー
の
所
長
は
、
同
セ
ン
タ
ー
の
業
務
を
掌
理

す
る
。

第
四
条
体
育
指
導
セ
ン
タ
ー
の
重
要
事
項
を
審
議
す
る
た
め
、
体

育
指
導
セ
ン
タ
ー
に
、
管
理
運
営
委
員
会
(
以
下
「
委
員
会
」
と
い

ぅ
。
)
を
置
く
。

2

委
員
会
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
委
員
で
組
織
す
る
。

一
教
養
部
の
保
健
体
育
科
目
を
担
当
す
る
教
授
ま
た
は
助
教
授

若
干
名

二

学

生

部

委

員

会

の

委

員

若

干

名

三

学
生
部
長

四
保
健
管
理
セ
ン
タ
ー
の
所
長

五
体
育
指
導
セ
ン
タ
ー
の
所
長

3

前
項
第
一
号
お
よ
び
第
二
号
の
委
員
は
、
総
長
が
委
嘱
す
る
も

の
と
し
、
そ
の
任
期
は
、
一
年
と
す
る
。

第
五
条
委
員
会
に
、
委
員
長
お
よ
び
副
委
員
長
を
置
く
。

2

委
員
長
お
よ
び
副
委
員
長
は
、
委
員
の
互
選
に
よ
っ
て
定
め
、

そ
れ
ぞ
れ
の
任
期
は
、
一
年
と
す
る
。

第
六
条
委
員
会
の
事
務
は
、
学
生
部
に
お
い
て
処
理
す
る
。

第
七
条
こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
体
育
指
導
セ
ン
タ
ー

の
内
部
組
織
そ
の
他
運
営
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
同
セ
ン
タ

ー
の
所
長
が
定
め
る
。
た
だ
し
、
委
員
会
に
関
す
る
事
項
に
つ
い

て
は
、
委
員
会
が
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
昭
和
四
十
七
年
五
月
二
十
三
日
か
ら
施
行
し
、
昭

和
四
十
七
年
五
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
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改
正

昭
四
九
・
七
・
九
達
示
二
六
号
、
昭
五
一
・
七
・
六
達
示
三
四
号
、
昭

五
三
・
一

0
・
三
一
達
示
四
回
号
、
平
五
・
一
二
・
九
達
示
二

O
号

ー.L...

/、

放
射
線
生
物
研
究
セ
ン
タ
ー

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
一
部
改
正
〔
抄
〕
〔
放
射
線
生
物
研

究

セ

ン

タ

ー

設

置

〕

[

一

]

文
部
省
令
第
一
八
号

一
九
七
六
(
昭
和
五
二
年
五
月
一

O
日

センター・施設等

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
(
昭
和
三
十
九
年
文
部
省
令
第
十

一

号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

〔
中
略
〕

第
二
十
条
の
五
を
第
二
十
条
の
六
と
し
、
第
二
十
条
の
四
を
第
二

十
条
の
五
と
し
、
第
二
十
条
の
三
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(
放
射
線
生
物
研
究
セ
ン
タ
ー
及
び
そ
の
長
)

第
二
十
条
の
四
京
都
大
学
に
、
放
射
線
が
生
物
に
及
ぼ
す
影
響
に

関
す
る
基
礎
的
研
究
を
行
い
、
か
っ
、
国
立
大
学
の
教
員
そ
の
他

の
者
で
、
こ
の
分
野
の
研
究
に
従
事
す
る
も
の
に
利
用
さ
せ
る
た

め
の
全
国
共
同
利
用
施
設
と
し
て
、
放
射
線
生
物
研
究
セ
ン
タ
ー

第 9章

2 
や
』
甲
直
ノ
、
。

前
項
の
施
設
に
長
を
置
き
、

'
G
。

そ
の
大
学
の
教
授
を
も
っ
て
充
て

1 

〔
中
略
〕

附

則

」
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〔
以
下
略
〕

放
射
線
生
物
研
究
セ
ン
タ
ー
規
程

[
六
]

達
示
第
一
七
号

一
九
七
六
(
昭
和
五
こ
年
五
月
一
一
日

京
都
大
学
放
射
線
生
物
研
究
セ
ン
タ
ー
規
程

第
一
条
こ
の
規
程
は
、
京
都
大
学
放
射
線
生
物
研
究
セ
ン
タ
ー
(
以

下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
)
の
組
織
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定

め
る
も
の
と
す
る
。

第
二
条
セ
ン
タ
ー
は
、
放
射
線
の
生
物
へ
の
影
響
に
関
す
る
基
礎

的
研
究
を
行
う
と
と
も
に
、
全
国
の
大
学
そ
の
他
の
研
究
機
関
の

研
究
者
の
共
同
利
用
に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
三
条
セ
ン
タ
ー
に
、
セ
ン
タ
ー
長
を
置
く
。

セ
ン
タ
ー
長
は
、
京
都
大
学
の
専
任
の
教
授
を
も
っ
て
充
て
る
。

671 
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法令・規則

セ
ン
タ
ー
長
の
任
期
は
、
二
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。

セ
ン
タ
ー
長
は
、
セ

ン
タ
ー
の
所
務
を
掌
理
す
る
。

第
四
条
セ
ン
タ
ー
に
、
次
の
研
究
部
門
を
置
く
。

放
射
線
シ
ス
テ
ム
生
物
学
研
究
部
門

2

研
究
部
門
は
、
専
任
又
は
併
任
の
教
授
が
担
当
す
る
も
の
と
す

'hv

。

3 4 

第 l編

第
五
条

セ
ン
タ
ー
に
、
セ

ン
タ
ー
に
関
す
る
重
要
事
項
を
審
議
す

る
た
め
、
協
議
員
会
を
置
く
。

2

協
議
員
会
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

第
六
条
セ
ン
タ
ー
に
、
セ
ン
タ
ー
の
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項
に

つ
い
て
セ

ン
タ
ー
長
の
諮
問
に
応
ず
る
た
め
、
運
営
委
員
会
を
置

J
ζ

、。
運
営
委
員
会
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

第
七
条
セ
ン
タ
ー
の
事
務
組
織
に
つ
い
て
は
、
京
都
大
学
分
譲
規

程
(
昭
和
四
十
八
年
達
示
第
二
十
二
号
)
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
八
条
こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
セ
ン
タ
ー
の
内
部
組

織
に
つ
い
て
は
、
セ
ン
タ
ー
長
が
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
昭
和
五
十
一
年
五
月
十
一
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和

五
十
一
年
五
月
十
日
か
ら
適
用
す
る
。

2 

改
正

昭
五
二
・
四
・
一
九
達
一
不
二
四
号
、
昭
五
三
・
四
・
一
八
達
示
二
七
号
、

昭
五
八
・
四
・
一
九
達
一
万
九
号
、
昭
六
二
・
七
・
七
達
示
一
七
号

672 

放
射
線
生
物
研
究
セ
ン
タ
ー
協
議
員
会
規
程

{六
]

達
示
第
一
八
号

一
九
七
六
(
昭
和
五
二
年
五
月
一
日

京
都
大
学
放
射
線
生
物
研
究
セ
ン
タ
ー
協
議
員
会
規
程

第
一
条
こ
の
規
程
は
、
放
射
線
生
物
研
究
セ

ン
タ
ー
規
程
(
昭
和
五

十
一
年
達
示
第
十
七
号
)
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
放
射

線
生
物
研
究
セ

ン
タ
ー
(
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
)
の
協
議
員

会
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
二
粂
協
議
員
会
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
協
議
員
で
組
織
す
る
。

一
セ
ン
タ
ー
長

二

セ

ン
タ
ー
所
属
の
教
授
及
ぴ
助
教
授

三
前
号
以
外
の
京
都
大
学
の
教
授
又
は
助
教
授
の
う
ち
か
ら
セ

ン
タ

l
長
の
委
嘱
し
た
者
若
干
名

2

前
項
第
三
号
の
協
議
員
の
任
期
は
、
二
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ

な
い
。
た
だ
し
、
補
欠
の
協
議
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期

間
と
す
る
。

第
三
条

セ
ン
タ
ー
長
は
、
協
議
員
会
を
招
集
し
、
議
長
と
な
る
。



センター・施設等

セ
ン
タ
ー
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
セ
ン
タ
ー

長
が
指
名
し
た
協
議
員
が
前
項
の
職
務
を
代
行
す
る
。

第
四
条
協
議
員
会
は
、
協
議
員
の
半
数
以
上
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、

開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
五
条
協
議
員
会
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、
協
議
員
会
に
幹
事

を
置
き
、
事
務
官
を
充
て
る
。

第
六
条
こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
協
議
員
会
の
運
営
に

関
し
必
要
な
事
項
は
、
協
議
員
会
が
定
め
る
。

附

則

1

こ
の
規
程
は
、
昭
和
五
十
一
年
五
月
十
一
日
か
ら
施
行
し
、
昭

和
五
十
一
年
五
月
十
日
か
ら
適
用
す
る
。

2

ミ
の
規
程
の
施
行
後
最
初
に
委
嘱
さ
れ
る
第
二
条
第
一
項
第
三

口
す
の
協
議
員
の
任
期
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

セ
ン
タ
ー
長
の
指
名
す
る
半
数
の
者
に
つ
い
て
は
一
年
と
し
、
他

の
半
数
の
者
に
つ
い
て
は
二
年
と
す
る
。

2 四

放
射
線
生
物
研
究
セ
ン
タ
ー
運
営
委
員
会
規
程
[
六
]

達
示
第
一
九
号

一
九
七
六
(
昭
和
五
二
年
五
月
一
一
日

第 9章

京
都
大
学
放
射
線
生
物
研
究
セ
ン
タ
ー
運
営
委
員
会
規
程

第
一
条
、
』
の
規
程
は
、
京
都
大
学
放
射
線
生
物
研
究
セ
ン
タ
ー
規

程
(
昭
和
五
十
二
ヰ
達
示
第
十
七
号
)
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
放
射
線
生
物
研
究
セ
ン
タ
ー
(
以
下
「
セ

ン
タ
ー
」
と
い
う
J

の
運
営
委
員
会
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
二
条
運
営
委
員
会
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
委
員
で
組
織
す
る
。

セ
ン
タ
ー
所
属
の
教
官
の
う
ち
か
ら
総
長
の
命
じ
た
者

若

干
名

二
前
号
以
外
の
京
都
大
学
の
専
任
の
教
官
の
う
ち
か
ら
総
長
の

命
じ
た
者
若
干
名

三
学
外
の
学
識
経
験
者
の
う
ち
か
ら
総
長
の
委
嘱
し
た
者
若

干
名

2

前
項
第
二
号
及
び
第
三
号
の
委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
し
、
再

任
を
妨
げ
な
い
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の

残
任
期
間
と
す
る
。

第
三
条

セ
ン
タ
ー
長
は
、
運
営
委
員
会
を
招
集
し
、
議
長
と
な
る
。

セ
ン
タ
ー
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
セ
ン
タ
ー

長
が
指
名
し
た
委
員
が
前
項
の
職
務
を
代
行
す
る
。

第
四
条
運
営
委
員
会
は
、
委
員
の
半
数
以
上
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、

開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
五
条
運
営
委
員
会
に
必
要
に
応
じ
て
専
門
委
員
会
を
置
く
こ
と

が
で
き
る
。

2 
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法令・規則

専
門
委
員
会
委
員
は
、
運
営
委
員
会
の
議
に
基
づ
き
セ
ン
タ
ー

長
が
委
嘱
す
る
。

第
六
条
運
営
委
員
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
委
員
以
外
の
者

の
出
席
を
求
め
て
意
見
を
き
く
こ
と
が
で
き
る
。

第
七
条
運
営
委
員
会
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、
運
営
委
員
会
に

幹
事
を
置
き
、
事
務
官
を
充
て
る
。

第
八
条
こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
運
営
委
員
会
の
運
営

に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
運
営
委
員
会
が
定
め
る
。

け
る
ほ
-
e
J
U
H
-
-

阪

即

日

目

見

1

こ
の
規
程
は
、
昭
和
五
十
一
年
五
月
十
一
日
か
ら
施
行
し
、
昭

和
五
十
一
年
五
月
十
日
か
ら
適
用
す
る
。

2

こ
の
規
程
の
施
行
後
最
初
に
命
ぜ
ら
れ
、
又
は
委
嘱
さ
れ
る
第

二
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
の
委
員
の
任
期
は
、
同
条
第
二

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
、
総
長
の
指
名
す
る
半
数

の
者
に
つ
い
て
は
一
年
と
し
、
他
の
半
数
の
者
に
つ
い
て
は
二
年

と
す
る
。

2 

第 1編

674 

七

環
境
保
全
セ
ン
タ
ー

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
一
部
改
正
〔
抄
〕
〔
環
境
保
全
セ
ン

タ

ー

設

置

〕

[

一

]

文
部
省
令
第
一
一
号

一
九
七
七
(
昭
和
五
二
)
年
四
月
一
八
日

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
(
昭
和
三
十
九
年
文
部
省
令
第
十
一

号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

〔
中
略
〕

〔

7

7
〕

別
表
第
七
の
二
〔
中
略
〕
京
都
大
学
の
項
中
「
放
射
線
同
位
元
素

総
合
セ
ン
タ
ー
」
の
下
に
「
、
環
境
保
全
セ
ン
タ
ー
」
を
加
え
〔
る
〕
。

〔
中
略
〕

院

内

町

即

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〔
以
下
略
〕

1 



環
境
保
全
セ
ン
タ
ー
規
程

[
六
}

達
示
第
二

O
号

一
九
七
七
{
昭
和
五
二
)
年
四
月
一
九
日

センター・施設等

京
都
大
学
環
境
保
全
セ
ン
タ
ー
規
程

第
一
条
こ
の
規
程
は
、
京
都
大
学
環
境
保
全
セ
ン
タ
ー
(
以
下
「
セ

ン
タ

l
」
と
い
う
。
)
の
組
織
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も

の
と
す
る
。

第
二
条
セ
ン
タ
ー
は
、
京
都
大
学
に
お
け
る
教
育
研
究
等
の
活
動

に
伴
い
発
生
す
る
廃
棄
物
の
適
正
処
理
な
ど
に
よ
り
環
境
保
全
を

は
か
る
と
と
も
に
、
廃
棄
物
処
理
等
に
関
す
る
研
究
を
行
い
、
及

ぴ
本
学
に
お
け
る
環
境
保
全
に
関
す
る
基
礎
教
育
に
協
力
す
る
。

第
三
条
セ
ン
タ
ー
に
、
セ
ン
タ
ー
長
を
置
く
。

2

セ
ン
タ
ー
長
は
、
京
都
大
学
の
専
任
の
教
授
を
も
っ
て
充
て
る
。

3

セ
ン
タ
ー
長
の
任
期
は
、
二
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。

4

セ
ン
タ
ー
長
は
、
セ
ン
タ
ー
の
所
務
を
掌
理
す
る
。

第
四
条
セ
ン
タ
ー
に
、
そ
の
重
要
事
項
を
審
議
す
る
た
め
、
協
議

員
会
を
置
く
。

2

協
議
員
会
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

第

五

条

セ

ン
タ
ー
に
、
そ
の
施
設
の
利
用
に
関
し
利
用
部
局
聞
の

連
絡
調
整
を
は
か
る
た
め
、
運
営
委
員
会
を
置
く
。

運
営
委
員
会
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

第 9:'!普

2 

第
六
条
セ
ン
タ
ー
に
、
技
術
上
の
問
題
に
つ
い
て
専
門
的
意
見
を

き
く
た
め
、
専
門
委
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

2

専
門
委
員
は
、
専
門
の
学
識
経
験
を
有
す
る
京
都
大
学
の
教
官

の
う
ち
か
ら
、
セ
ン
タ
ー
長
が
委
嘱
す
る
。

第
七
条
セ
ン
タ
ー
の
事
務
組
織
に
つ
い
て
は
、
京
都
大
学
分
譲
規

程
(
昭
和
四
十
八
年
達
示
第
二
十
二
号
)
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
八
条
こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
セ
ン
タ
ー
の
内
部
組

織
に
つ
い
て
は
、
セ
ン
タ
ー
長
が
定
め
る
。

叫

内

自

民

こ
の
規
程
は
、
昭
和
五
十
二
年
四
月
十
九
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和

五
十
二
年
四
月
十
八
日
か
ら
適
用
す
る
。

環
境
保
全
セ
ン
タ
ー
協
議
員
会
規
程

[六
]

達
示
第
二
一
号

一
九
七
七
(
昭
和
五
二
)
年
四
月
一
九
日

京
都
大
学
環
境
保
全
セ
ン
タ
ー
協
議
員
会
規
程

第
一
条
こ
の
規
程
は
、
京
都
大
学
環
境
保
全
セ
ン
タ
ー
規
程
(
昭
和

五
十
二
年
達
一京
第
二
十
号
)
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
京

都
大
学
環
境
保
全
セ
ン
タ
ー
(
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
}
の
協

議
員
会
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
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第

条

協
議
員
会
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
協
議
員
で
組
織
す
る
。

セ
ン
タ
ー
長

法令・規則

二
廃
棄
物
処
理
等
専
門
委
員
会
の
委
員
長

三
前
二
号
以
外
の
京
都
大
学
教
授
の
う
ち
か
ら
、
協
議
員
会
の

議
を
経
て
セ
ン
タ
ー
長
の
委
嘱
し
た
者
若
干
名

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
協
議
員
会
に
、
必
要
に
応
じ
て
、

協
議
員
会
の
議
を
経
て
セ
ン
タ
ー
の
助
教
授
を
加
え
る
こ
と
が
で

当
C
?
Q

。

第 l編

2 

第
一
項
第
三
号
の
協
議
員
の
任
期
は
、
別
段
の
事
情
が
あ
る
場

合
を
除
く
ほ
か
、
二
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。
た
だ
し
、
補

欠
の
協
議
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

第一
二
粂

セ
ン
タ
ー
長
は
、
協
議
員
会
を
招
集
し
、
議
長
と
な
る
。

2

セ
ン
タ
ー
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
セ
ン
タ
ー

長
の
指
名
す
る
協
議
員
が
前
項
の
職
務
を
代
行
す
る
。

第
四
条
協
議
員
会
は
、
協
議
員
の
過
半
数
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、

聞
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

2

協
議
員
会
の
議
事
は
、
出
席
協
議
員
の
過
半
数
で
決
す
る
。

3

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
協
議
員
会
の
指
定
す
る
重
要

事
項
に
つ
い
て
は
、
協
議
員
の
三
分
の
二
以
上
が
出
席
す
る
協
議

員
会
に
お
い
て
、
出
席
協
議
員
の
四
分
の
三
以
上
の
多
数
で
決
す

zv
。

3 

第
五
条
協
議
員
会
に
関
す
る
事
務
は
、
セ
ン
タ
ー
の
事
務
室
に
お

い
て
処
理
す
る
。

第
六
条
こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
協
議
員
会
の
運
営
に

関
し
必
要
な
事
項
は
、
協
議
員
会
が
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
昭
和
五
十
二
年
四
月
十
九
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和

五
十
二
年
四
月
十
八
日
か
ら
適
用
す
る
。

676 

改
正

昭
五
二
・
四
・
二
六
達
一
不
二
九
号
、
昭
六
0
・一

0
・
八
達
一
不
一
九
号

四

環
境
保
全
セ
ン
タ
ー
運
営
委
員
会
規
程

{六
]

達
示
第
二
二
号

一
九
七
七
(
昭
和
五
二
)
年
四
月
一
九
日

京
都
大
学
環
境
保
全
セ
ン
タ
ー
運
営
委
員
会
規
程

第
一
条
こ
の
規
程
は
、
京
都
大
学
環
境
保
全
セ
ン
タ
ー
規
程
(
昭
和

五
十
二
年
達
示
第
二
十
号
)
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
京

都
大
学
環
境
保
全
セ
ン
タ
ー
(
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
)
の
運

営
委
員
会
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
二
条
運
営
委
員
会
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
委
員
で
組
織
す
る
。

一
セ
ン
タ
ー
所
属
の
教
官
の
う
ち
か
ら
セ
ン
タ
ー
長
の
命
じ
た



2 

者

若

干

名

二
利
用
部
局
か
ら
の
推
薦
を
受
け
て
セ
ン
タ
ー
長
の
委
嘱
し
た

教

官

若

干

名

前
項
第
二
回
す
の
委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な

い
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と

す
'
'hv

。

センター・施設等

セ
ン
タ
ー
長
は
、
運
営
委
員
会
を
招
集
し
、
議
長
と
な
る
。

セ
ン
タ
ー
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
セ
ン
タ
ー

長
の
指
名
す
る
委
員
が
、
前
項
の
職
務
を
代
行
す
る
。

第
四
条
運
営
委
員
会
は
、
委
員
の
過
半
数
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、

開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
五
粂
運
営
委
員
会
に
関
す
る
事
務
は
、
セ
ン
タ
ー
の
事
務
室
に

お
い
て
処
理
す
る
。

第
六
条
こ
の
規
定
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
運
営
委
員
会
の
運
営

に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
運
営
委
員
会
が
定
め
る
。

第

条

2 

附

ロ
回
《

こ
の
規
程
は
、
昭
和
五
十
二
年
四
月
十
九
日
か
ら
施
行
し
、

五
十
二
年
四
月
十
八
日
か
ら
適
用
す
る
。

昭
和

第 9~聖

八

超
高
層
電
波
研
究
セ
ン
タ
ー

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
一
部
改
正
〔
抄
〕
〔
超
高
層
電
波
研

究

セ

ン

タ

ー

設

置

〕

[

一

]

文
部
省
令
第
二
ハ
号

一
九
八
一
(
昭
和
五
六
)
年
四
月
一
日

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
(
昭
和
三
十
九
年
文
部
省
令
第
十
一

号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

{
中
略
〕

第
二
十
条
の
六
を
第
二
十
条
の
四
の
五
と
し
、
第
二
十
条
の
五
を

第
二
十
条
の
四
の
四
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(
超
高
層
電
波
研
究
セ
ン
タ
ー
及
び
そ
の
長
)

第
二
十
条
の
四
の
三
京
都
大
学
に
、
超
高
層
及
ぴ
中
層
大
気
に
関

す
る
電
波
観
測
並
ぴ
に
こ
れ
に
関
連
す
る
研
究
を
行
い
、
か
っ
、

国
立
大
学
の
教
員
そ
の
他
の
者
で
、
こ
の
分
野
の
研
究
に
従
事
す

る
も
の
に
利
用
さ
せ
る
た
め
の
全
国
共
同
利
用
施
設
と
し
て
、
超

高
層
電
波
研
究
セ

ン
タ
ー
を
置
く。

前
項
の
施
設
に
長
を
置
き
、
そ
の
大
学
の
教
授
を
も
っ
て
充
て

677 

2 



る

法令・規則

〔
中
略
〕

附〔の
以省
下令則
略は

A 
品」、

布
σ〉
日
か
ら
施
行
す
る

第 l編

超
高
層
電
波
研
究
セ
ン
タ
ー
規
程

[
+
ハ
]

達
示
第
九
号

一
九
八
一
(
昭
和
五
六
)
年
四
月
二
一
日

京
都
大
学
超
高
層
電
波
研
究
セ
ン
タ
ー
規
程

第
一
条
こ
の
規
程
は
、
京
都
大
学
超
高
層
電
波
研
究
セ
ン
タ
ー
(
以

下
「
セ

ン
タ
ー
」
と
い
う
。
)
の
組
織
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定

め
る
も
の
と
す
る
。

第
二
条
セ
ン
タ
ー
は
、
超
高
層
及
び
中
層
大
気
に
関
す
る
電
波
観

測
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
研
究
を
行
う
と
と
も
に
、
全
国
の
大
学

そ
の
他
の
研
究
機
関
の
研
究
者
の
共
同
利
用
に
供
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。

第
三
条
セ
ン
タ
ー
に
、
セ
ン
タ
ー
長
を
置
く
。

セ
ン
タ
ー
長
は
、
京
都
大
学
の
専
任
の
教
授
を
も
っ
て
充
て
る
。

セ
ン
タ
ー
長
の
任
期
は
、
二
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。

2 3 

4 

セ
ン
タ
ー
の
所
務
を
掌
理
す
る
。

セ
ン
タ
ー
に
、
次
の
研
究
部
門
を
置
く
。

超
高
層
物
理
学
研
究
部
門

超
高
層
電
波
工
学
研
究
部
門

研
究
部
門
は
、
専
任
又
は
併
任
の
教
授
が
担
当
す
る
も
の
と
す

ヲ
令
。

678 

セ
ン
タ
ー
長
は
、

第
四
条

2 第
五
条
セ
ン
タ
ー
に
、
そ
の
重
要
事
項
を
審
議
す
る
た
め
、
協
議

員
会
を
置
く
。

2

協
議
員
会
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

第
六
条
セ
ン
タ
ー
に
、
そ
の
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て

セ
ン
タ
ー
長
の
誇
問
に
応
ず
る
た
め
、
運
営
委
員
会
を
置
く
。

2

運
営
委
員
会
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

第
七
条
セ
ン
タ
ー
の
事
務
組
織
に
つ
い
て
は
、
京
都
大
学
分
課
規

程
(
昭
和
四
十
八
年
達
示
第
二
十
二
号
)
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
八
条
こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
セ
ン
タ
ー
の
内
部
組

織
に
つ
い
て
は
、
セ
ン
タ
ー
長
が
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
昭
和
五
十
六
年
四
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
し
、
昭

和
五
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

改
正

昭
六

0
・
四

・
二
三
達
示
三
号‘

昭
六
一
・
五
・
二
O
逮
示
一
三
号
、

平
六
・
九
・
一
三
達
示
二
三
号



超
高
層
電
波
研
究
セ
ン
タ
ー
協
議
員
会
規
程

[六
]

達
示
第
一

O
号

一
九
八
一
(
昭
和
五
六
)
年
四
月
一
一
一
日

センター・施設等

京
都
大
学
超
高
層
電
波
研
究
セ
ン
タ
ー
協
議
員
会
規
程

第
一
条
こ
の
規
程
は
、
京
都
大
学
超
高
層
電
波
研
究
セ
ン
タ
ー
規

程
(
昭
和
五
十
六
年
達
示
第
九
号
)
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
超
高
層
電
波
研
究
セ

ン
タ
ー
(
以
下
「
セ

ン
タ
ー
」
と
い
う
。
)

の
協
議
員
会
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
二
条
協
議
員
会
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
協
議
員
で
組
織
す
る
。

一
セ
ン
タ
ー
長

二

セ

ン
タ
ー
所
属
の
教
授

三
前
二
号
以
外
の
京
都
大
学
教
授
の
う
ち
か
ら
、
協
議
員
会
の

議
を
経
て
セ
ン
タ
ー
長
の
委
嘱
し
た
者
若
干
名

2

前
項
第
三
号
の
協
議
員
の
任
期
は
、
別
段
の
事
情
が
あ
る
場
合

を
除
く
ほ
か
、
二
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。
た
だ
し
、
補
欠

の
協
議
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

第
三
条

セ
ン
タ
ー
長
は
、
協
議
員
会
を
招
集
し
、
議
長
と
な
る
。

{

7

?
〕

2

セ
ー
タ
ー
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
セ

ン
タ
ー

長
が
指
名
し
た
協
議
員
が
前
項
の
職
務
を
代
行
す
る
。

第
四
条
協
議
員
会
は
、
協
議
員
の
過
半
数
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、

聞
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

第 9章

2 

協
議
員
会
の
議
事
は
、
出
席
協
議
員
の
過
半
数
で
決
す
る
。

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
協
議
員
会
の
指
定
す
る
重
要

事
項
に
つ
い
て
は
、
協
議
員
の
三
分
の
二
以
上
が
出
席
す
る
協
議

員
会
に
お
い
て
、
出
席
協
議
員
の
四
分
の
三
以
上
の
多
数
で
決
す

?@。

3 

協
議
員
会
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、
協
議
員
会
に
幹
事

を
置
き
、
事
務
官
を
充
て
る
。

第
六
条
こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
協
議
員
会
の
運
営
に

関
し
必
要
な
事
項
は
、
協
議
員
会
が
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
昭
和
五
十
六
年
四
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
し
、
昭

和
五
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

第
五
条

四

超

高

層

電

波

研

究

セ

ン

タ

ー

運

営

委

員

会

規

程

宍

]

達
示
第
二
号

一
九
八
一
(
昭
和
五
六
)
年
四
月
一
一
一
日

京
都
大
学
超
高
層
電
波
研
究
セ

ン
タ
ー
運
営
委
員
会
規
程

第
一
条
こ
の
規
程
は
、
京
都
大
学
超
高
層
電
波
研
究
セ
ン
タ
ー
規

程
(
昭
和
五
十
六
年
達
示
第
九
号
)
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
超
高
層
電
波
研
究
セ

ン
タ
ー
(
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。)
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法令・規則

の
運
営
委
員
会
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
二
条
運
営
委
員
会
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
委
員
で
組
織
す
る
。

一
セ
ン
タ
ー
所
属
の
教
授
及
び
助
教
授
の
う
ち
か
ら
総
長
の
命

じ
た
者
若
干
名

二
前
号
以
外
の
京
都
大
学
の
専
任
の
教
授
及
び
助
教
授
の
う
ち

か
ら
総
長
の
命
じ
た
者
若
干
名

三
学
外
の
学
識
経
験
者
の
う
ち
か
ら
総
長
の
委
嘱
し
た
者

若

干
名

2

委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。
た
だ
し
、

補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

第
三
条
セ
ン
タ
ー
長
は
、
運
営
委
員
会
を
招
集
し
、
議
長
と
な
る
。

2

セ
ン
タ
ー
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
セ
ン
タ
ー

長
が
指
名
し
た
委
員
が
前
項
の
職
務
を
代
行
す
る
。

第
四
条
運
営
委
員
会
は
、
委
員
の
過
半
数
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、

開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
五
条
運
営
委
員
会
に
必
要
に
応
じ
て
専
門
委
員
会
を
置
く
こ
と

が
で
き
る
。

2

専
門
委
員
会
委
員
は
、
運
営
委
員
会
の
議
に
基
づ
き
セ
ン
タ
ー

長
が
委
嘱
す
る
。

第
六
条
運
営
委
員
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
委
員
以
外
の
者

の
出
席
を
求
め
て
意
見
を
き
く
こ
と
が
で
き
る
。

第 1編

第
七
条
運
営
委
員
会
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、
運
営
委
員
会
に

幹
事
を
置
き
、
事
務
官
を
充
て
る
。

第
八
条
こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
運
営
委
員
会
の
運
営

に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
運
営
委
員
会
が
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
昭
和
五
十
六
年
四
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
し
、
昭

和
五
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
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九

遺
伝
子
実
験
施
設

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
一
部
改
正
〔
抄
〕
(
遺
伝
子
実
験
施

設

設

置

〕

{

一

]

文
部
省
令
第
一
四
号

一
九
八
八
(
昭
和
六
三
)
年
四
月
八
日

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
(
昭
和
三
十
九
年
文
部
省
令
第
十
一

号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

〔
中
略
〕

別
表
第
七
の
二
〔
中
略
〕
京
都
大
学
の
項
中
「
ア
フ
リ
カ
地
域
研

究
セ

ン
タ
ー
」
の
下
に
「
、
遺
伝
子
実
験
勉
設
」
を
加
え
〔
る
〕
。



1 

〔の附〔
以省中
下令則略
略は 〕

.T，I. ... 、
布
の
日
か
ら
施
行

す
る

遺
伝
子
実
験
施
設
規
程

[六
]

達
示
第
六
号

一
九
八
八
(
昭
和
六
三
)
年
四
月
一
九
日

京
都
大
学
遺
伝
子
実
験
施
設
規
程

第
一
条
こ
の
規
程
は
、
京
都
大
学
遺
伝
子
実
験
施
設
(
以
下
「
実
験

施
設
」
と
い
う
。
)
の
組
織
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の

と
す
る
。

センター・施設等

実
験
施
設
は
、
組
換
え

D
N
A
実
験
に
関
す
る
研
究
教
育

を
行
う
と
と
も
に
、
組
換
え

D
N
A
実
験
の
促
進
と
安
全
の
確
保

を
は
か
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
三
条
実
験
施
設
に
、
施
設
長
を
置
く
。

2

施
設
長
は
、
京
都
大
学
の
専
任
の
教
授
を
も
っ
て
充
て
る
。

3

施
設
長
の
任
期
は
、
二
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。

4

施
設
長
は
、
実
験
施
設
の
所
務
を
掌
理
す
る
。

第
四
条
実
験
施
設
に
、
そ
の
重
要
事
項
を
審
議
す
る
た
め
、
協
議

第

条

第 9章

員
会
を
置
く
。

2

協
議
員
会
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

第
五
条
実
験
施
設
に
、
そ
の
運
営
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
施
設

長
の
諮
問
に
応
ず
る
た
め
、
運
営
委
員
会
を
置
く
。

2

運
営
委
員
会
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

第
六
条
実
験
施
設
の
事
務
組
織
に
つ
い
て
は
、
京
都
大
学
分
課
規

程
(
昭
和
四
十
八
年
達
示
第
二
十
二
号
)
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
七
条
こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
実
験
施
設
の
内
部
組

織
に
つ
い
て
は
、
施
設
長
が
定
め
る
。

t

l

 

叫

円

冊

目

庁

こ
の
規
程
は
、
昭
和
六
十
三
年
四
月
十
九
日
か
ら
施
行
し
、

六
十
三
年
四
月
八
日
か
ら
適
用
す
る
。

昭
和

遺
伝
子
実
験
施
設
協
議
員
会
規
程

[
六
]

達
示
第
七
号

一
九
八
八
(
昭
和
六
三
)
年
四
月
一
九
日

京
都
大
学
遺
伝
子
実
験
施
設
協
議
員
会
規
程

第
一
条
こ
の
規
程
は
、
京
都
大
学
遺
伝
子
実
験
施
設
規
程
(
昭
和
六

十
三
年
達
示
第
六
号
)
第
四
粂
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
遺
伝
子

実
験
施
設
(
以
下
「
実
験
施
設
」
と
い
う
。
)
の
協
議
員
会
に
関
し
必

681 
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要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
二
条
協
議
員
会
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
協
議
員
で
組
織
す
る
。

一
施
設
長

二

組

換

え

D
N
A
実
験
安
全
委
員
会
の
委
員
長

三
前
二
号
以
外
の
京
都
大
学
の
教
授
の
う
ち
か
ら
、
施
設
長
の

委
嘱
し
た
者
若
干
名

2

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
協
議
員
会
に
、
必
要
に
応
じ
て
、

協
議
員
会
の
議
を
経
て
実
験
施
設
の
助
教
授
を
加
え
る
こ
と
が
で

主
Z
h
v
o

第 I編

第
一
項
第
三
号
の
協
議
員
の
任
期
は
、
二
年
と
し
、
再
任
を
妨

げ
な
い
。
た
だ
し
、
補
欠
の
協
議
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任

期
間
と
す
る
。

第
三
条
施
設
長
は
、
協
議
員
会
を
招
集
し
、
議
長
と
な
る
。

2

施
設
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
施
設
長
が
指
名

し
た
協
議
員
が
前
項
の
職
務
を
代
行
す
る
。

第
四
条
協
議
員
会
は
、
協
議
員
の
過
半
数
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、

開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

2

協
議
員
会
の
議
事
は
、
出
席
協
議
員
の
過
半
数
で
決
す
る
。

3

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
協
議
員
会
の
指
定
す
る
重
要

事
項
に
つ
い
て
は
、
協
議
員
の
三
分
の
二
以
上
が
出
席
す
る
協
議

員
会
に
お
い
て
、
出
席
協
議
員
の
四
分
の
三
以
上
の
多
数
で
決
す

3 

る

協
議
員
会
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、
協
議
員
会
に
幹
事

を
置
き
、
事
務
官
を
充
て
る
。

第
六
条
こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
協
議
員
会
の
運
営
に

関
し
必
要
な
事
項
は
、
協
議
員
会
が
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
昭
和
六
十
三
年
四
月
十
九
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和

六
十
三
年
四
月
八
日
か
ら
適
用
す
る
。

682 

第
五
条

四

遺
伝
子
実
験
施
設
運
営
委
員
会
規
程

{
六
]

達
示
第
八
号

-
九
八
八
(
昭
和
六
三
)
年
四
月
一
九
日

京
都
大
学
遺
伝
子
実
験
施
設
運
営
委
員
会
規
程

第
一
条
こ
の
規
程
は
、
京
都
大
学
遺
伝
子
実
験
施
設
規
程
(
昭
和
六

十
三
年
達
示
第
六
号
)
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
遺
伝
子

実
験
施
設
(
以
下
「
実
験
施
設
」
と
い
う
。
)
の
運
営
委
員
会
に
関
し

必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
二
条
運
営
委
員
会
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
委
員
で
組
織
す
る
。

一
実
験
施
設
所
属
の
教
官
の
う
ち
か
ら
施
設
長
の
命
じ
た
者

若
干
名



2 

前
号
以
外
の
京
都
大
学
の
専
任
の
教
官
の
う
ち
か
ら
施
設
長

の
委
嘱
し
た
者
若
干
名

前
項
第
二
号
の
委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な

い
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と

す
る
。

センター・施設等

第
三
条
施
設
長
は
、
運
営
委
員
会
を
招
集
し
、
議
長
と
な
る
。

2

施
設
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
施
設
長
が
指
名

し
た
委
員
が
前
項
の
職
務
を
代
行
す
る
。

第
四
条
運
営
委
員
会
は
、
委
員
の
過
半
数
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、

開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
五
条
運
営
委
員
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
委
員
以
外
の
者

の
出
席
を
求
め
て
意
見
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
条
運
営
委
員
会
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、
運
営
委
員
会
に

幹
事
を
置
き
、
事
務
官
を
充
て
る
。

第
七
条
こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
運
営
委
員
会
の
速
営

に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
運
営
委
員
会
が
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
昭
和
六
十
三
年
四
月
十
九
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和

六
十
三
年
四
月
八
日
か
ら
適
用
す
る
。

第 9主主

。
留
学
生
セ
ン
タ
ー

"‘、
一、、-

国
際
交
流
セ
ン
タ
ー

国
際
交
流
セ
ン
タ
ー
要
項

[
一
四
]

総
長
裁
定

一
九
八
八
(
昭
和
六
三
)
年
一
一
月
一
五
日

京
都
大
学
国
際
交
流
セ
ン
タ
ー
要
項

第
一
条
京
都
大
学
に
国
際
交
流
セ

ン
タ
ー
(
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と

い
う
。
)
を
置
く
。

第
二
条

セ
ン
タ
ー
は
、
京
都
大
学
に
お
け
る
学
術
国
際
交
流
の
推

進
を
図
る
た
め
の
教
育
研
究
そ
の
他
必
要
な
業
務
を
行
う
c

第
三
条
セ
ン
タ
ー
に
セ
ン
タ
ー
長
を
置
く
。

2

セ
ン
タ
ー
長
は
、
京
都
大
学
の
専
任
の
教
授
を
も
っ
て
充
て
る
。

3

セ
ン
タ
ー
長
の
任
期
は
、
二
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。

4

セ
ン
タ
ー
長
は
、
セ
ン
タ
ー
の
所
務
を
掌
理
す
る
。

第
四
条
セ
ン
タ
ー
に
、
必
要
に
応
じ
て
教
授
、
助
教
授
、
講
師
、

助
手
そ
の
他
の
職
員
を
置
く
。

683 
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第
五
条
セ
ン
タ
ー
に
、
そ
の
重
要
事
項
を
審
議
す
る
た
め
、
運
営

協
議
会
を
置
く
。

2

運
営
協
議
会
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
委
員
で
組
織
す
る
。

山
セ
ン
タ
ー
長

山
セ
ン
タ
ー
の
教
授
及
ぴ
助
教
授

同
学
部
及
ぴ
教
養
部
か
ら
教
授
又
は
助
教
授
各
一
名

凶
そ
の
他
総
長
が
必
要
と
認
め
る
教
授
、
助
教
授
又
は
講
師

若
干
名

同

学

生

部

長

附

事

務

局

長

3

前
項
第
三
号
及
ぴ
第
四
号
の
委
員
は
、
総
長
が
委
嘱
す
る
。

4

第
二
項
第
三
号
及
び
第
四
号
の
委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
し
、

再
任
を
妨
げ
な
い
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者

の
残
任
期
間
と
す
る
。

5

セ
ン
タ
ー
長
は
、
運
営
協
議
会
を
招
集
し
、
議
長
と
な
る
。

6

前
各
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
運
営
協
議
会
の
運
営
に
関

し
必
要
な
事
項
は
、
運
営
協
議
会
が
定
め
る
。

第
六
条
こ
の
要
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
セ
ン
タ
ー
の
組
織
及

ぴ
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
セ
ン
タ
ー
長
が
定
め
る
。

附

則

こ
の
要
項
は
、
昭
和
六
十
三
年
十
二
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
。

第 1編

2 

セ
ン
タ
ー
長
は
、
当
分
の
問
、
学
生
部
長
を
も
っ
て
充
て
る
。

こ
の
要
項
の
実
施
後
、
最
初
に
委
嘱
す
る
運
営
協
議
会
の
委
員

の
任
期
は
、
第
五
条
第
四
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
昭
和

六
十
五
年
九
月
三
十
日
ま
で
と
す
る
。

セ
ン
タ
ー
の
庶
務
は
、
当
分
の
問
、
学
生
部
学
生
課
に
お
い
て

処
理
す
る
。

684 

3 4 
〔
注
〕
原
文
は
横
書
き
。

一
九
九
0
・
六
・
八
総
長
裁
定
で
廃
止
。

戸、
一一、、回，
留
学
生
セ
ン
タ
ー

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
一
部
改
正
〔
抄
〕
〔
留
学
生
セ
ン
タ

ー
設
置
〕

[

一

]

文
部
省
令
第
一
五
号

一
九
九
O
(平
成
二
)
年
六
月
八
日

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
(
昭
和
三
十
九
年
文
部
省
令
第
十
一

号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

〔
中
略
〕

別
表
第
七
の
二
京
都
大
学
の
項
中
「
遺
伝
子
実
験
施
設
」
の
下
に



「、
生
体
医
療
工
学
研
究
セ
ン
タ
ー
、
留
学
生
セ
ン
タ
ー
」
を
加
え
〔
る
〕
。

〔
中
略
〕

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〔
以
下
略
〕

l 

留
学
生
セ
ン
タ
ー
規
程

[
六
]

達
示
第
一
三
号

一
九
九

O
(平
成
二
)
年
六
月
二
六
日

京
都
大
学
留
学
生
セ

ン
タ
ー
規
程

第
一
条
こ
の
規
程
は
、
京
都
大
学
留
学
生
セ
ン
タ
ー
(
以
下
「
セ
ン

タ
l
」
と
い
う
。
)
の
組
織
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の

と
す
る
。

センター・施設等

第
二
条
セ
ン
タ
ー
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。

一
外
国
人
留
学
生
に
対
し
、
日
本
語
及
ぴ
日
本
文
化
・
日
本
事

情
に
関
す
る
教
育
を
行
う
こ
と
。

二
外
国
人
留
学
生
に
対
し
、
修
学
及
ぴ
生
活
上
の
指
導
助
言
を

行
う
こ
と
。

三
海
外
留
学
を
希
望
す
る
学
生
に
対
し
、
修
学
及
ぴ
生
活
上
の

指
導
助
言
を
行
、
7
・」と。

第 9章

四
そ
の
他
留
学
生
交
流
の
推
進
に
関
し
必
要
と
認
め
た
こ
と
。

第
三
条
セ
ン
タ
ー
に
、
セ

ン
タ
ー
長
を
置
く
。

2

セ
ン
タ
ー
長
は
、
京
都
大
学
の
専
任
の
教
授
を
も
っ
て
充
て
る
。

3

セ
ン
タ
ー
長
の
任
期
は
、
二
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。

4

セ
ン
タ
ー
長
は
、
セ
ン
タ
ー
の
所
務
を
掌
理
す
る
。

第
四
条
セ
ン
タ
ー
に
、
そ
の
重
要
事
項
を
審
議
す
る
た
め
、
協
議

員
会
を
置
く
。

2

協
議
員
会
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

第
五
条
セ
ン
タ
ー
に
、
そ
の
運
営
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
セ
ン

タ

1
長
の
諮
問
に
応
ず
る
た
め
、
運
営
委
員
会
を
置
く
。

2

運
営
委
員
会
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

第
六
条
セ
ン
タ
ー
の
事
務
組
織
に
つ
い
て
は
、
京
都
大
学
分
譲
規

程
(
昭
和
四
十
八
年
達
示
第
二
十
二
号
)
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
七
条
こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
セ
ン
タ
ー
の
内
部
組

織
に
つ
い
て
は
、
セ
ン
タ
ー
長
が
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
年
六
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
二

年
六
月
八
日
か
ら
適
用
す
る
。
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[
六
]

達
示
第
一
四
号

一
九
九

O
(平
成
二
)
年
六
月
二
六
日

第 l編

京
都
大
学
留
学
生
セ
ン
タ
ー
協
議
員
会
規
程

第
一
条
こ
の
規
程
は
、
京
都
大
学
留
学
生
セ
ン
タ
ー
規
程
(
平
成
二

年
達
示
第
十
三
号
)
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
留
学
生
セ

ン
タ
ー
(
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
)
の
協
議
員
会
に
関
し
必
要

な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
二
条
協
議
員
会
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
協
議
員
で
組
織
す
る
。

一
セ
ン
タ
ー
長

二
セ
ン
タ
ー
所
属
の
教
授

三
国
際
交
流
委
員
会
委
員
長

四

学

生

部

長

五
前
各
号
以
外
の
京
都
大
学
の
教
授
の
う
ち
か
ら
、
セ
ン
タ
ー

長
の
委
嘱
し
た
者
若
干
名

2

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
協
議
員
会
に
、
必
要
に
応
じ
て
、

協
議
員
会
の
議
を
経
て
セ
ン
タ
ー
の
助
教
授
を
加
え
る
こ
と
が
で

主
、
ヲ
匂
。

3

第
一
項
第
五
号
の
協
議
員
の
任
期
は
、
二
年
と
し
、
再
任
を
妨

げ
な
い
。
た
だ
し
、
補
欠
の
協
議
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任

期
間
と
す
る
。

セ
ン
タ
ー
長
は
、
協
議
員
会
を
招
集
し
、
議
長
と
な
る
。

セ
ン
タ
ー
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
セ
ン
タ
ー

長
が
指
名
し
た
協
議
員
が
前
項
の
職
務
を
代
行
す
る
。

第
四
条
協
議
員
会
は
、
協
議
員
の
過
半
数
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、

開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

2

協
議
員
会
の
議
事
は
、
出
席
協
議
員
の
過
半
数
で
決
す
る
。

3

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
協
議
員
会
の
指
定
す
る
重
要

事
項
に
つ
い
て
は
、
協
議
員
の
三
分
の
二
以
上
が
出
席
す
る
協
議

員
会
に
お
い
て
、
出
席
協
議
員
の
四
分
の
三
以
上
の
多
数
で
決
す

る。

第

条

686 

2 

協
議
員
会
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、
協
議
員
会
に
幹
事

を
置
き
、
事
務
官
を
充
て
る
。

第
六
条
こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
協
議
員
会
の
運
営
に

関
し
必
要
な
事
項
は
、
協
議
員
会
が
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
年
六
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
二

年
六
月
八
日
か
ら
適
用
す
る
。

第
五
条



四

留
学
生
セ
ン
タ
ー
運
営
委
員
会
規
程

[

占

ハ

]

達
示
第
一
五
号

一
九
九
O
(平
成
二
)
年
六
月
二
六
日

京
都
大
学
留
学
生
セ
ン
タ
ー
運
営
委
員
会
規
程

第
一
条
こ
の
規
程
は
、
京
都
大
学
留
学
生
セ
ン
タ
ー
規
程
(
平
成
二

年
達
示
第
十
三
号
)
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
留
学
生
セ

ン
タ
ー
(
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
)
の
運
営
委
員
会
に
関
し
必

要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
二
条
運
営
委
員
会
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
委
員
で
組
織
す
る
。

セ
ン
タ
ー
所
属
の
教
官
の
う
ち
か
ら
セ
ン
タ
ー
長
の
命
じ
た

2 

者

若

干

名

二
前
号
以
外
の
京
都
大
学
の
専
任
の
教
官
の
う
ち
か
ら
セ
ン
タ

l
長
の
委
嘱
し
た
者
若
干
名

前
項
第
二
号
の
委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な

い
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と

センター・施設等

す
る
。

第

条

第 9章

セ
ン
タ
ー
長
は
、
運
営
委
員
会
を
招
集
し
、
議
長
と
な
る
。

セ
ン
タ
ー
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
セ
ン
タ
ー

長
が
指
名
し
た
委
員
が
前
項
の
職
務
を
代
行
す
る
。

第
四
条
運
営
委
員
会
は
、
委
員
の
過
半
数
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、

聞
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

2 

第
五
条
運
営
委
員
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
委
員
以
外
の
者

の
出
席
を
求
め
て
意
見
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
条
運
営
委
員
会
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、
運
営
委
員
会
に

幹
事
を
置
き
、
事
務
官
を
充
て
る
。

第
七
条
こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
運
営
委
員
会
の
運
営

に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
運
営
委
員
会
が
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
年
六
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
二

年
六
月
八
日
か
ら
適
用
す
る
。

生
態
学
研
究
セ
ン
タ
ー

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
一
部
改
正
〔
抄
〕
〔
生
態
学
研
究
セ

ン

タ

ー

設

置

}

{

一

]

文
部
省
令
第
一
九
号

一
九
九
一
(
平
成
三
)
年
四
月
一
一
一
日

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
(
昭
和
三
十
九
年
文
部
省
令
第
十
一

号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

〔
中
略
〕
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別
表
第
七
の
二
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
七
の
一
一
一
(
第
二
十
条
の
四
関
係
)

〔
中
略
〕

第 1編

都大Aで京担F

生
l 超層高

|放

学態研 射線

波電 生
~ 物
セ

研nフi¥:
研

ン ~ 
タ セ セ

ン ン
タ タ

生 こ関す 超 究影放

学態 れにる高層 響に 射線

連関波電及ぴ 関す生が
す関 す観中 る物
る る 測 大層 礎基及に研 研並
'アi¥: 究ぴ気 的ぽ

にに 研す

〔
京
大
関
係
の
み
〕

1 

〔
中
略
〕

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〔
中
略
〕

新
令
別
表
第
七
の
三
に
規
定
す
る
〔
中
略
〕
京
都
大
学
の
生
態

学
研
究
セ
ン
タ
ー
は
、
平
成
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
存
続
す

る
も
の
と
す
る
。

5 

生
態
学
研
究
セ
ン
タ
ー
規
程

[
六
]

達
示
第
八
号

一
九
九
二
平
成
一
二
)
年
四
月
三
O
日

688 

京
都
大
学
生
態
学
研
究
セ
ン
タ
ー
規
程

第
一
条
こ
の
規
程
は
、
京
都
大
学
生
態
学
研
究
セ
ン
タ
ー
(
以
下
「
セ

ン
タ

l
」
と
い
う
。
)
の
組
織
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も

の
と
す
る
。

第
二
条
セ
ン
タ
ー
は
、
生
態
学
に
関
す
る
研
究
を
行
う
と
と
も
に
、

全
国
の
大
学
そ
の
他
の
研
究
機
関
の
研
究
者
の
共
同
利
用
に
供
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
三
条
セ
ン
タ
ー
に
、
セ
ン
タ
ー
長
を
置
く
。

2

セ
ン
タ
ー
長
は
、
京
都
大
学
の
専
任
の
教
授
を
も
っ
て
充
て
る
。

3

セ
ン
タ
ー
長
の
任
期
は
、
二
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。

4

セ
ン
タ
ー
長
は
、
セ
ン
タ
ー
の
所
務
を
掌
理
す
る
。

第
四
条
セ
ン
タ
ー
に
、
次
の
研
究
部
門
を
置
く
。

生
態
構
造
研
究
部
門

生
態
進
化
研
究
部
門

水
域
生
態
研
究
部
門

温
帯
生
態
研
究
部
門

熱
帯
生
態
研
究
部
門

第
五
条
セ
ン
タ
ー
に
、
そ
の
重
要
事
項
を
審
議
す
る
た
め
、
協
議



員
会
を
置
く
。

2

協
議
員
会
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

第
六
条
セ
ン
タ
ー
に
、
そ
の
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て

セ
ン
タ
ー
長
の
諮
問
に
応
ず
る
た
め
、
運
営
委
員
会
を
置
く
。

2

運
営
委
員
会
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

第
七
条
セ
ン
タ
ー
の
事
務
組
織
に
つ
い
て
は
、
京
都
大
学
分
課
規

程
(
昭
和
四
十
八
年
達
示
第
二
十
二
号
)
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
八
条
こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
セ
ン
タ
ー
の
内
部
組

織
に
つ
い
て
は
、
セ

ン
タ
ー
長
が
定
め
る
。

叫

川

町

貝

こ
の
規
程
は
、
平
成
三
年
四
月
三
十
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
三
年

四
月
十
二
日
か
ら
適
用
す
る
。

改
正

平
五
・
五
・
一
一
達
示
五
六
号
、
平
七
・
五
・
九
達
示
一
七
号

センター・施設等

生
態
学
研
究
セ
ン
タ
ー
協
議
員
会
規
程

[六
]

達
示
第
九
号

一
九
九
一
(
平
成
三
)
年
四
月
三
O
日

第 9章

庁、

こ都
の大
規学
程生
は態
ギ学
芸よ研
即究
大 セ
学

/ 
生 h

態く

ま市

空費
」会
ン

規
タ
l程

規
程

平

第
一
条

成
三
年
達
一
不
第
八
号
)
第
五
粂
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
生
態
学

研
究
セ
ン
タ
ー
(
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
)
の
協
議
員
会
に
関

し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
二
条
協
議
員
会
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
協
議
員
で
組
織
す
る
。

一
セ
ン
タ
ー
長

二
セ
ン
タ
ー
所
属
の
教
授

三
前
二
号
以
外
の
京
都
大
学
の
教
授
の
う
ち
か
ら
、
協
議
員
会

の
議
を
経
て
セ
ン
タ
ー
長
の
委
嘱
し
た
者
若
干
名

2

前
項
第
三
号
の
協
議
員
の
任
期
は
、
別
段
の
事
情
が
あ
る
場
合

を
除
く
ほ
か
‘
二
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。
た
だ
し
、
補
欠

の
協
議
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

第
三
条
セ
ン
タ
ー
長
は
、
協
議
員
会
を
招
集
し
、
議
長
と
な
る
。

2

セ
ン
タ
ー
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
セ
ン
タ
ー

長
が
指
名
し
た
協
議
員
が
前
項
の
職
務
を
代
行
す
る
。

第
四
条
協
議
員
会
は
、
協
議
員
の
過
半
数
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、

聞
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

2

協
議
員
会
の
議
事
は
、
出
席
協
議
員
の
過
半
数
で
決
す
る
。

3

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
協
議
員
会
の
指
定
す
る
重
要

事
項
に
つ
い
て
は
、
協
議
員
の
三
分
の
二
以
上
が
出
席
す
る
協
議

員
会
に
お
い
て
、
出
席
協
議
員
の
四
分
の
三
以
上
の
多
数
で
決
す

'
G
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協
議
員
会
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、
協
議
員
会
に
幹
事

を
置
き
、
事
務
官
を
充
て
る
。

第
六
条
こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
協
議
員
会
の
運
営
に

関
し
必
要
な
事
項
は
、
協
議
員
会
が
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
三
年
四
月
三
十
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
三
年

四
月
十
二
日
か
ら
適
用
す
る
。

第
五
条

第 1編

四

生
態
学
研
究
セ
ン
タ
ー
運
営
委
員
会
規
程

[
六
}

達
示
第
一

O
号

一
九
九
一
(
平
成
三
)
年
四
月
三
O
日

京
都
大
学
生
態
学
研
究
セ
ン
タ
ー
運
営
委
員
会
規
程

第
一
条
こ
の
規
程
は
、
京
都
大
学
生
態
学
研
究
セ
ン
タ
ー
規
程
(
平

成
三
年
達
示
第
八
号
)
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
生
態
学

研
究
セ
ン
タ
ー
(
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
)
の
運
営
委
員
会
に

関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
二
条
運
営
委
員
会
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
委
員
で
組
織
す
る
。

一
セ
ン
タ
ー
所
属
の
教
官
の
う
ち
か
ら
総
長
の
命
じ
た
者
若

干
名

二
前
号
以
外
の
京
都
大
学
の
専
任
の
教
官
の
う
ち
か
ら
総
長
の

命
じ
た
者
若
干
名

三
学
外
の
学
識
経
験
者
の
う
ち
か
ら
総
長
の
委
嘱
し
た
者

干
名

2

委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。
た
だ
し
、

補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

第
三
条
セ
ン
タ
ー
長
は
、
運
営
委
員
会
を
招
集
し
、
議
長
と
な
る
。

2

セ
ン
タ
ー
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
セ
ン
タ
ー

長
が
指
名
し
た
委
員
が
前
項
の
職
務
を
代
行
す
る
。

第
四
条
運
営
委
員
会
は
、
委
員
の
過
半
数
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、

開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
五
条
運
営
委
員
会
に
必
要
に
応
じ
て
専
門
委
員
会
を
置
く
こ
と

が
で
き
る
。
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若

専
門
委
員
会
委
員
は
、
運
営
委
員
会
の
議
に
基
づ
き
セ
ン
タ
ー

長
が
委
嘱
す
る
。

第
六
条
運
営
委
員
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
委
員
以
外
の
者

の
出
席
を
求
め
て
意
見
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。

第
七
条
運
営
委
員
会
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、
運
営
委
員
会
に

幹
事
を
置
き
、
事
務
官
を
充
て
る
。

第
八
条
こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
運
営
委
員
会
の
運
営

に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
運
営
委
員
会
が
定
め
る
。

附

則

2 



こ
の
規
程
は
、
平
成
三
年
四
月
三
十
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
三
年

四
月
十
二
日
か
ら
適
用
す
る
。

高
等
教
育
教
授
シ
ス
テ
ム
開
発
セ
ン

タ

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
一
部
改
正
〔
抄
〕
〔
高
等
教
育
教
授

シ

ス

テ

ム

開

発

セ

ン

タ

ー

設

置

〕

[

一

]

文
部
省
令
第
二
一

号

一
九
九
四
(
平
成
六
)
年
六
月
二
四
日

センター・施設等

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
(
昭
和
三
十
九
年
文
部
省
令
第
十
一

号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

〔
中
略
〕

別
表
第
七
の
二
京
都
大
学
の
項
中
「
留
学
生
セ
ン
タ
ー
」
の
下
に

「
、
高
等
教
育
教
授
シ
ス
テ
ム
開
発
セ
ン
タ
ー
」
を
加
え
〔
る
〕
。

〔
中
略
〕

附

第 9章

〔 の
以省
下令則
略は

丹、
ム語、

布
(J) 

日
か
ら
施
行
す
る

1 

高
等
教
育
教
授
シ
ス
テ
ム
開
発
セ
ン
タ
ー
規
程
[
六
]

達
一
ホ
第
一
九
号

一
九
九
四
(
平
成
六
)
年
九
月
一
三
日

京
都
大
学
高
等
教
育
教
授
シ
ス
テ
ム
開
発
セ
ン
タ
ー
規
程

第
一
条
こ
の
規
程
は
、
京
都
大
学
高
等
教
育
教
授
シ
ス
テ
ム
開
発

セ
ン
タ
ー
(
以
下
「
セ

ン
タ
ー
」
と
い
う
。
)
の
組
織
等
に
関
し
必
要

な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
二
条
セ
ン
タ
ー
は
、
高
等
教
育
に
お
け
る
教
授
方
法
等
の
研
究
・

開
発
を
行
う
c

セ
ン
タ
ー
に
、
セ
ン
タ
ー
長
を
置
く
。

セ
ン
タ
ー
長
は
、
京
都
大
学
の
専
任
の
教
授
を
も
っ
て
充
て
る
。

セ
ン
タ
ー
長
の
任
期
は
、
二
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。

セ
ン
タ
ー
長
は
、
セ

ン
タ
ー
の
所
務
を
掌
理
す
る
。

第
四
条
セ
ン
タ
ー
に
、
そ
の
重
要
事
項
を
審
議
す
る
た
め
、
協
議

員
会
を
置
く
。

2

協
議
員
会
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

第
五
条
セ
ン
タ
ー
に
、
そ
の
運
営
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
セ
ン

タ
l
長
の
諮
問
に
応
ず
る
た
め
、
運
営
委
員
会
を
置
く
。

2

運
営
委
員
会
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

第
六
条
セ
ン
タ
ー
の
事
務
組
織
に
つ
い
て
は
、
京
都
大
学
分
課
規

程
(
昭
和
四
十
八
年
達
示
第
二
十
二
号
)
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
三
条

2 3 4 
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法令・規則

第
七
条
こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
セ
ン
タ
ー
の
内
部
組

織
に
つ
い
て
は
、
セ
ン
タ
ー
長
が
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
六
年
九
月
十
三
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
六
年

六
月
二
十
四
日
か
ら
適
用
す
る
。

第 1編

高
等
教
育
教
授
シ
ス
テ
ム
開
発
セ
ン
タ
ー
協
議
員
会
規
程
[
六
]

達
一
不
第
二

O
号

一
九
九
四
(平
成
六
)
年
九
月
一
三
日

京
都
大
学
高
等
教
育
教
授
シ
ス
テ
ム
開
発
セ
ン
タ
ー
協
議
員

会
規
程

第
一
条
こ
の
規
程
は
、
京
都
大
学
高
等
教
育
教
授
シ
ス
テ
ム
開
発

セ
ン
タ
ー
規
程
(
平
成
六
年
達
示
第
十
九
号
)
第
四
条
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
高
等
教
育
教
授
シ
ス
テ
ム
開
発
セ
ン
タ
ー
(
以
下
「
セ

ン
タ
ー
」
と
い
う
。
)
の
協
議
員
会
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る

も
の
と
す
る
。

第
二
条
協
議
員
会
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
協
議
員
で
組
織
す
る
。

一

セ

ン
タ
ー
長

二

セ

ン
タ
ー
所
属
の
教
授

三
前
二
号
以
外
の
京
都
大
学
の
教
授
の
う
ち
か
ら
、
協
議
員
会

2 

の
議
を
経
て
セ
ン
タ
ー
長
の
委
嘱
し
た
者
若
干
名

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
協
議
員
会
に
、
必
要
に
応
じ
て
、

協
議
員
会
の
議
を
経
て
セ

ン
タ
ー
の
助
教
授
を
加
え
る
こ
と
が
で

き
る
。
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第
一
項
第
三
号
の
協
議
員
の
任
期
は
、
別
段
の
事
情
が
あ
る
場

合
を
除
く
ほ
か
二
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。
た
だ
し
、
補
欠

の
協
議
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

第
三
条
セ
ン
タ
ー
長
は
、
協
議
員
会
を
招
集
し
、
議
長
と
な
る
。

2

セ
ン
タ
ー
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
セ
ン
タ
ー

長
が
指
名
し
た
協
議
員
が
前
項
の
職
務
を
代
行
す
る
。

第
四
条
協
議
員
会
は
、
協
議
員
の
過
半
数
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、

開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

2

協
議
員
会
の
議
事
は
、
出
席
協
議
員
の
過
半
数
で
決
す
る
。

3

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
協
議
員
会
の
指
定
す
る
重
要

事
項
に
つ
い
て
は
、
協
議
員
の
三
分
の
二
以
上
が
出
席
す
る
協
議

員
会
に
お
い
て
、
出
席
協
議
員
の
四
分
の
三
以
上
の
多
数
で
決
す

ヲ
匂
。

3 

協
議
員
会
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、
協
議
員
会
に
幹
事

を
置
き
、
事
務
官
を
充
て
る
。

第
六
条
こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
協
議
員
会
の
運
営
に

関
し
必
要
な
事
項
は
、
協
議
員
会
が
定
め
る
。

第
五
条



附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
六
年
九
月
十
三
日
か
ら
施
行
し
、

六
月
二
十
四
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
六
年

四

高
等
教
育
教
授
シ
ス
テ
ム
開
発
セ
ン
タ
ー
運
営
委
員
会
規
程

[
六
]

達
示
第
二
一
号

一
九
九
四
(
平
成
六
)
年
九
月
二
二
日

センター・施設等

京
都
大
学
高
等
教
育
教
授
シ
ス
テ
ム
開
発
セ
ン
タ
ー
運
営
委

員
会
規
程

第
一
条
こ
の
規
程
は
、
京
都
大
学
高
等
教
育
教
授
シ
ス
テ
ム
開
発

セ
ン
タ
ー
規
程
(
平
成
六
年
達
示
第
十
九
号
)
第
五
条
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
高
等
教
育
教
授
シ
ス
テ
ム
開
発
セ
ン
タ
ー
(
以
下
「
セ

ン
タ
ー
」
と
い
う
。
)
の
運
営
委
員
会
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め

る
も
の
と
す
る
。

第

条
セ
ン運
タ営
l 委
所員
属会
のは

整次
ロの
の h

2尋

示品
毛ザ
Z委
j員
百で
京組
24織
叩す
じヲ
た v

第 9章

者

若

干

名

前
号
以
外
の
京
都
大
学
の
専
任
の
教
官
の
う
ち
か
ら
セ
ン
タ

ー
長
の
委
嘱
し
た
者
若
干
名

2

前
項
第
二
号
の
委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な

ぃ
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と

す
る
。

第
三
条

セ
ン
タ
ー
長
は
、
運
営
委
員
会
を
招
集
し
、
議
長
と
な
る
。

セ
ン
タ
ー
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
セ
ン
タ
ー

長
が
指
名
し
た
委
員
が
前
項
の
職
務
を
代
行
す
る
。

第
四
条
運
営
委
員
会
は
、
委
員
の
過
半
数
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、

聞
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
五
条
運
営
委
員
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
委
員
以
外
の
者

の
出
席
を
求
め
て
意
見
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
条
運
営
委
員
会
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、
運
営
委
員
会
に

幹
事
を
置
き
、
事
務
官
を
充
て
る
。

第
七
条
こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
運
営
委
員
会
の
運
営

に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
運
営
委
員
会
が
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
六
年
九
月
十
三
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
六
年

六
月
二
十
四
日
か
ら
適
用
す
る
。

2 
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法令・規則

総
合
博
物
館

第 1編

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
一
部
改
正
〔
抄
〕
〔
総
合
博
物
館
設

置

〕

{

一

]

文
部
省
令
第
一
三
号

一
九
九
七
(
平
成
九
)
年
三
月
三
一
日

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
(
昭
和
三
十
九
年
文
部
省
令
第
十
一

号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

〔
中
略
〕

別
表
第
七
の
二
〔
中
略
〕
京
都
大
学
の
項
中
〔
中
略
〕
「
高
等
教
育

教
授
シ
ス
テ
ム
開
発
セ
ン
タ
ー
」
の
下
に
「
、
総
合
博
物
館
、
総
合

情
報
メ
デ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
」
を
加
、
ぇ
〔
る
〕
。

1 

〔
中
略
〕

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〔
以
下
略
〕

総
合
博
物
館
規
程

[
六
]

達
示
第
二
ハ
号

一
九
九
七
(
平
成
九
)
年
四
月
一
日

694 

京
都
大
学
総
合
博
物
館
規
程

第
一
条
こ
の
規
程
は
、
京
都
大
学
総
合
博
物
館
(
以
下
「
博
物
館
」

と
い
う
。
)
の
組
織
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
二
条
博
物
館
は
、
学
内
共
同
教
育
研
究
施
設
と
し
て
、
学
術
標

本
資
料
に
関
す
る
収
蔵
、
展
示
、
公
開
及
び
教
育
研
究
の
支
援
を

行
う
と
と
も
に
、
こ
れ
に
関
連
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
研
究
を

行、ヮ。
学
術
標
本
資
料
の
収
集
及
ぴ
そ
の
利
用
に
関
す
る
こ
と
。

学
術
標
本
資
料
の
解
析
及
ぴ
学
術
的
評
価
に
関
す
る
こ
と
。

学
術
標
本
資
料
の
情
報
化
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
条
博
物
館
に
、
館
長
を
置
く
。

2

館
長
は
、
京
都
大
学
の
専
任
の
教
授
を
も
っ
て
充
て
る
。

3

館
長
の
任
期
は
、
二
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。

4

館
長
は
、
博
物
館
の
所
務
を
掌
理
す
る
。

第
四
条
博
物
館
に
、
そ
の
重
要
事
項
を
審
議
す
る
た
め
、
協
議
員

会
を
置
く
。

2

協
議
員
会
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

第
五
条
博
物
館
に
、
そ
の
運
営
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
館
長
の



諮
問
に
応
ず
る
た
め
、
運
営
委
員
会
を
置
く
。

2

運
営
委
員
会
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

第
六
条
博
物
館
の
事
務
組
織
に
つ
い
て
は
、
京
都
大
学
分
課
規
程

(
昭
和
四
十
八
年
達
示
第
二
十
二
号
)
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
七
条
こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
‘
博
物
館
の
内
部
組
織

に
つ
い
て
は
、
館
長
が
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

総
合
博
物
館
協
議
員
会
規
程

{
六
]

達
示
第
一
七
号

一
九
九
七
(
平
成
九
)
年
四
月
一
日

センター・施設等

京
都
大
学
総
合
博
物
館
協
議
員
会
規
程

第
一
条
こ
の
規
程
は
、
京
都
大
学
総
合
博
物
館
規
程
(
平
成
九
年
達

示
第
十
六
号
)
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
総
合
博
物
館
(
以

下
「
博
物
館
」
と
い
う
。
)
の
協
議
員
会
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定

め
る
も
の
と
す
る
。

第
二
条
協
議
員
会
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
協
議
員
で
組
織
す
る
。

館
長

博
物
館
所
属
の
教
授

第 9章

2 
三
前
二
号
以
外
の
京
都
大
学
の
教
授
の
う
ち
か
ら
、
協
議
員
会

の
議
を
経
て
館
長
の
委
嘱
し
た
者
若
干
名

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
協
議
員
会
に
、
必
要
に
応
じ
て
、

協
議
員
会
の
議
を
経
て
博
物
館
の
助
教
授
を
加
え
る
こ
と
が
で
き

る。
第

一
項
第
三
号
の
協
議
員
の
任
期
は
、
別
段
の
事
情
が
あ
る
場

合
を
除
く
ほ
か
二
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。
た
だ
し
、
補
欠

の
協
議
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

第
三
条
館
長
は
、
協
議
員
会
を
招
集
し
、
議
長
と
な
る
。

2

館
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
館
長
が
指
名
し
た

協
議
員
が
前
項
の
職
務
を
代
行
す
る
。

第
四
条
協
議
員
会
は
、
協
議
員
の
過
半
数
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、

開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

2

協
議
員
会
の
議
事
は
、
出
席
協
議
員
の
過
半
数
で
決
す
る
。

3

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
協
議
員
会
の
指
定
す
る
重
要

事
項
に
つ
い
て
は
、
協
議
員
の
三
分
の
二
以
上
が
出
席
す
る
協
議

員
会
に
お
い
て
、
出
席
協
議
員
の
四
分
の
三
以
上
の
多
数
で
決
す

る。

3 

協
議
員
会
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、
協
議
員
会
に
幹
事

を
置
き
、
事
務
官
を
充
て
る
。

こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
協
議
員
会
の
運
営
に

第
五
条

695 
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こ関
のし
規附必
程要
は則な

事
平 項
成は
九
年協
四議
月員
一会
日 カぎ
か定
らめ
施る
行。

す
る

第 l編

総
合
博
物
館
運
営
委
員
会
規
程

四

[
六
]

達
示
第
一
八
号

一
九
九
七
(
平
成
九
)
年
四
月
一
日

京
都
大
学
総
合
博
物
館
運
営
委
員
会
規
程

第
一
条
こ
の
規
程
は
、
京
都
大
学
総
合
博
物
館
規
程
(
平
成
九
年
達

示
第
十
六
号
)
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
総
合
博
物
館
(
以

下
「
博
物
館
」
と
い
う
。
)
の
運
営
委
員
会
に
関
し
必
要
な
事
項
を

定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
二
条
運
営
委
員
会
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
委
員
で
組
織
す
る
。

博
物
館
所
属
の
教
官
の
う
ち
か
ら
館
長
の
命
じ
た
者
若
干

名
二
前
号
以
外
の
京
都
大
学
の
専
任
の
教
官
の
う
ち
か
ら
館
長
の

委
嘱
し
た
者
若
干
名

2

前
項
第
二
号
の
委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な

ぃ
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と

す
る
。

第
三
条
館
長
は
、
運
営
委
員
会
を
招
集
し
、
議
長
と
な
る
。

2

館
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
館
長
が
指
名
し
た

委
員
が
前
項
の
職
務
を
代
行
す
る
。

第
四
条
運
営
委
員
会
は
、
委
員
の
過
半
数
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、

開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
五
粂
運
営
委
員
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
委
員
以
外
の
者

の
出
席
を
求
め
て
意
見
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
条
運
営
委
員
会
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、
運
営
委
員
会
に

幹
事
を
置
き
、
事
務
官
を
充
て
る
。

第
七
条
こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
運
営
委
員
会
の
運
営

に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
運
営
委
員
会
が
定
め
る
。

4

3

J

H

H

d

 

島

ut

白
H
n

こ
の
規
程
は
、
平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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四

総
合
情
報
メ
デ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー

，ー、、

一
) 

情
報
処
理
教
育
セ
ン
タ
ー

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
一
部
改
正
〔
抄
〕
〔
情
報
処
理
教
育

セ

ン

タ

ー

設

置

〕

[

一

]

文
部
省
令
第
一

O
号

一
九
七
八
(
昭
和
五
三
)
年
四
月
一
日

センター・施設等

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

(
国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
)

第
一
条
国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
(
昭
和
三
十
九
年
文
部
省
令

第
十
一
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

〔
中
略
〕

別
表
第
七
の
二
京
都
大
学
の
項
中
「
環
境
保
全
セ
ン
タ
ー
」
の

下
に
「
、
情
報
処
理
教
育
セ
ン
タ
ー
」
を
加
え
〔
る
〕
。

〔
中
略
〕

附

第 9章

の
省
令則
は

T.¥. 
ふ温、

布
の
日
か
ら
施
行
す
る

l 

〔
以
下
略
〕

情
報
処
理
教
育
セ
ン
タ
ー
規
程

[
六
]

達
示
第
一
七
号

一
九
七
八
(
昭
和
五
三
)
年
四
月
一
八
日

京
都
大
学
情
報
処
理
教
育
セ

ン
タ
ー
規
程

第
一
条
こ
の
規
程
は
、
京
都
大
学
情
報
処
理
教
育
セ
ン
タ
ー
(
以
下

「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
)
の
組
織
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る

も
の
と
す
る
。

第
二
条

、「，，
。

セ
ン
タ
ー
は
、
情
報
処
理
教
育
に
関
す
る
次
の
業
務
を
行

教
育
用
計
算
機
シ
ス
テ
ム
を
管
理
運
営
し
、
教
育
の
た
め
の

学
内
の
共
同
利
用
に
供
す
る
こ
と
。

二
情
報
処
理
教
育
に
関
す
る
研
究
開
発
を
推
進
す
る
こ
と
。

三
情
報
処
理
に
関
す
る
共
通
的
基
礎
教
育
を
行
う
こ
と
。

四
学
部
・
研
究
科
に
お
け
る
専
門
教
育
に
係
る
情
報
処
理
教
育

に
協
力
す
る
こ
と
。

五
そ
の
他
情
報
処
理
教
育
に
関
し
必
要
と
認
め
た
こ
と
。

第
三
条
セ
ン
タ
ー
に
、
セ
ン
タ
ー
長
を
置
く
。

セ
ン
タ
ー
長
は
、
京
都
大
学
の
専
任
の
教
授
を
も
っ
て
充
て
る
。

697 
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セ
ン
タ
ー
長
の
任
期
は
、
二
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。

セ
ン
タ
ー
長
は
、
セ
ン
タ
ー
の
所
務
を
掌
理
す
る
。

第
四
条
セ
ン
タ
ー
に
、
そ
の
重
要
事
項
を
審
議
す
る
た
め
、
協
議

員
会
を
置
く
。

2

協
議
員
会
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

第
五
条
セ
ン
タ
ー
に
、
そ
の
運
営
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
セ
ン

タ

l
長
の
諮
問
に
応
ず
る
た
め
、
運
営
委
員
会
を
置
く
。

2

運
営
委
員
会
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

第
六
条
セ
ン
タ
ー
の
事
務
組
織
に
つ
い
て
は
、
京
都
大
学
分
課
規

程
(
昭
和
四
十
八
年
達
示
第
二
十
二
号
)
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
七
条
こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
セ
ン
タ
ー
の
内
部
組

織
に
つ
い
て
は
、
セ
ン
タ
ー
長
が
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
昭
和
五
十
三
年
四
月
十
八
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和

五
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

3 4 

第 l編

〔注〕

一
九
九
七
・
四
・
一
達
示
第
二
四
号
で
廃
止
。

情
報
処
理
教
育
セ
ン
タ
ー
協
議
員
会
規
程

[
六
]

達
示
第
一
八
号

一
九
七
八
(
昭
和
五
一
ニ
)
年
四
月
一
八
日

698 

京
都
大
学
情
報
処
理
教
育
セ
ン
タ
ー
協
議
員
会
規
程

第
一
条
こ
の
規
程
は
、
京
都
大
学
情
報
処
理
教
育
セ
ン
タ
ー
規
程

(
昭
和
五
十
三
年
達
示
第
十
七
号
)
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
京
都
大
学
情
報
処
理
教
育
セ
ン
タ
ー
(
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と

い
う
。
)
の
協
議
員
会
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
二
条
協
議
員
会
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
協
議
員
で
組
織
す
る
。

セ
ン
タ
ー
長

2 

前
号
以
外
の
京
都
大
学
教
授
の
う
ち
か
ら
、
協
議
員
会
の
議

を
経
て
セ
ン
タ
ー
長
の
委
嘱
し
た
者
若
干
名

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
協
議
員
会
に
、
必
要
に
応
じ
て
、

協
議
員
会
の
議
を
経
て
セ
ン
タ
ー
の
助
教
授
を
加
え
る
こ
と
が
で

主
Z
Q
。

第
一
項
第
二
号
の
協
議
員
の
任
期
は
、
別
段
の
事
情
が
あ
る
場

合
を
除
く
ほ
か
』
二
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。
た
だ
し
、
補

欠
の
協
議
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

第
三
条
セ
ン
タ
ー
長
は
、
協
議
員
会
を
招
集
し
、
議
長
と
な
る
。

2

セ
ン
タ
ー
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
セ
ン
タ
ー

長
が
指
名
し
た
協
議
員
が
前
項
の
職
務
を
代
行
す
る
。

3 



第
四
条
協
議
員
会
は
、
協
議
員
の
過
半
数
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、

聞
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

2

協
議
員
会
の
議
事
は
、
出
席
協
議
員
の
過
半
数
で
決
す
る
。

3

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
協
議
員
会
の
指
定
す
る
重
要

事
項
に
つ
い
て
は
、
協
議
員
の
三
分
の
二
以
上
が
出
席
す
る
協
議

員
会
に
お
い
て
、
出
席
協
議
員
の
四
分
の
三
以
上
の
多
数
で
決
す

る。

第
五
条
協
議
員
会
に
関
す
る
事
務
は
、
セ
ン
タ
ー
の
事
務
室
に
お

い
て
処
理
す
る
。

第
六
条
こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
協
議
員
会
の
運
営
に

関
し
必
要
な
事
項
は
、
協
議
員
会
が
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
昭
和
五
十
三
年
四
月
十
八
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和

五
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

センター・施設等

〔注〕

一
九
九
七
・
四
・
一
達
示
第
二
四
号
で
廃
止
。

第9章

四

情
報
処
理
教
育
セ
ン
タ
ー
運
営
委
員
会
規
程

[
六
]

達
一
京
第
一
九
号

一
九
七
八
{
昭
和
五
三
)
年
四
月
一
八
日

京
都
大
学
情
報
処
理
教
育
セ

ン
タ
ー
運
営
委
員
会
規
程

第
一
条
こ
の
規
程
は
、
京
都
大
学
情
報
処
理
教
育
セ

ン
タ
ー
規
程

(
昭
和
五
十
三
年
達
一
不
第
十
七
号
)
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
京
都
大
学
情
報
処
理
教
育
セ
ン
タ
ー
(
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と

い
う
。
)
の
運
営
委
員
会
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す

ヲ
匂
。

第

条
セ
ン運
タ営
|委
所員
属会
のは

整次
回の
の M

2号

ヂ品
Z If 

2会
l号
去組

語塾
じ:
た。も

2 

者

若

干
名

二
利
用
部
局
の
教
官
の
う
ち
か
ら
セ
ン
タ
ー
長
の
委
嘱
し
た
者

若
干
名

前
項
第
二
号
の
委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な

い
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と

す
る
。

セ
ン
タ
ー
長
は
、
運
営
委
員
会
を
招
集
し
、
議
長
と
な
る
。

セ
ン
タ
ー
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
セ

ン
タ
ー

長
が
指
名
し
た
委
員
が
、
前
項
の
職
務
を
代
行
す
る
。

第

四

条

運

営
委
員
会
は
、
委
員
の
過
半
数
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、

第

条

2 
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開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
五
条
運
営
委
員
会
に
必
要
に
応
じ
て
専
門
委
員
会
を
置
く
こ
と

が
で
き
る
。

第 1編

専
門
委
員
会
委
員
は
、
運
営
委
員
会
の
識
に
基
づ
き
セ
ン
タ
ー

長
が
委
嘱
す
る
。

第
六
条
運
営
委
員
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
委
員
以
外
の
者

の
出
席
を
求
め
て
意
見
を
き
く
、
」
と
が
で
き
る
。

第
七
条
運
営
委
員
会
に
関
す
る
事
務
は
、
セ
ン
タ
ー
の
事
務
室
に

お
い
て
処
理
す
る
。

第
八
条
こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
運
営
委
員
会
の
運
営

に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
運
営
委
員
会
が
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
昭
和
五
十
三
年
四
月
十
八
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和

五
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

2 
注

一
九
九
七
・
四
・
一
達
示
第
二
四
号
で
廃
止
。

五

情
報
処
理
教
育
セ
ン
タ
ー
利
用
規
程
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[
六
]

達
一
示
第
二

O
号

一
九
七
九
(
昭
和
五
四
)
年
九
月
二
五
日

京
都
大
学
情
報
処
理
教
青
セ
ン
タ
ー
利
用
規
程

第
一
条
京
都
大
学
情
報
処
理
教
育
セ
ン
タ
ー
(
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」

と
い
う
。
)
の
利
用
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
程
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

トム
F
'
G
。

セ
ン
タ
ー
を
利
用
す
る
こ
と
の
で
き
る
場
合
は
、

お
り
と
す
る
。

一
学
部
・
研
究
科
の
授
業
科
目
の
授
業
に
利
用
す
る
場
合

二
学
部
・
研
究
科
の
学
生
等
を
対
象
と
す
る
情
報
処
理
に
関
す

る
講
習
会
に
利
用
す
る
場
合

三

研

究

科

の

学

生
が
学
位
論
文
の
作
成
に
利
用
す
る
場
合

四
前
三
号
の
利
用
に
支
障
の
な
い
範
囲
に
お
い
て
、
教
官
そ
の

他
セ
ン
タ
ー
長
の
認
め
た
者
が
学
術
研
究
に
利
用
す
る
場
合

そ
の
他
セ
ン
タ
ー
長
が
必
要
と
認
め
た
も
の
に
利
用
す
る
場

第

条

次
の
と

五
合

第
三
条
セ
ン
タ
ー
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
前
条
第
一

号
及
ぴ
第
二
号
の
利
用
の
場
合
に
あ
っ
て
は
授
業
科
目
の
担
当
教

官
又
は
講
習
会
の
開
催
責
任
者
が
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
を
代
表

し
て
、
前
条
第
一
号
及
ぴ
第
二
号
以
外
の
利
用
の
場
合
に
あ
っ
て



センター・施設等

は
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ
所
定
の
利
用
承
認
申
請

書
を
所
属
部
局
を
経
て
セ
ン
タ
ー
長
に
提
出
し
、
そ
の
承
認
を
受

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
条
セ
ン
タ
ー
長
は
、
前
条
の
申
請
に
係
る
セ
ン
タ
ー
の
利
用

を
ゑ
認
し
た
と
き
は
、
当
該
利
用
に
係
る
利
用
番
号
を
明
示
し
、

所
属
部
局
を
経
て
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

2

セ
ン
タ
ー
の
利
用
の
承
認
の
期
限
は
、
当
該
会
計
年
度
を
超
え

る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第

五

条

セ

ン
タ
ー
の
利
用
の
承
認
を
受
け
た
者
(
以
下
「
利
用
者
」

と
い
う
。
)
は
、
承
認
を
受
け
た
目
的
以
外
に
セ

ン
タ
ー
を
利
用
し
、

又
は
自
己
の
利
用
番
号
を
他
人
に
使
用
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

第
六
条
利
用
者
は
、
セ
ン
タ
ー
の
利
用
に
際
し
て
は
、
セ
ン
タ
ー

長
が
定
め
る
方
法
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
条
利
用
者
(
第
二
条
第
一
号
及
ぴ
第
二
号
の
利
用
の
場
合
に
あ

つ
て
は
、
授
業
科
目
の
担
当
教
官
又
は
講
習
会
の
開
催
責
任
者
)
は
、

申
請
書
に
記
載
し
た
事
項
に
つ
い
て
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き

X

は
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
セ
ン
タ
ー
長
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
速
や
か
に
、
セ

ン
タ
ー
長
に
届
け
出
、
又
は
再
申
請
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
条
セ
ン
タ
ー
長
は
、
利
用
者
に
対
し
て
使
用
で
き
る
計
算
機

シ
ス
テ
ム
の
使
用
量
の
上
限
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第9主主

第
九
条
セ
ン
タ
ー
長
は
、
必
要
に
応
じ
て
.
利
用
者
に
対
し
て
利

用
の
状
況
及
び
結
果
に
つ
い
て
の
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
条
セ
ン
タ
ー
外
端
局
(
以
下
「
端
局
」
と
い
う
。
)
を
設
置
し
ょ

う
と
す
る
者
は
、
所
定
の
端
局
設
置
承
認
申
請
書
を
所
属
部
局
を

経
て
セ

ン
タ
ー
長
に
提
出
し
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
し
。

2

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
端
局
の
設
置
等
に
関
し
必
要

な
事
項
は
、
セ
ン
タ
ー
長
が
別
に
定
め
る
。

3

端
局
の
管
理
は
、
当
該
設
置
者
が
行
う
も
の
と
す
る
。

第
十
一
条
利
用
者
の
所
属
部
局
は
、
そ
の
利
用
に
係
る
経
費
の
一

部
を
利
用
負
担
金
と
し
て
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

利
用
負
担
金
の
額
及
び
そ
の
負
担
方
法
は
、
別
に
定
め
る
。

3

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
セ

ン
タ
ー
長
が
特
に
承
認
し

た
場
合
に
お
い
て
は
、
利
用
負
担
金
の
負
担
を
要
し
な
い
。

第
十
二
条
利
用
者
が
こ
の
規
程
又
は
こ
の
規
程
に
基
づ
く
定
め
に

違
反
し
た
と
き
、
そ
の
他
セ
ン
タ
ー
の
運
営
に
重
大
な
支
障
を
生

ぜ
し
め
た
と
き
は
、
セ
ン
タ
ー
長
は
、
そ
の
者
に
係
る
セ
ン
タ
ー

の
利
用
の
承
認
を
取
り
消
し
、
又
は
セ

ン
タ
ー
の
利
用
を
一
定
期

間
停
止
す
る
こ
と
が
あ
る
。

第
十
三
条
こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
セ
ン
タ
ー
の
利
用

に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
セ

ン
タ
ー
長
が
定
め
る
。
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法令・規則

国

M
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こ
の
規
程
は
、
昭
和
五
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

こ
の
規
程
施
行
の
際
現
に
セ
ン
タ
ー
の
利
用
の
承
認
を
受
け
て

い
る
者
は
、
こ
の
規
程
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
セ
ン
タ
ー
の
利
用

の
承
認
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す

F

1 2 

第 1編

〔注〕

一
九
九
七

・
四
・
八
達
示
第
三
六
号
で
廃
止
。

~ ，、

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
一
部
改
正
〔
抄
〕
{
情
報
処
理
教
育

セ

ン

タ

ー

廃

止

〕

[

一

]

文
部
省
令
第
一
三
号

一
九
九
七
(
平
成
九
)
年
三
月
三
一
日

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
(
昭
和
三
十
九
年
文
部
省
令
第
十
一

号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

〔
中
略
〕

別
表
第
七
の
二
〔
中
略
〕
京
都
大
学
の
項
中
「
、
情
報
処
理
教
育

セ
ン
タ
ー
」
を
削
〔
る
〕
。

〔
中
略
〕

附

則

l 

」
の
省
令
は
、
平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〔
以
下
略
〕
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(
二
)

総
合
情
報
メ
デ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
一
部
改
正
〔
抄
〕
〔
総
合
情
報
メ
デ

ィ
ア
セ
ン
タ
ー
設
置
〕

[

一

]

文
部
省
令
第
二
ニ
号

一
九
九
七
(
平
成
九
)
年
三
月
三
一
日

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
(
昭
和
三
十
九
年
文
部
省
令
第
十
一

号
)
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

〔
中
略
〕

別
表
第
七
の
二
〔
中
略
〕
京
都
大
学
の
項
中
〔
中
略
〕
「
高
等
教
育

教
授
シ
ス
テ
ム
開
発
セ
ン
タ
ー
」
の
下
に
「
、
総
合
博
物
館
、
総
合

情
報
メ
デ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
」
を
加
え
〔る〕。

〔
中
略
〕

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〔
以
下
略
〕

1 



総
合
情
報
メ
デ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
規
程

[六
]

達
示
第
二

O
号

一
九
九
七
(
平
成
九
)
年
四
月
一
日

京
都
大
学
総
合
情
報
メ
デ
ィ
ア
セ

ン
タ
ー
規
程

第
一
条
こ
の
規
程
は
、
京
都
大
学
総
合
情
報
メ
デ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー

(
以
下
「
セ

ン
タ
ー
」
と
い
う
。
)
の
組
織
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を

定
め
る
も
の
と
す
る
。

センター・施設等

第
二
条
セ
ン
タ
ー
は
、
情
報
メ
デ
ィ
ア
を
利
用
す
る
教
育
環
境
と

学
習
環
境
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
に
必
要
な
最
先
端
の
情

報
メ
デ
ィ
ア
技
術
の
研
究
開
発
を
行
う
。

第

三

条

セ

ン
タ
ー
に
教
育
支
援
部
門
及
ぴ
開
発
支
援
部
門
を
置
く
。

第
四
条
セ
ン
タ
ー
に
、
セ
ン
タ
ー
長
を
置
く
。

2

セ
ン
タ
ー
長
は
、
京
都
大
学
の
専
任
の
教
授
を
も
っ
て
充
て
る
。

3

セ
ン
タ
ー
長
の
任
期
は
、
二
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。

4

セ
ン
タ
ー
長
は
、
セ
ン
タ
ー
の
所
務
を
掌
理
す
る
。

第

五

条

セ

ン
タ
ー
に
、
そ
の
重
要
事
項
を
審
議
す
る
た
め
、
協
議

員
会
を
置
く
。

2

協
議
員
会
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

第

六

条

セ

ン
タ
ー
に
、
そ
の
運
営
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
セ
ン

タ
l
長
の
諮
問
に
応
ず
る
た
め
、
運
営
委
員
会
を
置
く。

運
営
委
員
会
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

第 9章

2 

第
七
条
セ
ン
タ
ー
の
事
務
組
織
に
つ
い
て
は
、
京
都
大
学
分
諜
規

程
(
昭
和
四
十
八
年
達
示
第
二
十
二
日
写
)
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
八
条
こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
セ

ン
タ
ー
の
内
部
組

織
に
つ
い
て
は
、
セ
ン
タ
ー
長
が
定
め
る
。

T
'
w
d
d
H
H
2
・

限

町

・

ロ

H
wハ

こ
の
規
程
は
、
平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

総
合
情
報
メ
デ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
協
議
員
会
規
程

{六
]

達
示
第
一
一
一

号

一
九
九
七
(
平
成
九
)
年
四
月
一
日

京
都
大
学
総
合
情
報
メ
デ
ィ
ア
セ

ン
タ
ー
協
議
員
会
規
程

第
一
条
こ
の
規
程
は
、
京
都
大
学
総
合
情
報
メ
デ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー

規
程
(
平
成
九
年
達
示
第
二
十
号
)
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
総
合
情
報
メ
デ
ィ
ア
セ

ン
タ
ー
(
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
)

の
協
議
員
会
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第

二

条

協

議

員
会
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
協
議
員
で
組
織
す
る
。

一
セ
ン
タ
ー
長

二
セ
ン
タ
ー
所
属
の
教
授

三
前
二
号
以
外
の
京
都
大
学
の
教
授
の
う
ち
か
ら
、
協
議
員
会

の
議
を
経
て
セ
ン
タ
ー
長
の
委
嘱
し
た
者
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2 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
協
議
員
会
に
、
必
要
に
応
じ
'
て
、

協
議
員
会
の
議
を
経
て
セ
ン
タ
ー
の
助
教
授
を
加
え
る
こ
と
が
で

き
る
。

法令・規則第 1編

第
一
項
第
三
号
の
協
議
員
の
任
期
は
、
別
段
の
事
情
が
あ
る
場

合
を
除
く
ほ
か
二
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。
た
だ
し
、
補
欠

の
協
議
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

第
三
条
セ
ン
タ
ー
長
は
、
協
議
員
会
を
招
集
し
、
議
長
と
な
る
。

2

セ
ン
タ
ー
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
セ
ン
タ
ー

長
が
指
名
し
た
協
議
員
が
前
項
の
職
務
を
代
行
す
る
。

第
四
条
協
議
員
会
は
、
協
議
員
(
海
外
渡
航
中
の
者
を
除
く
。
)
の
過

半
数
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

2

協
議
員
会
の
議
事
は
、
出
席
協
議
員
の
過
半
数
で
決
す
る
。

3

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
協
議
員
会
の
指
定
す
る
重
要

事
項
に
つ
い
て
は
、
協
議
員
(
海
外
渡
航
中
の
者
を
除
く
。
)
の
三
分

の
二
以
上
が
出
席
す
る
協
議
員
会
に
お
い
て
、
出
席
協
議
員
の
四

分
の
三
以
上
の
多
数
で
決
す
る
。

第
五
条
協
議
員
会
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、
協
議
員
会
に
幹
事

を
置
き
、
事
務
官
を
充
て
る
。

第
六
条
こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
協
議
員
会
の
運
営
に

関
し
必
要
な
事
項
は
、
協
議
員
会
が
定
め
る
。

附

則

3 

」
の
規
程
は
、
平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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四

総
合
情
報
メ
デ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
運
営
委
員
会
規
程
[
六
]

達
示
第
二
二
号

一
九
九
七
(
平
成
九
)
年
四
月
一
日

京
都
大
学
総
合
情
報
メ
デ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
運
営
委
員
会
規
程

第
一
条
こ
の
規
程
は
、
京
都
大
学
総
合
情
報
メ
デ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー

規
程
(
平
成
九
年
達
示
第
二
十
号
)
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
総
合
情
報
メ
デ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
(
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
)

の
運
営
委
員
会
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
二
条
運
営
委
員
会
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
委
員
で
組
織
す
る
。

セ
ン
タ
ー
所
属
の
教
官
の
う
ち
か
ら
セ
ン
タ
ー
長
の
命
じ
た

者

若

干

名

二
前
号
以
外
の
京
都
大
学
の
専
任
の
教
官
の
う
ち
か
ら
セ
ン
タ

-
長
の
委
嘱
し
た
者
若
干
名

2

前
項
第
二
号
の
委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な

ぃ
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と

十
ヲ

Z
V
。

第
三
条
セ
ン
タ
ー
長
は
、
運
営
委
員
会
を
招
集
し
、
議
長
と
な
る
。

セ
ン
タ
ー
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
セ
ン
タ
ー

2 



長
が
指
名
し
た
委
員
が
前
項
の
職
務
を
代
行
す
る
。

第
四
条
運
営
委
員
会
は
、
委
員
の
過
半
数
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、

聞
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
五
条
運
営
委
員
会
に
必
要
に
応
じ
て
専
門
委
員
会
を
置
く
こ
と

が
で
き
る
。

専
門
委
員
会
の
委
員
は
、
運
営
委
員
会
の
議
に
基
づ
き
セ
ン
タ

ー
長
が
委
嘱
す
る
。

第
六
条
運
営
委
員
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
委
員
以
外
の
者

の
出
席
を
求
め
て
意
見
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。

第
七
条
運
営
委
員
会
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、
運
営
委
員
会
に

幹
事
を
置
き
、
事
務
官
を
充
て
る
。

第
八
条
こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
運
営
委
員
会
の
運
営

に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
運
営
委
員
会
が
定
め
る
。

2 

附

センター・施設等

回
目
En

」
の
規
程
は
、
平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

総
合
情
報
メ
デ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
利
用
規
程

五

[六
]

達
示
第
二
号

一
九
九
八
(
平
成
一

O
)
年
二
月
二
四
日

第 9章

京
都
大
学
総
合
情
報
メ
デ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
利
用
規
程

第

一
条
京
都
大
学
総
合
情
報
メ
デ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
(
以
下
「
セ
ン
タ

ー
」
と
い
う
。
)
の
利
用
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
程
の
定
め
る
と
こ

λ
J
円
ド
ト
A
F
Z
u
w

。

第
二
条
セ
ン
タ
ー
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
日
を
除
き
、
毎
日
午

前
八
時
四
十
五
分
か
ら
午
後
六
時
ま
で
開
館
す
る
も
の
と
す
る
。

一
日
曜
日
及
ぴ
土
曜
日

二
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
(
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十

八
号
)
に
規
定
す
る
休
日

三
本
学
創
立
記
念
日
(
六
月
十
八
日
)

四
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
翌
年
一
月
四
日
ま
で

五
そ
の
他
セ
ン
タ
ー
長
が
指
定
す
る
日

2

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
セ
ン
タ
ー
長
が
特
に
必
要
と
認

め
た
と
き
は
、
臨
時
に
休
館
若
し
く
は
開
館
し
、
又
は
開
館
時
間

を
変
更
す
る
こ
と
が
あ
る
。

第
三
条
講
義
又
は
演
習
の
た
め
、
セ
ン
タ
ー
の
講
義
室
及
ぴ
演
留

室
に
つ
い
て
、
セ
ン
タ
ー
長
が
指
定
し
た
者
以
外
の
者
の
利
用
を

制
限
す
る
こ
と
が
あ
る
。

2

前
項
の
利
用
の
制
限
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
セ
ン
タ
ー
長
が

定
め
る
。

第
四
条
セ
ン
タ
ー
を
利
用
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
者
と
す
る
。
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法令・規則

本
学
の
学
生

本
学
の
教
職
員

そ
の
他
セ

ン
タ
ー
長
が
必
要
と
認
め
た
者

第

五

条

セ

ン
タ
ー
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
所
定
の
申
請
書

を
セ
ン
タ
ー
長
に
提
出
し
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

-v 

第 1編

セ
ン
タ
ー
長
は
、
利
用
承
認
を
し
た
者
(
以
下
「
利
用
者
」
と
い

う
。
)
に
対
し
て
利
用
コ

l
ド
を
交
付
す
る
。

3

セ
ン
タ
ー
長
は
、
セ
ン
タ
ー
の
運
用
上
必
要
が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
利
用
に
つ
い
て
、
利
用
者
に
条
件
を
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
条
利
用
者
は
、
セ
ン
タ
ー
の
関
係
諸
規
程
を
遵
守
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
七
条
利
用
者
は
、
第
五
条
第
一
項
の
象
認
を
受
け
る
際
に
申
請

書
に
記
載
し
た
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
セ
ン

タ
ー
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
条
セ
ン
タ
ー
の
サ
テ
ラ
イ
ト
(
セ
ン
タ
ー
が
、
計
算
機
シ
ス
テ

ム
又
は
遠
隔
講
義
シ
ス
テ
ム
等
の
機
器
を
セ
ン
タ
ー
以
外
の
部
局

に
設
置
す
る
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
J
の
設
置
を
希
望
す
る
部

局
の
長
は
、
あ
ら
か
じ
め
セ

ン
タ
ー
長
に
そ
の
設
置
を
・
申
請
す
る

も
の
と
す
る
。

サ
テ
ラ
イ
ト
の
設
置
及
び
改
廃
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
セ

ン

2 2 

タ
i
長
が
定
め
る
。
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3 

サ
テ
ラ
イ
ト
の
管
理
及
ぴ
運
用
は
、
当
該
部
局
の
長
が
行
う
も

の
と
す
る
。

サ
テ
ラ
イ
ト
の
使
用
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
当
該
部
局
の
長

と
協
議
の
う
え
セ

ン
タ
ー
長
が
定
め
る
。

第
九
条
セ
ン
タ
ー
長
は
、
利
用
者
が
所
属
す
る
部
局
に
対
し
て
、

そ
の
利
用
に
係
る
経
費
の
一
部
を
利
用
負
担
金
と
し
て
負
担
す
る

こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

利
用
負
担
金
の
額
及
ぴ
そ
の
負
担
の
方
法
は
、
別
に
総
長
が
定

め
る
。

4 第

十

条

利

用

者

に

対

し

て

利

用

の

状

況

に

つ

い

て
、
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
一
条
利
用
者
は
、
セ

ン
タ
ー
の
機
器
そ
の
他
の
設
備
を
き
損

し
、
又
は
図
書
を
紛
失
、
汚
損
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
セ
ン
タ

ー
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

セ
ン
タ
ー
長
は
、
き
損
、
紛
失
又
は
汚
損
し
た
者
に
は
、
弁
償

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
二
粂
利
用
者
が
、
こ
の
規
程
又
は
こ
の
規
程
に
基
づ
く
定
め

に
違
反
し
た
と
き
、
そ
の
他
セ

ン
タ
ー
の
運
営
に
重
大
な
支
障
を

生
じ
き
せ
た
と
き
は
、
セ
ン
タ
ー
長
は
、
そ
の
利
用
登
録
を
取
り

消
し
、
又
は
セ

ン
タ
ー
の
利
用
を
一
定
期
間
停
止
す
る
こ
と
が
あ

セ
ン
タ
ー
長
は
、



る
第
十
三
条
こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
セ
ン
タ
ー
の
利
用

に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
セ
ン
タ
ー
長
が
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
年
二
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

五

計
算
セ
ン
タ
ー

計
算
セ
ン
タ
ー
規
程

[六
]

達
示
第
二
号

一
九
六
六
(
昭
和
四
こ
年
三
月
八
日

センター・施設等

京
都
大
学
計
算
セ

ン
タ
ー
規
程

第
一
条
京
都
大
学
に
計
算
セ
ン
タ
ー
を
置
く
。

第
二
条
計
算
セ
ン
タ
ー
は
、
学
内
の
研
究
者
の
依
頼
に
応
じ
て
電

子
計
算
機
に
よ
る
計
算
サ
ー
ビ
ス
を
行
な
う
。

第
三
条
計
算
セ
ン
タ
ー
に
所
長
そ
の
他
の
職
員
若
干
名
を
置
く
。

2

所
長
は
、
関
係
部
局
の
教
授
の
う
ち
か
ら
総
長
が
委
嘱
す
る
。

3

所
長
以
外
の
職
員
は
、
工
学
部
に
所
属
す
る
職
員
の
う
ち
か
ら

総
長
が
委
嘱
す
る
。

所
長
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
再
任
を
さ
ま
た
げ

第 9章

4 

介
。
し
。

5

所
長
は
、
計
算
セ
ン
タ
ー
の
業
務
を
掌
理
す
る
。

第
四
条
こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
計
算
セ
ン
タ
ー
の
業

務
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
所
長
が
定
め
る
。

昨

附

日

只

こ
の
規
程
は
、
昭
和
四
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〔注〕

一
九
七
八
・
四
・
一
八
達
示
第
二
O
号
で
廃
止
。

計
算
セ
ン
タ
ー
管
理
委
員
会
規
程

{
六
]

達
示
第
三
号

一
九
六
六
(
昭
和
四
二
年
三
月
八
日

京
都
大
学
計
算
セ

ン
タ
ー
管
理
委
員
会
規
程

第
一
条
京
都
大
学
に
計
算
セ
ン
タ
ー
管
理
委
員
会
(
以
下
「
管
理
委

員
会
」
と
い
う
。
)
を
置
く
。

第
二
条
管
理
委
員
会
は
、
計
算
セ

ン
タ
ー
に
関
す
る
次
の
各
号
に

掲
げ
る
事
項
を
審
議
す
る
。

一
所
長
の
選
考
に
関
す
る
こ
と
。

二

規

程

、
肉
親
等
の
制
定
お
よ
び
改
廃
に
関
す
る
こ
と
。

予
算
概
算
の
方
針
に
関
す
る
こ
と
。
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そ
の
他
管
理
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

管
理
委
員
会
は
、
計
算
セ

ン
タ
ー
の
所
長
か
ら
、
毎
年
度
の
業

務
成
績
の
報
告
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

第
三
条
管
理
委
員
会
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
委
員
で
組
織
す
る
。

一
関
係
部
局
の
長
ま
た
は
こ
れ
に
代
わ
る
教
授

二
計
算
セ
ン
タ
ー
の
所
長

三

事

務

局

長

2

前
項
第
一
号
の
委
員
は
、
総
長
が
委
嘱
す
る
。

3

第
一
項
第
一
号
の
委
員
の
う
ち
部
局
の
長
以
外
の
者
の
任
期
は
、

二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残

任
期
間
と
す
る
。

第
四
条

四
2 

第 l編

管
理
委
員
会
に
委
員
長
お
よ
び
副
委
員
長
を
置
く
。

委
員
長
お
よ
び
副
委
員
長
は
、
委
員
の
互
選
に
よ
っ
て
定
め
る
。

委
員
長
は
、
委
員
会
を
招
集
し
、
議
長
と
な
る
。

副
委
員
長
は
、
委
員
長
を
補
佐
し
、
委
員
長
に
事
故
が
あ
る
と

き
は
、
そ
の
職
務
を
代
行
す
る
。

第
五
条
管
理
委
員
会
は
、
委
員
の
半
数
以
上
が
出
席
し
な
け
れ
ば

開
会
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

2

管
理
委
員
会
の
議
事
は
、
出
席
者
の
過
半
数
で
決
す
る
。

第
六
条
管
理
委
員
会
は
、
必
要
と
認
め
た
と
き
に
は
、
委
員
以
外

の
者
を
出
席
さ
せ
て
意
見
を
き
く
、
」
と
が
で
き
る
。

2 3 4 

第
七
条
管
理
委
員
会
に
、
計
算
セ
ン
タ
ー
の
業
務
の
運
営
に
関
す

る
事
項
を
審
議
さ
せ
る
た
め
、
運
営
委
員
会
を
置
く
。

第
八
条
運
営
委
員
会
は
、
計
算
セ
ン
タ
ー
の
所
長
の
ほ
か
、
関
係

部
局
の
教
授
ま
た
は
助
教
授
の
う
ち
か
ら
総
長
の
委
嘱
す
る
運
営

委
員
で
組
織
す
る
。

2

計
算
セ
ン
タ
ー
の
所
長
以
外
の
運
営
委
員
の
任
期
は
、
二
年
と

す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
運
営
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任

708 

期
間
と
す
る
。

第
九
条

運
営
委
員
会
は
、
計
算
セ
ン
タ
ー
の
所
長
が
招
集
し
、
議

長
と
な
る
。

第
十
条
管
理
委
員
会
に
関
す
る
事
務
は
、
庶
務
部
に
お
い
て
処
理

す
る
。

第
十
一
条
こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
管
理
委
員
会
の
議

事
の
運
営
そ
の
他
必
要
な
事
項
は
、
管
理
委
員
会
が
定
め
る
。

阿t
関
岡
田
円

」
の
規
程
は
、
昭
和
四
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〔
注
〕
一
九
七
0
・
五
・
二
六
達
一示
第
二

O
号
で
廃
止
。



計
算
セ
ン
タ
ー
運
営
協
議
会
規
程

[
六
]

達
示
第
二

O
号

一
九
七
O
(
昭
和
四
五
)
年
五
月
三
六
日

セン ター ・施設等

京
都
大
学
計
算
セ
ン
タ
ー
運
営
協
議
会
規
程

第
一
条
京
都
大
学
に
計
算
セ

ン
タ
ー
運
営
協
議
会
(
以
下
「
運
営
協

議
会
」
と
い
う
。
)
を
置
く
。

第
二
条
運
営
協
議
会
は
、
計
算
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
次
の
各
号
に

掲
げ
る
事
項
を
審
議
す
る
。

一
所
長
の
選
考
に
関
す
る
こ
と
。

二
規
程
、
内
規
等
の
制
定
お
よ
び
改
廃
に
関
す
る
こ
と
。

三
予
算
概
算
の
方
針
に
関
す
る
こ
と
。

四
そ
の
他
管
理
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項

第
三
条
運
営
協
議
会
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
委
員
で
組
織
す
る
。

一
計
算
セ
ン
タ
ー
の
所
長
(
以
下
「
所
長
」
と
い
う
。
)

二
関
係
部
局
の
教
授
ま
た
は
助
教
授
の
う
ち
か
ら
総
長
の
委
嘱

し
た
者
若
干
名

三

事

務

局

長

2

前
項
第
二
号
の
委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補

欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

第
四
条
運
営
協
議
会
に
委
員
長
を
置
き
、
所
長
を
も
っ
て
あ
て
る
。

委
員
長
は
、
運
営
協
議
会
を
招
集
し
、
そ
の
議
長
と
な
る
。

第 9章

2 

委
員
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
委
員
長
が
指
名

し
た
委
員
が
前
項
の
職
務
を
代
行
す
る
。

第
五
条
運
営
協
議
会
は
、
委
員
の
過
半
数
が
出
席
し
な
け
れ
ば
開

会
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
第
二
条
第
一
号
に
掲
げ
る

事
項
に
つ
い
て
議
事
を
聞
き
、
議
決
す
る
に
は
、
委
員
の
三
分
の

二
以
上
の
出
席
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

運
営
協
議
会
の
議
事
は
、
出
席
委
員
の
過
半
数
で
決
す
る
。

第
六
条
運
営
協
議
会
は
、
必
要
と
認
め
た
と
き
は
、
委
員
以
外
の

者
を
出
席
さ
せ
て
意
見
を
き
く
こ
と
が
で
き
る
。

第
七
条
運
営
協
議
会
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、
運
営
協
議
会
に

幹
事
を
置
き
、
庶
務
課
長
お
よ
び
工
学
部
事
務
長
を
も
っ
て
あ
て

?
Q

。

3 第
八
条
こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
運
営
協
議
会
の
議
事

の
運
営
そ
の
他
必
要
な
事
項
は
、
運
営
協
議
会
が
定
め
る
。

附

1 

国民

こ
の
規
程
は
、
昭
和
四
十
五
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

京
都
大
学
計
算
セ
ン
タ
ー
管
理
委
員
会
規
程
{
昭
和
四
十
一
年
達

示
第
三
号
)
は
、
廃
止
す
る
。

2 

改
正

昭
五
0
・
九
・
三
O
逮
示
三
三
号

注

一
九
七
八
・
四
・
一
八
達
示
第
二

O
号
で
廃
止
。
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一六

埋
蔵
文
化
財
研
究
セ
ン
タ
ー

第 l編

埋
蔵
文
化
財
研
究
セ
ン
タ
ー
要
項

[
一
回
]

総
長
裁
定

一
九
七
七
(
昭
和
五
二
)
年
七
月
五
日

京
都
大
学
埋
蔵
文
化
財
研
究
セ
ン
タ
ー
要
項

第
一
条
京
都
大
学
に
埋
蔵
文
化
財
研
究
セ
ン
タ
ー
(
以
下
「
セ
ン
タ

ー
」
と
い
う
。
)
を
置
く
。

第
二
条
セ
ン
タ
ー
は
、
京
都
大
学
敷
地
内
の
埋
蔵
文
化
財
に
つ
い

て
の
調
査
研
究
及
び
そ
の
保
存
の
た
め
必
要
な
業
務
を
行
う
。

第
三
条
セ
ン
タ
ー
に
セ
ン
タ
ー
長
を
置
く
。

2

セ
ン
タ
ー
長
は
、
京
都
大
学
の
専
任
の
教
授
を
も
っ
て
充
て
る
。

3

セ
ン
タ
ー
長
の
任
期
は
、
二
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。

4

セ
ン
タ
ー
長
は
、
セ
ン
タ
ー
の
所
務
を
掌
理
す
る
。

第
四
条
セ
ン
タ
ー
に
、
必
要
に
応
じ
て
、
助
教
授
、
助
手
そ
の
他

の
職
員
を
置
く
。

第
五
条
セ
ン
タ
ー
に
、
調
査
研
究
及
ぴ
保
存
に
関
す
る
業
務
を
処

理
す
る
た
め
、
研
究
部
を
置
く
。

2
研
究
部
に
主
任
を
置
き
、
前
条
の
教
官
を
も
っ
て
充
て
る
。

主
任
は
、
研
究
部
の
業
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
六
条
セ
ン
タ
ー
に
、
セ
ン
タ
ー
の
事
業
に
関
す
る
基
本
的
計
画
、

人
事
そ
の
他
管
理
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項
を
審
議
す
る
た
め
、

運
営
協
議
会
を
置
く
。

運
営
協
議
会
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
委
員
で
組
織
す
る
。

セ
ン
タ
ー
長

3 

710 

2 

セ
ン
タ
ー
の
研
究
部
の
主
任

三
前
二
号
以
外
の
学
内
の
学
識
経
験
者
の
う
ち
か
ら
総
長
の
委

嘱
し
た
者
若
干
名

四
事
務
局
長
及
ぴ
施
設
部
長

3

セ
ン
タ
ー
長
は
、
運
営
協
議
会
を
招
集
し
、
議
長
と
な
る
。

4

前
各
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
運
営
協
議
会
の
運
営
に
関

し
必
要
な
事
項
は
、
運
営
協
議
会
が
定
め
る
。

第
七
条
こ
の
要
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
セ
ン
タ
ー
の
組
織
及

ぴ
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
セ
ン
タ
ー
長
が
定
め
る
。

附

則

こ
の
要
項
は
、
昭
和
五
十
二
年
七
月
五
日
か
ら
実
施
す
る
。



七

学
生
懇
話
室

学
生
懇
話
室
要
項

[
一
四
]

総
長
裁
定

一
九
九
六
(
平
成
八
)
年
一
月
二
五
日

センター・施設等

京
都
大
学
学
生
懇
話
{
重
要
項

第
一
京
都
大
学
に
、
学
生
相
談
に
応
じ
る
た
め
、
学
生
懇
話
室
(
以

下
「
懇
話
室
」
と
い
う
。
)
を
置
く
。

第
二
懇
話
室
は
、
学
生
の
修
学
上
及
ぴ
適
応
上
の
助
言
及
ぴ
指
導

に
関
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
専
門
的
業
務
を
行
う
。

一
個
人
相
談
、
心
理
検
査
等

二
グ
ル
ー
プ
・
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
そ
の
他
の
集
団
的
技
法
に
よ

る
指
導

三
修
学
、
進
路
等
に
関
す
る
情
報
の
提
供
及
び
オ
リ
エ
ン
テ

l

、
ン
ョ
ン

第 9章

発
達
上
、
心
理
上
又
は
修
学
上
困
難
な
状
況
に
あ
る
者
及
び

危
機
的
状
況
が
予
想
さ
れ
る
者
の
早
期
発
見
と
予
防

五
学
生
相
談
に
関
す
る
理
論
と
実
践
に
つ
い
て
の
調
査
研
究

懇
話
室
に
室
長
を
置
く
。

四
第

室
長
は
、
第
五
第
二
項
第
三
号
の
委
員
の
う
ち
か
ら
総
長
が
指

名
す
る
教
授
を
も
っ
て
充
て
る
。

3

室
長
の
任
期
は
、
二
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。

4

室
長
は
、
懇
話
室
の
室
務
を
総
括
す
る
。

第
四
懇
話
室
に
、
必
要
に
応
じ
て
、
室
員
を
置
き
、
助
教
授
、
講

師
、
助
手
及
び
そ
の
他
の
職
員
を
も
っ
て
充
て
る
。

第
五
懇
話
室
に
、
懇
話
室
の
管
理
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項
を
審

議
す
る
た
め
、
学
生
懇
話
委
員
会
(
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
)
を

置
く
。

2 2 

委
員
会
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
委
員
で
組
織
す
る
。

学
部
の
教
授
又
は
助
教
授
各
一
名

大
学
院
人
間
・
環
境
学
研
究
科
及
び
大
学
院
エ
ネ
ル
ギ
ー
科

学
研
究
科
の
教
授
又
は
助
教
授
各
一
名

心
理
学
又
は
精
神
医
学
の
分
野
を
担
当
す
る
教
授
又
は
助
教

授

若

干

名

教
官
の
室
員

保
健
管
理
セ
ン
タ
ー
の
所
長
及
ぴ
保
健
診
療
所
長

学
生
部
長

学
生
部
次
長
、
学
生
課
長
及
び
厚
生
課
長

そ
の
他
総
長
が
必
要
と
認
め
る
者
若
干
名

前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
ぴ
第
八
号
の
委
員
は
、
総
長

711 
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が
委
嘱
す
る
。

4

第
二
項
第
一
号
、
第
二
号
及
ぴ
第
八
号
の
委
員
の
任
期
は
、
一

年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、

前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

第
六
委
員
会
に
委
員
長
を
置
き
、
室
長
を
も
っ
て
充
て
る
。

2

委
員
長
は
、
委
員
会
を
招
集
し
、
議
長
と
な
る
。

3
委
員
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
委
員
長
の
指
名

す
る
委
員
が
、
そ
の
職
務
を
代
行
す
る
。

第
七
委
員
は
、
必
要
に
応
じ
て
懇
話
室
の
業
務
に
協
力
す
る
も
の

と
す
る
。

第 1編

第
八
第
五
か
ら
第
七
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員
会
の
運

営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
委
員
会
が
定
め
る
。

第
九
懇
話
室
の
事
務
は
、
学
生
部
学
生
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。

第
十
こ
の
要
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
懇
話
室
の
組
織
及
ぴ
運

営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
室
長
が
定
め
る
。

附

則

こ
の
要
項
は
、
平
成
八
年
四
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
。

712 

八

ア
フ
リ
カ
地
域
研
究
資
料
セ
ン
タ
ー

r、、

一、、J

ア
フ
リ
カ
地
域
研
究
セ
ン
タ
ー

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
一
部
改
正
〔
抄
〕
〔
ア
フ
リ
カ
地
域

研

究

セ

ン

タ

ー

設

置

〕

[

ニ

文
部
省
令
第
二
一
号

一
九
八
六
(
昭
和
六
二
年
四
月
五
日

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
(
昭
和
一
二
十
九
年
文
部
省
令
第
十
一

号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

〔
中
略
〕

別
表
第
七
の
二
〔
中
略
〕
京
都
大
学
の
項
中
「
医
用
高
分
子
研
究

セ
ン
タ
ー
」
の
下
に
「
、
ア
フ
リ
カ
地
域
研
究
セ
ン
タ
ー
」
を
加
え

〔る〕
。

〔
中
略
〕

附

則

」
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



4 

〔
中
略
〕

新
令
別
表
第
七
の
二
に
規
定
す
る
〔
中
略
〕
京
都
大
学
の
ア
フ

リ
カ
地
域
研
究
セ
ン
タ
ー
〔
中
略
〕
は
、
昭
和
七
十
一
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
存
続
す
る
も
の
と
す
る
。

ア
フ
リ
カ
地
域
研
究
セ
ン
タ
ー
規
程

[
六
]

達
一
不
第
三
号

一
九
八
六
(
昭
和
六
二
年
四
月
一
五
日

京
都
大
学
ア
フ
リ
カ
地
減
研
究
セ
ン
タ
ー
規
程

第
一
条
こ
の
規
程
は
、
京
都
大
学
ア
フ
リ
カ
地
域
研
究
セ
ン
タ
ー

(
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
J
の
組
織
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を

定
め
る
も
の
と
す
る
。

センター・施設等

第
二
条

、
「
ノ

ア
フ
リ
カ
地
域
に
関
す
る
総
合
研
究
を
行

セ
ン
タ
ー
は

第
三
一
条

セ
ン
タ
ー
に
、
セ
ン
タ
ー
長
を
置
く
。

セ
ン
タ
ー
長
は
、
京
都
大
学
の
専
任
の
教
授
を
も
っ
て
充
て
る
。

セ
ン
タ
ー
長
の
任
期
は
、
二
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。

セ
ン
タ
ー
長
は
、
セ
ン
タ
ー
の
所
務
を
掌
理
す
る
。

第
四
条
セ
ン
タ
ー
に
、
次
の
研
究
部
門
及
ぴ
情
報
資
料
室
を
置
く
。

乾
燥
帯
生
態
系
研
究
部
門

2 3 

第 9章

4 

湿
潤
帯
生
態
系
研
究
部
門

歴
史
・
先
史
客
員
研
究
部
門

第
五
粂
セ
ン
タ
ー
に
、
そ
の
重
要
事
項
を
審
議
す
る
た
め
、
協
議

員
会
を
置
く
。

2

協
議
員
会
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

第
六
条
セ
ン
タ
ー
に
、
そ
の
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て

セ
ン
タ
ー
長
の
諮
問
に
応
ず
る
た
め
、
運
営
委
員
会
を
置
く
。

2

運
営
委
員
会
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

第
七
条
セ
ン
タ
ー
の
事
務
組
織
に
つ
い
て
は
、
京
都
大
学
分
譲
規

程
(
昭
和
四
十
八
年
達
示
第
二
十
二
号
)
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
八
条
こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
セ
ン
タ
ー
の
内
部
組

織
に
つ
い
て
は
、
セ
ン
タ
ー
長
が
定
め
る
。

リ
噌
咽

a

d

H

H

a

・

脈

刊

ロ

貝

こ
の
規
程
は
、
昭
和
六
十
一
年
四
月
十
五
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和

六
十
一
年
四
月
五
日
か
ら
適
用
す
る
。

〔注〕

昭
六
三
・
四
・
一
九
達
示
二
ハ
号
、
平
四
・
五
・
一
二
達
示
一
四
号

一
九
九
六
・
四
・
一
六
達
示
第
一
九
号
で
廃
止
。

改
正

713 



法令・規制

ア
フ
リ
カ
地
域
研
究
セ
ン
タ
ー
協
議
員
会
規
程

[六
]

達
示
第
四
号

一
九
八
六
(
昭
和
六
二
年
四
月
一
五
日

第 l編

京
都
大
学
ア
フ
リ
カ
地
域
研
究
セ

ン
タ
ー
協
議
員
会
規
程

第
一
条
こ
の
規
程
は
、
京
都
大
学
ア
フ
リ
カ
地
域
研
究
セ
ン
タ
ー

規
程
(
昭
和
六
十
一
年
達
示
第
三
号
)
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
ア
フ
リ
カ
地
域
研
究
セ
ン
タ
ー
(
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い

う
。
)
の
協
議
員
会
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
二
条
協
議
員
会
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
協
議
員
で
組
織
す
る
。

セ
ン
タ
ー
長

2 

セ
ン
タ
ー
所
属
の
教
授
及
び
助
教
授

前
二
号
以
外
の
京
都
大
学
の
教
授
又
は
助
教
授
の
う
ち
か
ら
、

セ
ン
タ
ー
長
の
委
嘱
し
た
者
若
干
名

前
項
第
三
号
の
協
議
員
の
任
期
は
、
二
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ

な
い
。
た
だ
し
、
補
欠
の
協
議
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期

間
と
す
る
。セ

ン
タ
ー
長
は
、
協
議
員
会
を
招
集
し
、
議
長
と
な
る
。

セ
ン
タ
ー
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
セ
ン
タ
ー

長
が
指
名
し
た
協
議
員
が
前
項
の
職
務
を
代
行
す
る
。

第
四
条
協
議
員
会
は
、
協
議
員
の
過
半
数
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、

聞
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

第

条

2 

2 

協
議
員
会
の
議
事
は
、
出
席
協
議
員
の
過
半
数
で
決
す
る
。

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
協
議
員
会
の
指
定
す
る
重
要

事
項
に
つ
い
て
は
、
協
議
員
の
三
分
の
二
以
上
が
出
席
す
る
協
議

員
会
に
お
い
て
、
出
席
協
議
員
の
四
分
の
三
以
上
の
多
数
で
決
す

λ
v
。
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3 

協
議
員
会
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、
協
議
員
会
に
幹
事

を
置
き
、
事
務
官
を
充
て
る
。

第
六
条
こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
協
議
員
会
の
運
営
に

関
し
必
要
な
事
項
は
、
協
議
員
会
が
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
昭
和
六
十
一
年
四
月
十
五
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和

六
十
一
年
四
月
五
日
か
ら
適
用
す
る
。

第
五
条

j主

一
九
九
六
・
四
・
二
ハ
達
示
第
一
九
号
で
廃
止
。

四

ア
フ
リ
カ
地
域
研
究
セ
ン
タ
ー
運
営
委
員
会
規
程
[
六
]

達
示
第
五
号

一
九
八
六
(
昭
和
六

二
年
四
月
一
五
日

京
都
大
学
ア
フ
リ
カ
地
減
研
究
セ

ン
タ
ー
運
営
委
員
会
規
程

第
一
条
こ
の
規
程
は
、
京
都
大
学
ア
フ
リ
カ
地
域
研
究
セ

ン
タ
ー



規
程
(
昭
和
六
十
一
年
達
示
第
三
号
)
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
ア
フ
リ
カ
地
域
研
究
セ
ン
タ
ー
(
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い

う
。
)
の
運
営
委
員
会
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
二
条
運
営
委
員
会
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
委
員
で
組
織
す
る
。

セ
ン
タ
ー
所
属
の
教
官
の
う
ち
か
ら
セ
ン
タ
ー
長
の
命
じ
た

者

若

干

名

二
前
号
以
外
の
京
都
大
学
の
専
任
の
教
官
の
う
ち
か
ら
セ
ン
タ

-
長
の
委
嘱
し
た
者
若
干
名

三
学
外
の
学
識
経
験
者
の
う
ち
か
ら
総
長
の
委
嘱
し
た
者
若

干
名

2

前
項
第
二
号
及
ぴ
第
三
号
の
委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
し
、
再

任
を
妨
げ
な
い
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の

残
任
期
間
と
す
る
。

第
三
条

センター・施設等

セ
ン
タ
ー
長
は
、
運
営
委
員
会
を
招
集
し
、
議
長
と
な
る
。

セ
ン
タ
ー
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
セ
ン
タ
ー

長
が
指
名
し
た
委
員
が
前
項
の
職
務
を
代
行
す
る
。

第
四
条
運
営
委
員
会
は
、
委
員
の
過
半
数
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、

聞
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
五
条
運
営
委
員
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
委
員
以
外
の
者

の
出
席
を
求
め
て
意
見
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
条
運
営
委
員
会
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、
運
営
委
員
会
に

2 

第 9章

幹
事
を
置
き
、
事
務
官
を
充
て
る
。

第
七
条
こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
運
営
委
員
会
の
運
営

に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
運
営
委
員
会
が
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
昭
和
六
十
一
年
四
月
十
五
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和

六
十
一
年
四
月
五
日
か
ら
適
用
す
る
。

〔
注
〕
一
九
九
六
・
四
・
一
六
達
示
第
一
九
号
で
廃
止
。

五

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
一
部
改
正
{
抄
}
〔
ア
フ
リ
カ
地
域

研
究
セ
ン
タ
ー
廃
止
〕

{

一

]

文
部
省
令
第
八
号

一
九
九
六
(
平
成
八
)
年
三
月
三
一
日

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
(
昭
和
三
十
九
年
文
部
省
令
第
十
一

号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

〔
中
略
〕

別
表
第
七
の
二
〔
中
略
〕
京
都
大
学
の
項
中
「
、
ア
フ
リ
カ
地
域

研
究
セ
ン
タ
ー
」
を
削
〔
る
〕
。
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〔
中
略
〕



附

法令・規則

〔の
以省
下令則
略は

平
成
八
年
四
月

日
か
ら
施
干丁
す
る

第 1編

"‘、

一、-'

ア
フ
リ
カ
地
域
研
究
資
料
セ
ン
タ
ー

ア
フ
リ
カ
地
域
研
究
資
料
セ
ン
タ
ー
要
項

[
一
四
]

総
長
裁
定

一
九
九
六
(
平
成
八
)
年
二
月
二
O
日

京
都
大
学
ア
フ
リ
カ
地
域
研
究
資
料
セ
ン
タ
ー
要
項

京
都
大
学
に
、
ア
フ
リ
カ
地
域
研
究
資
料
セ
ン
タ
ー
(
以
下
「
セ

ン
タ
ー
」
と
い
う
。
)
を
置
く
。

第
二
セ
ン
タ
ー
は
、
ア
フ
リ
カ
地
域
の
学
術
情
報
に
関
す
る
次
の

各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。

一
国
際
学
術
誌
の
編
集
刊
行

二
図
書
、
地
理
情
報
、
動
植
物
標
本
、
民
族
資
料
等
の
諸
資
料

の
収
集
、
整
理
及
び
公
開

公
開
研
究
会
及
び
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催

国
際
学
術
協
定
等
に
基
づ
く
研
究
交
流
の
推
進

関
連
研
究
機
関
と
の
情
報
交
換

第

五四三

セ
ン
タ
ー
に
セ
ン
タ
ー
長
を
置
く
。

セ
ン
タ
ー
長
は
、
大
学
院
人
間
・
環
境
学
研
究
科
ア
フ
リ
カ
地

域
研
究
専
攻
の
専
任
の
教
授
を
も
っ
て
充
て
る
。

3

セ
ン
タ
ー
長
は
、
セ
ン
タ
ー
の
業
務
を
総
括
す
る
。

第
四
セ
ン
タ
ー
に
、
所
員
を
置
き
、
大
学
院
人
間
・
環
境
学
研
究

科
ア
フ
リ
カ
地
域
研
究
専
攻
の
専
任
の
教
官
及
ぴ
そ
の
他
の
職
員

を
も
っ
て
充
て
る
。

第
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2 2 

セ
ン
タ
ー
に
、
セ
ン
タ
ー
の
運
営
に
関
し
、
連
絡
調
整
す
る

た
め
、
連
絡
会
議
を
置
く
。

連
絡
会
議
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
で
構
成
す
る
。

セ
ン
タ
ー
長

第
五

教
授
及
び
助
教
授
の
所
員

前
二
号
以
外
の
京
都
大
学
の
教
授
又
は
助
教
授
の
う
ち
か
ら

セ
ン
タ
ー
長
の
委
嘱
し
た
者
若
干
名

第
六
セ
ン
タ
ー
長
は
、
連
絡
会
議
を
招
集
し
、
議
長
と
な
る
。

2

セ
ン
タ
ー
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
セ
ン
タ
ー

長
の
指
名
す
る
者
が
、
そ
の
職
務
を
代
行
す
る
。

第
七
第
五
及
び
第
六
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
連
絡
会
議
の
運
営

に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
セ
ン
タ
ー
長
が
定
め
る
。

第
八
セ
ン
タ
ー
の
事
務
は
、
総
合
人
間
学
部
・
人
間
・
環
境
学
研

究
科
事
務
部
に
お
い
て
処
理
す
る
。



第
九
こ
の
要
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
セ
ン
タ
ー
の
組
織
及
ぴ

運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
セ
ン
タ
ー
長
が
定
め
る
。

附

則

こ
の
要
項
は
、
平
成
八
年
四
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
。

九

ベ
ン
チ
ャ
ー
・
ビ
ジ
ネ
ス
・
ラ
ボ
ラ
ト

、.，，，
.BEa-

-

ベ
ン
チ
ャ
ー
・
ビ
ジ
ネ
ス
・
ラ
ボ
ラ
ト
リ

l
要
項

{
一
四
]

総
長
裁
定

一
九
九
六
(
平
成
八
)
年
五
月
二
八
日

センター・施設等

京
都
大
学
ベ
ン
チ
ャ
ー
-
ビ
ジ
ネ
ス
・
ラ
ボ
ラ
ト
リ

l
要
項

第
一
京
都
大
学
に
、
京
都
大
学
大
学
院
に
お
け
る
基
盤
的
技
術
分

野
で
の
独
創
的
研
究
開
発
を
推
進
し
、
高
度
の
専
門
的
職
業
能
力

を
持
つ
創
造
的
人
材
を
育
成
す
る
た
め
、
学
内
共
同
利
用
施
設
と

し
て
、
ベ
ン
チ
ャ
ー
・
ビ
ジ
ネ
ス
・
ラ
ボ
ラ
ト
リ
|
(
以
下
「
ラ
ボ

ラ
ト
リ

l
」
と
い
う
。
)
を
置
く
。

第
二
京
都
大
学
に
ベ
ン
チ
ャ
ー
・
ビ
ジ
ネ
ス
・
ラ
ボ
ラ
ト
リ

l
協

議
会
(
以
下
「
協
議
会
」
と
い
う
。
)
を
置
く
。

協
議
会
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
審
議
す
る
。

第 9主主

2 

3 

ラ
ボ
ラ
ト
リ
ー
の
教
育
研
究
目
的
に
関
す
る
こ
と
。

ラ
ボ
ラ
ト
リ
ー
の
管
理
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項

ラ
ボ
ラ
ト
リ
ー
の
教
育
研
究
に
係
る
自
己
点
検
・
評
価
に
関

す
る
こ
と
。

協
議
会
は
、
次
の
各
回
す
に
掲
げ
る
協
議
員
で
組
織
す
る
。

一

総

長

二
各
研
究
科
長

三
研
究
所
及
び
セ
ン
タ
ー
の
長
若
干
名

四

施

設

長

五
学
外
の
学
識
経
験
者
若
干
名

六
そ
の
他
総
長
が
必
要
と
認
め
る
者
若
干
名

前
項
第
三
号
、
第
五
号
及
び
第
六
号
の
協
議
員
は
、
総
長
が
委

嘱
す
る
。

4 

第
三
項
第
五
号
及
び
第
六
号
の
協
議
員
の
任
期
は
、
三
年
と
し
、

再
任
を
妨
げ
な
い
。

第
三
総
長
は
、
協
議
会
を
招
集
し
、
議
長
と
な
る
。

2

総
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
総
長
が
指
名
し
た

協
議
員
が
前
項
の
職
務
を
代
行
す
る
。

第
四
ラ
ボ
ラ
ト
リ

l
に
、
施
設
長
を
置
く
。

施
設
長
は
、
京
都
大
学
の
専
任
の
教
授
を
も
っ
て
充
て
る
。

施
設
長
は
、
ラ
ボ
ラ
ト
リ
!
の
所
務
を
総
括
す
る
。

5 2 
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第
五

法令・規則

ラ
ボ
ラ
ト
リ
!
に
お
け
る
教
育
研
究
の
円
滑
な
実
施
を
図
る

た
め
、
ラ
ボ
ラ
ト
リ

l
に
運
営
委
員
会
を
置
く
。

運
営
委
員
会
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
委
員
で
組
織
す
る
。

施
設
長

2 

第 1編

関
係
部
局
の
教
授
又
は
助
教
授
若
干
名

そ
の
他
業
務
に
携
わ
る
者
の
う
ち
か
ら
施
設
長
が
必
要
と
認

め
る
者
若
干
名

前
項
第
二
号
及
ぴ
第
三
号
の
委
員
は
、
施
設
長
が
委
嘱
す
る
。

運
営
委
員
会
は
、
必
要
の
あ
る
場
合
に
は
、
委
員
以
外
の
者
の

出
席
を
求
め
て
意
見
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
運
営
委
員
会
に
委
員
長
を
置
き
、
施
設
長
を
も
っ
て
充
て
る
。

2

施
設
長
は
、
運
営
委
員
会
を
招
集
し
、
議
長
と
な
る
。

3

施
設
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
施
設
長
が
指
名

し
た
委
員
が
、
前
項
の
職
務
を
代
行
す
る
。

第
七
運
営
委
員
会
に
必
要
に
応
じ
て
小
委
員
会
を
置
く
こ
と
が
で

主
、
ヲ
匂
。

3 4 

小
委
員
会
の
組
織
及
ぴ
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
運
営
委

員
会
が
定
め
る
。

第
八
協
議
会
に
関
す
る
事
務
は
、
庶
務
部
研
究
協
力
課
に
お
い
て

処
理
す
る
。

第
九
ラ
ボ
ラ
ト
リ

l
に
関
す
る
事
務
は
、
施
設
長
の
属
す
る
部
局

2 

に
お
い
て
処
理
す
る
。

718 

2 

ラ
ボ
ラ
ト
リ

l
の
施
設
設
備
等
の
管
理
に
つ
い
て
は
、
施
設
長

の
属
す
る
部
局
の
施
設
と
し
て
取
り
扱
う
も
の
と
す
る
。

附

同
貝

』
の
要
項
は
、
平
成
八
年
五
月
二
十
八
日
か
ら
実
施
す
る
。

二
O

身
体
障
害
学
生
相
談
室

身
体
障
害
学
生
相
談
室
要
項

[
一
四
]

総
長
裁
定

一
九
八

O
(昭
和
五
五
)
年
一

O
月
一
日

京
都
大
学
身
体
障
害
学
生
相
談
室
要
項

第
一
京
都
大
学
に
身
体
障
害
学
生
相
談
室
(
以
下
「
相
談
室
」
と
い

ぅ
。
)
を
置
く
。

第
二
相
談
室
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。

一
身
体
障
害
学
生
の
修
学
及
ぴ
進
路
上
の
相
談
に
応
じ
、
助
言

し
、
及
ぴ
指
導
す
る
こ
と
。

二
身
体
障
害
学
生
の
特
別
指
導
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
。

三
身
体
障
害
学
生
の
教
育
補
助
機
器
を
管
理
し
、
及
ぴ
利
用
に

供
す
る
こ
と
。



身
体
隙
害
学
生
の
教
育
方
法
及
ぴ
教
育
補
助
機
器
の
改
善
等

身
体
障
害
学
生
の
受
入
れ
に
伴
う
諸
問
題
に
つ
い
て
調
査
研
究

す
る
こ
と
。

四

相
談
室
に
室
長
を
置
く
。

室
長
は
、
京
都
大
学
の
専
任
の
教
授
を
も
っ
て
充
て
る
。

室
長
の
任
期
は
、
二
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。

室
長
は
、
相
談
室
の
業
務
を
掌
理
す
る
。

第
四
相
談
室
に
、
必
要
に
応
じ
て
、
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
そ
の
他
の
職

員
を
置
く
。

第2 3 4 

センター・施設等

第
五
相
談
室
の
管
理
運
営
に
関
す
る
事
項
を
審
議
す
る
た
め
、
相

談
室
に
管
理
運
営
委
員
会
(
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
)
を
置
く
。

第
六
委
員
会
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
委
員
で
組
織
す
る
。

一

室

長

二
学
部
及
ぴ
教
養
部
の
教
授
又
は
助
教
授
各
一
名

三
そ
の
他
総
長
が
必
要
と
認
め
る
教
授
又
は
助
教
授
若
干
名

2

前
項
第
二
号
及
び
第
三
号
の
委
員
は
、
総
長
が
委
嘱
す
る
。

3

第
一
項
第
二
号
及
ぴ
第
三
号
の
委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
し
、

再
任
を
妨
げ
な
い
。
た
だ
し
、
繍
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者

の
残
任
期
間
と
す
る
。

第
七
委
員
会
に
委
員
長
を
置
き
、
室
長
を
も
っ
て
充
て
る
。

委
員
長
は
委
員
会
を
招
集
し
、
議
長
と
な
る
。

第 9章

2 

委
員
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
委
員
長
が
指
名

し
た
委
員
が
前
項
の
職
務
を
代
行
す
る
。

第
八
委
員
は
、
別
に
室
長
の
委
嘱
を
受
け
て
相
談
室
の
業
務
を
執

行
す
る
。

第
九

3 

第
五
か
ら
第
八
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員
会
の
運

営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
委
員
会
が
定
め
る
。

第
十
こ
の
要
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
相
談
室
の
組
織
及
び
運

営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
室
長
が
定
め
る
。

ゆ
川
ゆ

d
U
3

思

町

れ

回

M
M
ハ

-
こ
の
要
項
は
、
昭
和
五
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
。

2

身
体
障
害
者
問
題
委
員
会
要
項
(
昭
和
四
十
九
年
十
月
二
十
二

日
総
長
裁
定
)
は
、
廃
止
す
る
。

3

こ
の
要
項
実
施
後
最
初
に
委
嘱
さ
れ
る
第
六
第
一
項
第
二
号
及

ぴ
第
三
号
の
委
員
の
任
期
は
、
第
六
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
委
嘱
の
際
総
長
が
指
名
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
十
六

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
し
、
そ
の
他
の
者
に
つ
い
て
は
、
昭
和

五
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

相
談
室
の
庶
務
は
、
当
分
の
問
、
学
生
部
入
学
主
幹
が
行
う
。

4 

改
正

昭
六
一
・
六
・
一
七
、

平
四
・
一

0
・
一
総
長
裁
定
、
平
九
・
六
・
三

O
総
長
裁
定
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学
術
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
機
構

第 1編

学
術
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
機
構
要
項

[
一
四
]

総
長
裁
定

一
九
九

O
{平
成
一

一)年
二
月
二
七
日

京
都
大
学
学
術
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
機
構
要
項

第

一

京

都

大
学
に
、
学
術
情
報
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
機
構
(
以
下
「
機
構
」

と
い
う
。
)
を
置
く
。

第
二
機
構
は
、
京
都
大
学
に
お
け
る
学
術
情
報
活
動
の
基
盤
と
な

る
統
合
情
報
通
信
シ
ス
テ
ム
(
以
下
「
情
報
通
信
シ
ス
テ
ム
」
と
い

う
。
)
の
充
実
・
整
備
並
ぴ
に
維
持
、
管
理
及
ぴ
運
用
に
関
す
る
業

務
を
関
係
部
局
等
の
支
援
を
得
て
、
総
合
的
に
処
理
す
る
。

第
三
こ
の
要
項
に
お
い
て
、
関
係
部
局
等
と
は
、
大
型
計
算
機
セ

ン
タ

l
、
情
報
処
理
教
育
セ
ン
タ
ー
、
附
属
図
書
館
、
庶
務
部
、

経
理
部
及
び
施
設
部
を
い
う
。

第
四
機
構
に
機
構
長
を
置
き
、
総
長
を
も
っ
て
充
て
る
。

2

機
構
長
は
、
機
構
の
業
務
を
掌
理
す
る
。

第
五
機
構
に
次
の
部
門
を
置
く
。

研
究
開
発
部
門

事
務
部
門

第
六
研
究
開
発
部
門
に
研
究
開
発
部
門
長
を
置
き
、
大
型
計
算
機

セ
ン
タ
ー
長
を
も
っ
て
充
て
る
。

2

研
究
開
発
部
門
長
は
、
機
構
長
の
職
務
を
助
け
、
研
究
開
発
部

門
の
業
務
を
総
括
す
る
。

3

研
究
開
発
部
に
、
研
究
開
発
部
門
長
の
職
務
を
助
け
、
研
究
開

発
部
門
の
業
務
を
整
理
す
る
た
め
、
研
究
主
査
を
置
き
、
大
型
計

算
機
セ

ン
タ
ー
研
究
開
発
部
長
を
も
っ
て
充
て
る
。

第
七
研
究
開
発
部
門
に
次
の
担
当
を
置
き
、
情
報
通
信
シ
ス
テ
ム

に
関
す
る
研
究
開
発
を
行
う
。

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
担
当

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
担
当

学
術
資
料
情
報
担
当

2

前
項
の
各
担
当
は
、
京
都
大
学
の
教
官
の
う
ち
か
ら
総
長
が
指

名
す
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
。

第
八
事
務
部
門
に
事
務
部
門
長
を
置
き
、
事
務
局
長
を
も
っ
て
充

て
る
。

720 

2 

事
務
部
門
長
は
、
機
構
長
の
職
務
を
助
け
、
機
構
に
係
る
事
務

を
総
括
す
る
。

事
務
部
門
に
、
事
務
部
門
長
の
職
務
を
助
け
、
事
務
部
門
の
業

務
を
整
理
す
る
た
め
、
総
倍
、
王
査
を
置
き
、
庶
務
部
長
を
も
っ
て

3 



充
て
る
。

第
九
事
務
部
門
に
事
務
室
を
置
き
、
機
構
に
係
る
庶
務
を
処
理
す

'hv

。

センター・施設等

事
務
室
に
、
室
長
、
副
室
長
及
ぴ
室
員
を
置
く
。

事
務
室
に
、
必
要
に
応
じ
て
、
掛
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
室
長
は
、
大
型
計
算
機
セ

ン
タ
ー
事
務
長
を
も
っ
て
充
て
、

副
室
長
及
び
室
員
は
、
京
都
大
学
職
員
の
う
ち
か
ら
、
総
長
が
指

名
す
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
。

第
十
一
機
構
長
の
諮
問
に
応
じ
、
機
構
の
業
務
に
関
す
る
重
要
事

項
を
審
議
す
る
た
め
、
機
構
に
運
営
会
議
(
以
下
「
会
議
」
と
い
う
。
)

を
置
く
。

2

会
議
は
、
研
究
開
発
部
門
長
、
事
務
部
門
長
、
研
究
主
査
、
総

括
主
査
そ
の
他
機
構
長
が
指
名
す
る
者
を
も
っ
て
構
成
す
る
。

3

会
議
に
議
長
を
置
き
、
機
構
長
を
も
っ
て
充
て
る
。

4
議
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
議
長
が
指
名
す
る

構
成
員
が
前
項
の
職
務
を
代
行
す
る
。

5

会
議
は
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
構
成
員
以
外
の
者
を
出
席

さ
せ
て
説
明
又
は
意
見
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。

6

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
会
議
の
運
営
に
関
し
必
要
な

事
項
は
、
会
議
の
議
を
経
て
、
機
構
長
が
定
め
る
。

第
十
二
機
構
に
、
機
構
の
業
務
に
関
す
る
支
援
の
在
り
方
等
を
検

2 3 

第 9章

討
し
及
ぴ
連
絡
調
整
す
る
た
め
、
事
務
部
門
及
ぴ
関
係
部
局
等
の

う
ち
か
ら
、
機
構
長
が
別
に
指
名
す
る
関
係
課
長
等
で
構
成
す
る

担
当
課
長
等
連
絡
会
議
を
置
く
。

2

担
当
課
長
等
連
絡
会
議
は
、
総
括
主
査
又
は
総
括
主
査
が
担
当

課
長
等
の
う
ち
か
ら
指
名
し
た
者
が
招
集
し
、
議
長
と
な
る
。

第
十
三
こ
の
要
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
機
構
の
内
部
組
織
及

ぴ
業
務
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
機
構
長
が
定
め
る
。

附

則

-
こ
の
要
項
は
、
平
成
二
年
四
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
。

2

京
都
大
学
統
合
情
報
通
信
シ
ス
テ
ム
建
設
本
部
及
ぴ
建
設
推
進

委
員
会
要
項
(
昭
和
六
十
二
年
四
月
十
四
日
総
長
裁
定
)
は
、
廃
止

す
る
。

総
合
体
育
館

総
合
体
育
館
規
程

[
六
]

達
示
第
一

O
号

一
九
七
二
(
昭
和
四
七
)
年
三
月
九
日

第
一
条

京
都
大
学
総
合
体
育
館
規
程

本
学
に
総
合
体
育
館
(
附
属
プ

l
ル
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
)
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を
置
き
、
本
学
に
お
け
る
体
育
活
動
お
よ
び
本
学
の
行
な
う
式
典

の
た
め
に
こ
れ
を
用
い
る
。

第
二
条
総
合
体
育
館
は
、
学
生
部
長
が
管
理
す
る
。

2

総
合
体
育
館
の
管
理
に
関
す
る
重
要
事
項
は
、
学
生
部
委
員
会

に
お
い
て
審
議
す
る
。

第
三
条
総
合
体
育
館
は
、
こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
総

長
が
別
に
定
め
る
使
用
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
使
用
す
る

も
の
と
す
る
。

第
四
条
総
合
体
育
館
に
関
す
る
事
務
は
、
学
生
部
厚
生
課
に
お
い

て
処
理
す
る
。

附

法令・規則第 1編

阿見

」
の
規
程
は
、
昭
和
四
十
七
年
三
月
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

改
正

平
一
一
・
四
・
一
七
達
示
六
号

722 

一一一一一
国
際
交
流
会
館

国
際
交
流
会
館
規
程

[
六
]

達
示
第
一
七
号

一
九
八
二
(
昭
和
五
七
)
年
六
月
二
九
日

京
都
大
学
国
際
交
流
会
館
規
程

第
一
条
京
都
大
学
に
国
際
交
流
会
館
(
以
下
「
会
館
」
と
い
う
。
)
を

置
く
。

第
二
条

会
館
は
、
そ
の
施
設
を
外
国
人
研
究
者
及
び
外
国
人
留
学

生
の
宿
泊
そ
の
他
国
際
交
流
に
関
す
る
事
業
の
用
に
供
し
、
も
っ

て
、
教
育
研
究
の
国
際
交
流
の
促
進
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

ヲ
匂
。

第
三
条
会
館
に
館
長
を
置
き
、
総
長
を
も
っ
て
充
て
る
。

2

館
長
は
、
館
務
を
掌
理
す
る
。

第
四
条
会
館
の
管
理
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
総
長
の

諮
問
に
応
ず
る
た
め
、
国
際
交
流
会
館
委
員
会
(
以
下
「
委
員
会
」

と
い
う
。
)
を
置
く
。

2

委
員
会
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
委
員
で
組
織
す
る
。

一
国
際
交
流
委
員
会
の
委
員
(
第
四
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
)
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若
干
名

そ
の
他
総
長
が
必
要
と
認
め
る
教
授
又
は
助
教
授

会
館
、
王
事

事
務
局
長
及
ぴ
学
生
部
長

五
庶
務
部
長
、
経
理
部
長
、
施
設
部
長
及
び
学
生
部
次
長

3

前
項
第
一
号
及
ぴ
第
二
号
の
委
員
は
、
総
長
が
委
嘱
す
る
。

4

委
員
会
に
委
員
長
を
置
き
、
第
二
項
第
一
号
及
ぴ
第
二
号
の
委

員
の
互
選
に
よ
っ
て
定
め
る
。

5

委
員
長
は
、
委
員
会
を
招
集
し
、
議
長
と
な
る
。

6

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員
会
の
運
営
に
関
し
必
要

な
事
項
は
、
委
員
会
が
定
め
る
。

第
五
条
会
館
に
、
生
活
上
の
諸
問
題
に
関
し
相
談
を
受
け
、
又
は

必
要
に
応
じ
助
言
等
を
行
わ
せ
る
た
め
、
会
館
、
王
事
を
置
く
。

2

会
館
主
事
は
、
京
都
大
学
の
教
職
員
の
う
ち
か
ら
総
長
が
任
命

す
る
。

若
干
名

四

第 9章

会
館
主
事
の
任
期
は
、
二
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。

第
六
条
会
館
の
使
用
に
供
す
る
施
設
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

研
究
者
宿
泊
室

留
学
生
宿
泊
室

会
議
室

談
話
室

3 

和
室

図
書
室

そ
の
他
共
用
施
設

第
七
条
研
究
者
宿
泊
室
に
入
居
す
る
資
格
を
有
す
る
者
は
、
次
の

各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

一
京
都
大
学
に
お
い
て
教
育
研
究
に
従
事
す
る
外
国
人
研
究
者

二
他
の
国
立
大
学
又
は
文
部
省
若
し
く
は
文
化
庁
の
附
属
機
関

に
お
い
て
教
育
研
究
に
従
事
す
る
外
国
人
研
究
者

三
そ
の
他
館
長
が
適
当
と
認
め
る
者

2

留
学
生
宿
泊
室
に
入
居
す
る
資
格
を
有
す
る
者
は
、
次
の
各
号

の
一
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

一
京
都
大
学
に
在
籍
す
る
外
国
人
留
学
生

二
他
の
国
立
大
学
に
在
籍
す
る
外
国
人
留
学
生

三
そ
の
他
館
長
が
適
当
と
認
め
る
者

第
八
条
入
居
を
希
望
す
る
者
は
、
そ
の
者
の
所
属
し
、
又
は
在
籍

す
る
部
局
(
前
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
二
項
第
二
号
に
該
当
す
る

者
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
所
属
し
、
又
は
在
籍
す
る
大
学
又

は
機
関
。
以
下
「
部
局
等
」
と
い
う
。
)
の
長
を
経
て
、
館
長
に
申

請
し
、
そ
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

入
居
を
希
望
す
る
者
は
、
そ
の
家
族
を
同
居
さ
せ
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
前
項
の
許
可
を
受
け
る
に
際
し
て
、
あ
わ
せ
て
、
館
長
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の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
条
入
居
の
許
可
期
間
は
、
一
月
以
上
一
年
以
内
と
す
る
。
た

だ
し
、
教
育
研
究
上
特
に
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
一
年
以
内
に

限
り
入
居
の
許
可
期
間
を
更
新
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
条
入
居
の
許
可
を
受
け
て
入
居
し
た
者
(
以
下
「
入
居
者
」
と

い
う
。
)
は
、
そ
の
入
居
の
許
可
期
間
の
更
新
を
希
望
す
る
と
き
は
、

部
局
等
の
長
を
経
て
、
館
長
に
申
請
し
、
そ
の
許
可
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

2

入
居
者
は
、
新
た
に
そ
の
家
族
を
同
居
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
館
長
に
申
請
し
、
そ
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条
入
居
者
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
施
設
使
用
料

(
外
国
人
留
学
生
の
場
合
に
あ
っ
て
は
寄
宿
料
。
以
下
同
じ
。
)
を
納

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
二
粂
入
居
者
及
び
そ
の
同
唐
家
族
は
、
会
館
の
施
設
、
物
品

の
保
全
及
び
秩
序
の
維
持
に
努
め
る
と
と
も
に
、
別
に
定
め
る
会

館
使
用
規
則
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
三
条
入
居
者
は
、
本
人
又
は
そ
の
同
居
家
族
が
そ
の
責
に
帰

す
べ
き
事
由
に
よ
り
会
館
の
施
設
又
は
物
品
に
損
害
を
与
え
た
と

き
は
、
館
長
の
指
示
に
よ
り
、
指
定
の
期
限
内
に
そ
の
損
害
を
賠

償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
四
条
館
長
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
は
、

第 1編

入
居

の
許
可
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

一
入
居
者
が
指
定
の
期
限
内
に
施
設
使
用
料
を
納
付
し
な
い
と

主、

724 

入
居
者
又
は
そ
の
同
居
家
族
が
第
十
二
条
の
規
定
に
違
反
し

て
会
館
の
管
理
運
営
に
重
大
な
支
障
を
与
え
た
と
き
又
は
与
え

る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。

入
居
者
が
前
条
の
規
定
に
よ
る
損
害
の
賠
償
を
指
定
の
期
限

内
に
履
行
し
な
い
と
き
。

第
十
五
条
入
居
者
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
は
、
遅

滞
な
く
退
去
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
入
居
の
許
可
期
聞
が
満
了
し
た
と
き
。

二
入
居
の
資
格
を
失
っ
た
と
き
。

三
入
居
の
許
可
が
取
り
消
さ
れ
た
と
き
。

2

同
居
家
族
は
、
当
該
入
居
者
が
退
去
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く

退
去
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
六
条
第
七
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
研
究

者
宿
泊
室
及
ぴ
留
学
生
宿
泊
室
の
使
用
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

別
に
定
め
る
。

第
十
七
条
会
館
の
会
議
室
、
談
話
室
、
和
室
及
び
図
書
室
の
使
用

に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

第
十
八
条
会
館
に
関
す
る
事
務
は
、
庶
務
部
国
際
主
幹
が
行
う
。



附

則

こ
の
規
程
は
、
昭
和
五
十
七
年
六
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

改
正

昭
六

0
・
六
・
一
三
逮
示
一
一
号
、
昭
六
一
・
一
二
・
九
達
示
三

O
号、

平
四
・
六
・
九
逮
示
二
ハ
号

センター・施設等第 9章
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